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令和２年 予算審査特別委員会会議録（第１日） 

 

 令和２年３月１６日午前１０時、予算審査特別委員会を忠岡町委員会室に招集した。 

 

１．出席委員は、次のとおりであります。 

  委 員 長           河野 隆子     副委員長   和田 善臣 

  委  員   北村  孝     委  員   二家本英生 

  委  員   三宅 良矢     委  員   勝元由佳子 

  議  長   杉原 健士（オブザーバー） 

 

１．欠席委員は、次のとおりであります。 

  なし 

 

１．本委員会に、出席を求めた理事者は、次のとおりであります。 

  町  長        和田 吉衛   教 育 長        富本 正昭 

  町長公室長       柏原 憲一   町長公室次長兼人権広報課長 

  住民部長        軒野 成司               明松 隆雄 

  健康福祉部長      東  祥子   産業まちづくり部長   藤田  裕 

  教育部長        立花 武彦   教育部理事兼学校教育課長 

  消 防 長        花野 勝也               石本 秀樹 

  消防次長兼消防署長   森下 孝之 

（各課課長同席） 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

  事務局長   阿児 英夫 

  主  査   川端 謙太 
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 （会議の顚末） 

委員長（河野隆子議員） 

 おはようございます。委員皆様方には、ご多忙のところご参集くださいましてありがと

うございます。 

 私、過日、委員皆様のご推挙を頂き、当委員会の委員長を務めさせていただくことにな

りました。また、副委員長に和田委員が選出されております。ともどもよろしくお願いい

たします。 

 付託されました令和２年度一般会計、各特別会計予算について、その審査をお願いする

ものでありますが、審査がスムーズに、また実り多いものでありますことをお願い申し上

げまして、ただいまより予算審査特別委員会を開会いたします。 

（「午前１０時００分」開会） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 座らせていただきます。 

 開会に先立ち、町長よりご挨拶をお願いいたします。 

町長（和田吉衛町長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 皆さん、おはようございます。ご案内のように、予算審査特別委員会をお願いしたとこ

ろ、お忙しいにもかかわりませず、委員長さんを初め皆さん方のご出席を賜り、ありがと

うございます。 

 ところで、本町も倒産の道を歩んでいましたが、今はその事態、その道ではなくなりま

した。しかし、脆弱な本町の体質を回復しておりません。再建の道、ゼロの出発でなく、

マイナスからの出直しでありましたが、なお一層、財政健全化を続けていく必要がある

と、こういう気持ち、精神がしみついておりまして、今のところまだ抜けておりませんと

いうようなところから、今、令和２年度予算は引き締めた、つつましく予算を組んだと、

こういうように思っております。 

 そんな中であっても、防災・減災など町民の皆様に安心してもらいたいと、安全対策は

乏しい財政の中ではありますが、予算化をしているところでございます。 

 ２つ目は、堅実で持続可能なまちづくりという観点で述べたわけですが、何といっても

これからの時代に情報通信技術を活用したまちづくりが要るんではないかと、こういう思

いでも、未来に輝く本町という意味においても、手綱をしっかり締めていかないかんとい

うことでやっております。 
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 何をぐちゃぐちゃ言うてんなと言われることになりますが、東の保育所、幼稚園、こう

いったところを中心に都市開発を進めていきたいという前夜のお話をしたつもりでありま

す。 

 これからの日程、よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 どうもありがとうございました。 

 本日の出席委員は全員６名ですので、委員会は成立いたしております。 

 お諮りいたします。 

 会議録署名委員は、先例により、委員長の指名としてご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（河野隆子議員） 

 異議ないものと認め、私から指名させていただきます。 

 和田善臣委員、北村 孝委員を指名させていただきます。 

 それでは、一般会計から審査を行います。理事者におかれましては、各委員の質疑に対

しまして、その趣旨をよく把握した上で、明確かつ簡潔に答弁を行っていただきますよう

お願いします。 

 また、円滑な議事の進行及び会議録作成の関係上、皆様には発言に際し、まず委員長に

許可を求めてから発言をされますよう、併せてお願いします。また、発言時にはマイクの

スイッチをお忘れにならないようにお願いいたします。 

 

委員長（河野隆子議員） 

 それでは、まず議案第１４号 令和２年度忠岡町一般会計予算についてですが、３ペー

ジから４２ページまでの歳入を先に審査いたします。 

 質疑につきましては、予算書と一緒にご配布されております資料の「令和２年度当初予

算（案）」及び「今後の財政収支見通し」について説明された後にお受けいたします。 

 それでは、財政課長より説明をお願いいたします。 

（村田財政課長：説明） 

委員長（河野隆子議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 質疑をお受けいたします。 

 なお、質疑については、３ページから４２ページまでの歳入と、説明のあった財政全体

についてでも結構です。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、順にお聞きしていきます。 

 １１ページの集会所等整備事業債で１８０万円計上されてるんですが、これは具体的に
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はどこをどのようにしていく予定なんでしょうか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 この分については、新浜集会所の解体をいたしたく、その分に係る設計委託料でござい

ます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 次に、１１ページのその下にある道路整備事業債はどのようにかけていく予定なんでし

ょうか。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 一応２路線を予定しておりまして、１路線はまず大津川左岸線の舗装改修、もう１路線

は町道本通り線、忠岡小学校から海のほうに向かっていく部分の修理を考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、次なんですが、１９ページの法人税が本年度４，０００万円減収されてい

るんですが、これは消費税等の軽減措置に伴うものなのか、それか何か要因等はございま

すでしょうか。 

税務課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小林課長。 

税務課（小林和子課長） 

 法人税割の予算額を目減りさせていただきました事情と申しますのが、消費税というも

のが平成元年から開始されまして、その後、当初３％、そして３％から５％、５％から

８％、で、本３１年１０月、令和元年１０月なんですけれども、８％から１０％と順次上

がってまいりまして、その上がった年の次の法人税割の収入額ががくっと減ってるんです

ね。その件と、そして法人税割の法改正が影響するというところで、４，０００万円ほど

見積もって目減りをさせたという流れでございます。 
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 ただ、昨今のコロナウイルスの事情により、消費活動や事業継続が非常に制限されてき

ていらっしゃる事業者さんがほとんどですので、これで４，０００万円で見合うかどうか

というところもちょっと危惧しているというところでございます。 

 以上です。 

委員（三宅良矢議員） 

 分かりました。委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ２０ページのたばこ税なんですが、この４月より全面禁煙で公共施設では一切吸えなく

なる予定なんですね。前も質問させていただいたんですけど、忠岡町のたばこ税って、ほ

ぼ目減りしていないという、ほかの市町村から比べたら、そういう傾向にあるということ

で、それはそれで必要な財源かなという部分も考えられます。 

 税金どうのこうのよりも、このたばこを吸う場所に関してなんですけど、今後町として

は対応はどのように考えてはりますか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 受動喫煙の対策というふうなところでございますけども、昨年もご質問等々頂いたとい

うところでお答えはさせていただいてるところでございますが、昨年の７月から健康増進

法の改正というところで、原則、本町のような、こういった公共施設の敷地内は禁煙とい

うところになっておるというところでございます。そのときにもお答えはさせていただい

たんですが、近隣の状況等々を参考にしながら検討していくというところでお答えさせて

いただきました。 

 そして、現在、この泉州地域の１０団体のほうに、４月以降の受動喫煙の対策について

どのように講じるんやというようなところでお聞きさせていただきましたところ、１０団

体のうちの６団体が、府の言ってるような敷地内であっても、特定屋外喫煙所という形の

整備をした上での喫煙場所を設けるというところのご回答を頂いてるという状況でござい

ます。 

 つきましては、他の団体、あと４月以降というところで日がない中ではあるんですが、

本町としても他の団体のそういった状況を踏まえて、時間がない中でも、現在ちょっと検

討段階であるというところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ということは、４月から、設備とかはないから、取りあえずもう全面禁煙ですよね。一

切吸えないということですね、当面。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 その点も含めて検討というようなところでございますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 気になるのは、要はそこだけです。４月からそういう設備もないわけですよね。忠岡町

のこの本庁舎に限ってです、例えばですけど、吸えるような。要は明確な区切りがない。

例えば喫煙ルームを造るにしても、ちゃんとした排煙設備が整っているような明確な場所

がないということを考えれば、４月以降は当面は、この本庁舎敷地内はどこのところであ

っても一切吸えないということでいいんですね。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南総務課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 現在も、住民さん等におきましての喫煙場所というところの設置はないという状況でご

ざいます。先ほど申し上げた他の団体の状況の中で、役所等の駐車場にそういった喫煙場

所をプレハブ等で設置してというようなところでの運用をやっていくというところはある

んですが、先ほどから申し上げているように、現状、住民さん等に対しての喫煙場所はな

いというところで、４月以降、そういった敷地内において特定喫煙場所の設置というとこ

ろについては、明確な、具体的にどうするというところについては、今、検討段階である

というところでございます。 
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委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今、ちょっと言葉が引っかかったんですけど、住民さんという、職員さんもそうですよ

ね。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南総務課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 住民さん等というふうなところでのお話の中で、今ご指摘いただいた職員というところ

でございますが、確かに現在、職員の中でも喫煙する者がおるというところの状況でござ

います。つきましては、先ほど来申し上げている健康増進法の改正というふうなところ

で、昨年の７月から職員向けの特定屋内喫煙所というふうなところの設置については、地

下の場所において設置させていただいておるというところでございます。これにつきまし

ては、本来の法の趣旨、目的であります受動喫煙の強化というふうなところでございます

ので、現在設置している場所については、一定住民さんの立入りがないというふうなとこ

ろでございますので、現在そのような設置をさせていただいておるというところでござい

ます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それも４月以降も続けていくということですか。排煙設備はちゃんとありますか。ちゃ

んと法に照らしてできてますか。 

総務課（南 智樹課長） 

 その排煙設備というところは、事実上ございません。ただ、屋外というようなところで

ございますので、箱物の中ではないというところで、地上にそのまま吹き上げの状態であ

るというところの状況に設置しておるというところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 
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 抜けてる部分が何かあるんですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 屋根のない、そのままもう外で、屋外でというようなところで、屋根のない状況である

というところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 屋根がない状況で。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 変な話、その籠もってる状況でも別に問題はないんですか。そこだけが気になって。何

の問題もないんだと一言言うていただいたら。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 今回、その設置しておるところでございますけども、設置する際に、大阪府の担当部署

においても、このような環境であるんですが、設置は、法に基づくそういった整備をする

喫煙所というところの設置は可能かどうかというところで問い合わせたところ、そのよう

な環境であれば大丈夫ですというところで回答を頂いておるというところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それは職員さんだけしか使えないんですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 はい、職員だけというところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 
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 分かりました。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。他に、ご質疑ありませんか。 

委員（三宅良矢議員） 

 いいですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 続いて。 

委員（三宅良矢議員） 

 ほかにあるんでしたら、先に言うていただいて。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 まず、予算書の１９ページですけども、先ほど三宅委員からも質問があったんですけ

ど、法人税の法人税割が、こちらが４，０００万円、昨年度よりか下がったということを

お伺いしました。原因につきましては、先ほどお伺いしたとおり、国の減税がなったので

税収が減ったということだったんですけども、まず均等割についてですけども、均等割は

これは基本的には税源はそれほど変わらないとは思うんですけども、これ、均等割をお支

払いしている忠岡の業者って、何社ぐらい今ございますでしょうか。 

税務課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小林税務課長。 

税務課（小林和子課長） 

 納税義務者の件数は４９８社ございます。これは令和元年、いつも夏に課税状況の調べ

というものを総務省に提出させていただいてますので、その提出した回答が４９８という

ことでございます。予算につきましても、この４９８で試算しております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、その４９８社のうち、均等割はいろいろ資本によって納税額が変わっ

てくると思うんですけども、法人税割といったら５，０００万以下と以上では税率が変わ

ってくると思うんですけども、まず均等割のほうで、忠岡町内で資本金５，０００万以上

の会社って何社ございますか、分かりますでしょうか。 

税務課（小林和子課長） 

 すみません、ちょっと今手元にございません。申し訳ないです。 
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委員長（河野隆子議員） 

 では、後ほど分かったときにお願いします。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 それは後ほど調べていただいたらありがたいと思います。 

 あと、すみません、今回４，０００万ほど下がられたということで、本来、昨年までで

あれば４，０００万円、忠岡町に入っていた分なんですけども、これはどのような形でま

た別の予算として回ってくるか、教えていただきたいと思います。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 そちら法人住民税につきましては、国の地方偏在措置という形になっております。その

部分は、地方法人税という形で国に吸い上げられてという表現がいいかどうか分かりませ

んけど、地方法人税に移行しまして、その分が交付税財源という形になっておるというと

ころでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、その交付税措置で実際４，０００万、今回減額になってるんですけど

も、大体の概算でどれぐらいの交付税措置がされるかというのは、今現在で分かりますで

しょうか。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田財政課長。 

財政課（村田健次課長） 

 すみません、その部分、４，０００万少なくなったから、そのまま４，０００万増える

のかなというのが我々のイメージですし、当然減った分がそのまま減ったままということ

ではないかとは思うんですけれども、実際その部分が国のほうに地方法人税という形にな

りまして、幾らまた再度バックしてくるかというのは、ちょっと現状では試算しづらい状

況ではございます。ご理解のほどお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、予算書のほうの２４ページ、こちらのほうで地方特例交付金のほう

で、減収補塡特例交付金というのがあるんですけども、こちらのほうというのは、減収、
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忠岡町がしたから補塡されて交付金だと思うんですけども、どういった感じの補塡でこの

金額を上げていらっしゃるか、教えてください。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田財政課長。 

財政課（村田健次課長） 

 すみません、減収補塡特例交付金ということで、いろいろな分が減収となっています。

一番大きくというのが、目立った分で言いますと、住宅ローン減税というのがございま

す。それは住民税でもございます。そういったものに対して町税の入りが少なくなったと

いうことで補塡するということでございます。こちらの金額の試算につきましては、地方

財政計画に沿った形で試算させていただいてるということでご理解いただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 じゃあ、そうしましたら、この減収補塡特例交付金というのは、今まであった制度がそ

のまま交付金として充てられてるということで、今回、その地方の法人の町税が減ったか

らといって、こちらに入っているわけではないということですね。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田財政課長。 

財政課（村田健次課長） 

 はい、おっしゃるとおり、減収補塡特例交付金というのは、そういった住宅ローン減税

とか、そういった形の減税に伴う措置ということでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ありがとうございます。そうしましたら、続きまして、２２ページなんですけども、第

３款の利子割交付金と第４款、配当割交付金、第５款の株式等譲渡所得割交付金なんです

けども、こちらのほうが軒並み昨年に比べてマイナスになっております。恐らくこちらの

ほうは、株式とか銀行の預金状況とかで変わってくるとは思うんですけども、これだけマ

イナスということは、景気動向としたらどういうふうに見られているかというのを教えて
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いただきたいんですけども。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田財政課長。 

財政課（村田健次課長） 

 実際、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金というのは、厳密に言い

ますと本町で試算できるものではございません。ただ、地方財政計画上、このぐらいの伸

びがあるだろう、このぐらいの減収が見込めるだろうということで示された分を、そのま

ま本町の数字に当てはめているという状況で、今年度、減になっているということでご理

解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 その地方財政法のほうで、こういうふうな形でマイナスが来てるということは、やはり

消費税の１０％の増税の影響とか、あとは、これには入ってないんですけども、最近の先

ほども話がありましたけど、コロナウイルスの経済がちょっと悪くなってるというのも試

算すれば、もうちょっと悪くなる可能性も考えておられますでしょうか。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田財政課長。 

財政課（村田健次課長） 

 先ほども税務課長のほうからお話があったかと思います。コロナウイルスの話でという

ことでおっしゃっていただいてるんですけども、実際、世界的に大変な事態が発生してる

ということで、どうなるかということに対しましては、今後、社会情勢等々を注意深く見

ていかざるを得ないのかなというところでございます。よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。そしたら、勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、固定資産税のところでちょっと教えていただきたいんですけど、今年度が

前年度と比べて一応増加しているということなんですけども、忠岡町の傾向として、近年

の傾向として、ずうっと増加傾向なのか、減少傾向にあるのか、横ばいなのか、そこら辺

どういうふうな動向なのかということと、あともう１個、その固定資産税の税収を上げる
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ために、忠岡町のほうでどういう取組というか、今日ここで質問するのがいいんかどうか

なんですけども、それもあるんですけど、やっぱり町の地価が上がってくれないと固定資

産税も上がってこないですし、そこら辺どういうふうにちょっと受け止めてるか。単に増

えました、減りましただけを捉えているのか、町として固定資産税の収入を上げるために

何か対策というか、大きくというかね、方向を何か考えているんであれば、ちょっと教え

ていただきたい。 

税務課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小林税務課長。 

税務課（小林和子課長） 

 固定資産税が、まず１つ目のご質問なんですけれども、近年どういう形で増なのか減な

のかというところでございますが、まず、土地、家屋というものは３年ごとの評価替えと

いう流れの中で決定してまいります。国の標準で出された価格が、果たして本町の何ポイ

ントか、６４ポイント、一応標準で検査するポイントがございますが、それがまさしくそ

の国が定められた七、八ポイントの中で、町でいいますと浜側から山側まで、国がおさめ

たところからプラスどれだけ、マイナスどれだけというものを鑑定するような評価替えを

本町でもさせていただいてるところです。 

 もちろん境界線がございますので、近隣の市さんとあまりにも違うような額を設定する

ことも無理なわけでございます。そういった流れで、不動産鑑定の専門家の方、大阪府の

方、府税事務所の方、市町村の職員等々で固定資産税というのは評価をしていると、そう

いう流れでお考えください。ですので、本町だけを特別に固定資産税を上げたいという気

持ちを持って何か試算できるというものでもないということです。 

 そしたら、どういうふうにしたら税が上がっていくかというと、徴収率を上げる、それ

がまず第一かなと思っております。平成２９年から大阪府域地方税徴収機構というところ

に職員１名出向いたしまして、積もり積もっていたちょっと塩漬けになっていた固定資産

税のほうもうまく回収が進んでおりますので、滞納されてるものもだんだん減ってきてい

るというところにはなっております。 

 お答えがこれでちょっとご満足いただけるかどうかあれなんですが、現状としてはこう

いう回答で考えているところです。お願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ありがとうございます。じゃあ、個別のことは、また今後質問とかさせていただこうと

思います。 
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 あと、固定資産税以外で町のたばこ税なんですけども、増額、増えてますよね、これ。

で、たばこ、もう健康対策ということで吸っていただかないほうがいいんですけども、実

際これだけ増えてるということは、町のほうで例えば健康面での対策といいますか、何か

されてるかというのと、あと実際ね、私個人的ですけども、自分のところでもたばこを販

売してるというのがあるんです。実際見てますとね、やっぱり生活保護世帯の方でもたば

こは切れないというか、買いに来はるんですよね。なので、そこら辺、どう言ったらいい

んですかね、禁煙面もそうですし、ある程度生活保護世帯の方でも、こういう余暇の部分

は切り詰めないというか、そこら辺どういうふうに受け止めておられるかと、その対策を

何か考えておられるんやったら、ちょっと教えていただきたい。 

税務課（小林和子課長） 

 まず、うちのほうから。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい、小林課長。 

税務課（小林和子課長） 

 まず、税収が上がってるというのは、本数はさほど大きく変わっておらないんです。度

重なる増税改正がございましたので、その分が、１本当たりの税額が入ってきてますの

で、令和２年度におきましても若干の伸びを見させていただいてると、そういう流れで

す。本数で申し上げますと、平成２９年度が１，９３５万本、平成３０年度が１，９４０

万本という流れで、若干の伸びはありますけれどもと、こういうふうに見ております。 

 健康面に関しましては、税務課からは回答をちょっと控えさせていただきます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、多分あれですよね、今後また款、項、目、節で進んでいきますよね、各事

業とか、ほかの部署ごとに、多分予算書に沿って進んでいきますよね。だから、その中で

健康面での各部局の事業というか、もしあるんやったらその中でお答えいただいてもいい

です。 

委員長（河野隆子議員） 

 歳出のところでね。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そうですね、歳出のところで。 

委員長（河野隆子議員） 

 いいですか。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい、いいです。 
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委員長（河野隆子議員） 

 では、また細かいことは歳出のほうで聞いていただくということで。 

委員（勝元由佳子議員） 

 細かい費用面は後でも結構です。 

委員長（河野隆子議員） 

 ほかに、歳入についてご質疑ありませんでしょうか。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 さっきのたばこの流れなんですけど、１点だけちょっと要望というか、できたら、たば

こを地下で吸って１時間以内ぐらいは、たばこの臭いが消えるまでエレベーターを使わん

といてほしいんですよ。密封された空間なんで一発で分かるんですよ。あ、この人、たば

こを吸ってきたか吸ってないかと。僕なんか吸わないタイプなんで。僕は別にたばこを減

らせと言うたら変ですけど、たばこを壊滅せよなんか、そんなん思わないですし。ただ、

やっぱりエレベーターのこもったところでたばこの臭いがすると、ああ、ここはたばこを

吸えるところなんだと住民さんに示すことになると思うんですよね、明確な区切りもない

のにですよ。あったら別に僕はええと思うんですよね。だから、そこはそういうような取

決めというか、職員さんに周知徹底していただいて、その辺だけはお願いできないかなと

いうことなんですけど、いかがでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 今、三宅委員のご指摘いただいたところにおきましては、今後そのような形で対策を講

じまして、周知徹底というところでさせていただきたいというふうに思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 お願いします。たばこを吸って体に悪くして、階段で元気になったと思っていただいた

らええかなと思いますので、よろしくお願いします。 

 次なんですが、１５款１項の土地貸付けですね。土地貸付けなんで３６ページですね、

すみません。ササイさんに対する貸付金、坪７３０円が、平成３２年３月までなんで、４

月以降は金額等変わると思うんですけど、その辺はどのようになってますか。 

総務課（南 智樹課長） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 ササイさんとの貸付期間が今月末をもって終了するというふうなところでございます。

今までいろいろと何度か相手さんと協議をする中で、条件面等々、含めていろいろ協議い

たしました。その中で、現在、賃料、坪単価７３０円でございますけども、今後４月以降

については新たな契約にて締結をするという中で、金額面におきましては、現在７３０円

のところを坪単価９５０円というところで合意を得たというところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ちなみに、その９５０円の根拠というのは何なんですか。例えば、この周辺市の土地の

民間のところから平均値を持ってきてやったとか、いろいろあると思うんですけど、それ

はどのような根拠に基づいて９５０円を設定されたんですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 まずは、ササイの隣でありますコベルコ建機というところで、同じように３年前に新た

な契約をもって契約を行ったというところにつきまして、そのときに相手さんの坪単価が

５００円というところで、３年前の新たな契約におきましては８５０円ということで増加

したというところでございます。 

 先ほど来、今回の７３０円から２２０円アップの９５０円というところの根拠につきま

しては、その周辺の路線価等々を専門の方にはじいていただいたというところで、適正な

その額以上であるというところで、２２０円の増額というところで上げていただいたとい

うところで合意を得たというところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その専門家というのは、どういった方なんですか。 

総務課（南 智樹課長） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 不動産会社でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それで、収入としては年間どれぐらいの賃料になっていきますか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 新たな契約をもちましての年間の合計額、金額でございますけども、１，２５４万円と

いうところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、ありがとうございます。 

 あとなんですけど、諸収入等に細かくというか、諸収入というのは載ってないんですけ

ど、前にも一般質問させてもらったんですけど、忠岡町にところどころ空き地というか、

空き地になり得る場所ってところどころありますね。歯抜けみたいな形ですけど。以前に

も一般質問で質問させていただいたのは、その未利用地ですよね。それの活用をお願いし

たいということなんですけど、その辺のことに関してはどのようになってますか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 ご指摘のとおり、昨年１２月の議会におきましても、委員のほうからご質問を頂いたと
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いうところでございます。まず、町の財産というふうなところにおきましては、まずをも

ちまして、普通財産及び行政財産というところの区分に分かれてございまして、まず私ど

も総務課といたしましての管理させていただいてる普通財産というところにつきまして

は、旧の東３丁目の集会所跡地というところになろうかと思います。今、建物がない状態

での空き地状態でございますけども、今後その土地をどのような形で利活用していくのか

というところにつきましては、現在、明確な方向性的なものについては、進捗的にはない

というところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 そのほかのところも含めてないんですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 建設課では町営住宅を管理しているわけでございますけども、本年度も２戸の解体を行

って、空き地が若干増えたような状況になってございます。町営住宅につきましては、今

後のありようも含めまして、まだ現在検討しておりまして、いろいろな用途の使い道も、

都市計画も交えて、その中でも検討してまいりたいと思っておりますので、今現在のとこ

ろ、まだその活用につきましては具体案は出てない状況であります。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 じゃ、しばらく放っておくということなんですね。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 しばらく検討を続けていくということでご理解いただきたいと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 そのめどというのは、いつ頃になるんですか、立ってくるとすると。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 今、都市計画のマスタープランであったりとか、その辺りの研究もやっておりますの
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で、その中でもんでいきたいなというように考えております。つきましては、いついつま

でに結論を出すということは、現在のところまだ考えていない状況であります。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 では、その都市計画の中に入ってくるということでよろしいですね。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 都市計画は様々な検討をしていくわけなんですけども、そうした有効な土地につきまし

ても、例えば公園であったりとか、新たに住宅を建て替えるとか、例えば災害に使える用

地であったりとか、いろんな使い道があると思うんです。その辺をトータル的に検討して

いきたいというふうに考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ですんで、大体そういうめどが見えてこないということですか。いやいや、だから要は

都市計画にも具体的には乗っけへんというわけですよね、今の話でいくと。だから、結局

はとどのつまり、財政が厳しい、厳しいという言葉を常におうむ返しのように言われるの

に当たって、少しでも税収を伸ばしたい、伸ばしたいという言葉をお聞きしてはいるんで

すけど、そういう気持ちがこういったところに感じられないですよね。ちょっとでもしば

らく土地貸しを有期で貸そうかとか、そういうことっていうのはやろうと思えばできると

思うんですよ。別に用途制限を変えずでも。それはどの課にも対してですけどね。なの

に、取組の何か、２年間はこれでもう取りあえず民間の駐車場、こういう会社に駐車場貸

しで貸そうとか、それでちょっとでも収入を得ようというような姿勢が見られへんかった

ら、そういう姿勢が見られないのに、収入がない、税収をちょっとでも上げなあかんけ

ど、どうしたらええか分からんと言われても、何やろうと逆に思うんですよね、僕らとし

ては。僕としてはですよ、すみません。ほかの方はちょっと巻き込んだらあかんかもしれ

ない。そこですよね、僕が言うてるのは。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 幾つか、そうした案も考えて、庁内の会議もやってきておるところでありますけども、
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いずれの案につきましても、まだ全然庁内でもコンセンサスが得られてない状態でありま

すし、例えば民間に貸すというご提案でございますけど、当然ながら検討はしておりま

す。ただ、今、点々とまだお住まいの方もたくさんおられますので、民間にお貸しになっ

て、例えば資材置場等で住環境はどうなるのかなとか、そうした懸念もあるわけなんです

ね。ですから、いろいろな方面を検討しながら進めていきたいというところしか、今現在

のところお答えできない状況であります。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 だから、その進めていきたい、多分、谷野課長以外のところにも関わると思うんですけ

ど、要は進めていきたいと言われても、どうやって進めて具体的に考えていくんですか

と。だって、１２月に質問してから、この回答ですよね、３カ月もあって、昨年の一般質

問で。だから、先が見えないんですよ、結局答えの。もう当面、１年、２年する気はな

く、このまま放っときますという、そういう回答やったら、それもそれで１つの回答やと

思ってるんですよ。ただ、その期間は絶対に財政に関してちょっとでも税収を上げたいと

いうような言葉は言うていただきたくないんです。すみませんけど。それだけです、僕か

ら言いたいことは。その辺についてはどのようにお考えなのかということです。 

委員長（河野隆子議員） 

 ちょっと新たな答弁がないですね。 

委員（三宅良矢議員） 

 また総括のときで結構です。一定の回答を頂けたらなと思いますので、ここで一たん切

らせてもらいます。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員、今の質問はいいですか。 

委員（三宅良矢議員） 

 もう結構です。以上です。 

委員（和田善臣議員） 

 よろしいですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい、和田委員。 

委員（和田善臣議員） 

 今の町営住宅の件なんですけども、今、稼働率と言うたらおかしいけども、貸してる軒

数ですね、何十軒分のなにが使っているか分かりますか。 
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委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 現在、管理している戸数が４３戸、２戸解体しましたので、４１戸と、３月末でという

形になります。入居されてるのが２５軒で、空き家が１６軒という状況になっておりま

す。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 そこの、改めて聞くんですが、底地は全部町有地でしょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 町営住宅は３カ所ございまして、いわゆる西団地というところですね。ローソンの奥側

にあるところですけども、そこのおおむね半分近くですかね、は国有地になっておりま

す。それ以外は忠岡町有地ということになっております。 

委員（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 本件に関しては、今、三宅委員がちっちゃに区切ってでも駐車場を民間に貸したらどう

やという意見があるんですが、経済動向を見てね、これから土地はどうなるか、忠岡の土

地はどうなっていくのか、上がるんか下がるんか、これはちょっと難しいですよね。恐ら

く横ばいか、徐々に下がっていくかという傾向にあると思うんです。その部分で例えば開

発するのは、非常に決断するのは難しい。今、離してええものか、民間に売ってええもの

か貸してええものか。で、これを例えば今、貸しているところが２５軒で、空き家が１６

軒、これが逆転してくるような事態、いわゆる空き家のほうがはるかに増えてきた。そう

いった場合は、例えば大体の借家というか賃貸住宅を提供して、皆空き地にしてもらう

と。そういうことであれば、かなり町にとってプラスになると思うんですが、今、谷野課

長が答弁されたように、細々とやっていったら、それは近所の騒音になって、うるさいと

か、またかえって逆効果になる。 

 また、その借り手があるかどうか、これも難しいんですよ。いわゆる箱物を建ててね、
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今、箱物を忠岡で建てたらほんとに危険な状態やと思います。それも起債か借金をこしら

えて。一番簡単なのは、今、町のほうで特に目立つのは、南海本線から下のほうはね、空

き家が出たら青空の駐車場というかな、そういう形でやってるところが多いですよね。と

いうのは、もう持ってはる人も、もっちゃくしてるんやと思うんです。持ってるだけやっ

たら税金を毎年何ぼ、かなりの金額を払わなあかん。その持ってる方については、非常に

苦慮しているのは分かります。で、忠岡町は全部市街化区域なんでね、農業用地、それも

やっぱりかなり高いですよね。ですから、その辺のところを、今、不動産というんか、こ

れについては忠岡町の町の不動産ですけれども、この処分についてはやっぱり何年か計画

を立ててやっていく必要があると思います。 

 以上です。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁よろしいですか。 

委員（和田善臣議員） 

 ちょっと簡単に。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁は。 

委員（和田善臣議員） 

 例えば、計画的に考えていくとかね。 

委員長（河野隆子議員） 

 計画的に考えていただきたいということですね。谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 私も、議員先生皆さんと同じような感覚を当初持っておりまして、この状態を少しでも

改善させていきたいというところで検討してまいりました。公営住宅法というのがありま

して、今も公営住宅用地でありますので、処分できないんですね。けど、一定努力をすれ

ば、部分的に用途廃止とかできるということが分かってまいりまして、一番当初考えてた

のは、個別に例えば処分をしながら、今ある住宅地を解体ですね。解体をしていく費用に

充てていこうとかいう思いもあったんですけども、ここ近年、災害激甚化というところが

ありまして、忠岡町もほかにまとまった用地がないんですね。それを小割りにして売って

もいいのかという話もありまして、例えば大規模な災害があったときに、仮設住宅を建て

る用地がどこにあるのかと考えると、幾つもないということになってくるんですね。 

 それと、例えば公園用地であったりとか、その他また将来どんな町の事業に係る用地が

必要になるか、そういったところも十二分に検討しないと、単に財政が厳しいからちょっ

と処分していこうかとかいうところではうまくいかないのかなというように今ちょっと考

えてまして、少しまちづくりの中でも検討させていただきたいなというのが正直な気持ち

でございます。 
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委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 先ほど申し上げたように、使用している家屋、需要でね、使用してない家屋、これがは

るかに逆転してね、使用してるところが明らかに少数になった場合、移転していただくと

いうことを考えるのも１つの方策ですよね。で、その広くなったところやったら、いろい

ろ使いようが考えられると思うんですよ。今、ぽつんぽつんとこんなんやったら、いわゆ

る小さい１戸のところやったら、あれは５０坪ないですかね。駐車場にしても意味ないし

ね。恐らくあの辺で借り手はあまりないでしょう。そういうこともあって、これについて

はやっぱり計画的に考えといてほしいんです。あまりにも住んでる家が少なくなった場

合、その場合はどうするかというのをはっきり決めておく必要があると思うんですけど

ね。もう答弁は結構です。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、まだ何点かあるんですけども、共益的な使用料のところなんですけど、予

算書の２７ページで、文化会館、テニスコート、ふれあいホール、これ使用料があるんで

すけれども、意外に文化会館の使用料が格段に少なくて、新浜のテニスコート、ちょっと

へんぴなところにあるのがぐんと高いんですよね。ふれあいホールも、まあまあそこそこ

なのかどうなのかなんですけど、まずこのふれあいホールの稼働率を教えていただきたい

んです。どのぐらい使われているか。年に何回とか、その程度を教えていただきたい。 

教育部（立花武彦部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 立花部長。 

教育部（立花武彦部長） 

 ふれあいホールの件数ですけども、３０年度が７３件。稼働率ですけども、時間数で割

りますと、稼働率につきましては８．６％でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ８．６％、かなり稼働率、悪いと思うんです。こんなんね、収入は微々たるものですけ

ど、それはやっぱり住民の住民福祉の面でも使っていただいたほうがいいですし、そこら

辺もうちょっと何か使ってもらえる工夫というか、文化会館もそうなんですけど、全体的

にこの町の施設、住民向けの施設を何かもっと使っていただくということでは、どういう
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ふうに考えておられるんですか。 

教育部（立花武彦部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 立花教育部長。 

教育部（立花武彦部長） 

 文化会館につきましては、生涯学習、生涯スポーツの観点から、クラブ活動の方が無料

で使っていただいています。一般の方につきましては、勉強会という形で使ってもらって

いるのみとなっております。ふれあいホールにつきましては、客席が最大２００名という

形で、いうたら中途半端な形になってるんかなと思ってます。いろんな形で一般の方に利

用していただきたいと思ってるんですけども、いろんな有名人の方を呼んできていただい

て、その報酬を払って、使用料を取ったとしても収益が上がらないという形になって、使

用がされてないのかなとは考えております。ふれあいホールにつきましては町のほうの行

事のほうでも使っておりますので、その分の兼ね合いもあるのかなとは考えております。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 これ、今後の要望なんですけどもね、私は結構コンサートとか好きやから、聞きに行っ

たりするんですよね。クラシックとかね。で、たしか泉南市やったと思いますけど、あそ

こたしか指定管理者か何かにしてて、もう普通にクラシックのコンサートとかやってはる

んですよ。シンフォニーホールみたいな感じでね。あんなところまでわざわざ聞きに行く

ぐらいやったら、忠岡町で、近いから聞きたいですよね。別に町民さんに限らず、近隣か

らでも通ってもらえたほうが収入にもなりますし、住民の文化度も上がるし、いいと思う

んで、そこら辺は今後の検討として、やっぱりこれだけホールがあるんであれば有効に使

っていただきたいですし、収入の面ではそんなにプラスにならないかもしれないですけど

も、やっぱり教育的、文化的という側面からでももっとそういう有効利用というんです

ね、コンサートにしろ芸能の分野にしろいろいろ催し物は企画していただきたいとは思い

ます。これは要望です。で、答弁は結構です。 

 あと収入のところ、歳入のところで質問なんですけど、４０ページ、これは行政財産の

ところで諸収入なんですけど、ＡＴＭのコーナー等使用料、これは前から私、総務課には

言わしてもらっていて、もうご存じやと思いますけどね。町の役場施設の一部の土地を使

わせている部分ありますよね。自販機とかＡＴＭのところ。自販機とかの収入がここのＡ

ＴＭコーナー等使用料に入ってきてるんですけど、たしか自販機の部分に関してはもう免

除されてましたよね。あれね、私も何年も前から調べさせてもらってますけれどもね。町

のほうが融通してあげて、許可申請書まで作ってあげて、便宜図ってあげて、ただに勝手
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にしてあげてるんですよ。で、何の根拠もなければ、はっきり言って地縁・血縁を利用し

て「おたくとこ、ただにしてあげるわ」という感じで、ただにしてあげてるんでね。これ

はちゃんと、今までの分、遡ってもし取れるんやったら、ちゃんと行政財産の管理の部分

で、土地の占用料というか、ちゃんと一定、収入は取ってもらいたい。 

 というのは、ＡＴＭを設置されている銀行さんのところは、ちゃんと毎月使用料を取っ

てるんですよ。だけど、自販機とか地縁のある方については取っていない。で、別に何に

も、行政財産の使用、許可関係の規定を見ても全然何も規定にも当てはまってもないのに

勝手にただにしてあげるというのは、やっぱりそれはおかしな話で、取るんやったら取る

でちゃんと取ってほしい。歳入としてちゃんと収入は取ってもらいたい。 

 で、一応確認ですけど、この８２万４，０００円の中に、今言ってる自販機の分の行政

財産の使用料、入ってないですよね。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南総務課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 自販機の使用料については含んでいないというところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それはもう前からずっと言ってることなので、ちゃんと取るものは取る。で、規定にな

いようなそんな減免するということは勝手にしないで、ちゃんと取っていただきたい。そ

れはお願いします。取っていただけますかね。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南総務課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 今、勝元委員ご指摘の自販機の設置における行政財産の使用料というところにつきまし

ては、徴収していないという状況でございます。この自販機設置から、平成１０年ですか

ね、というところから、設置から２０年というふうなところで、当時の設置する段階にお

いての相手さんとの何らかの協議等というところが何かあったのかなというところで思い

ます。なので、そのような経緯ですね。どのような経緯があって、どのようなところで今

現状に至っているのかというところで、現在、検証等を行っているというところでござい

ます。つきましては、ご指摘のとおり、条例等の規定があるというところでございますの
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で、その規定に沿った形で今後対応していけたらなというところで、引き続きそのような

形での検討というんですか調査というんですかね、そういうところを含めてやっていくと

いうところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 これは今に始まった話じゃなくて、私、これ何年も前から言うてる話やからね、そこは

検討してまいりますじゃなくて、しかもこれ、法的根拠のあるものでね、取るか取らない

かってはっきりしてるんですよ。逆に取らないというほうが、私も全部調べてますけど、

取らない理由がないんですよね。だからそこは検討してまいりますとかじゃなくて、取っ

てくださいというところで、お願いというかね、言うておきます。 

 これもそうですけど、やっぱり忠岡町の行政財産の管理、特に歳入を取るという部分に

ついては、恐らく今までなあなあでやってきたところが多いと思います。実際、私自身も

今役場の職員の方と行政財産云々のところでもめたりもしてますし、実際そういうのを経

験してみて、あっ、その地縁、血縁のある人には優遇したりとか、それこそまけたるわと

か、そういう法的根拠も全く何もなく歳入取らないとか、そういうことをしてきてるわけ

ですよね。そこはもう、今南課長ね、過去からの経緯があって云々っておっしゃってるけ

ど、こんなん経緯も何もある話じゃないんです。もう規定どおりに決まってることやか

ら、取るか取らないか、取らないというのはちゃんと基準も決まってるし、そこら辺をき

っちり、自治体だったらちゃんとしていただきたい。 

 で、自販機に関して言うと、大体よその自治体はどこも入札してます。してるし、大体

１平方当たり幾らという、土地を占有してるわけですから、その土地代といいますかね、

それはきっちりみんなどこでも取ってるわけですよ。だから一応、忠岡町ではそういう土

地の占有に関して価格を定めた規定がないので、それを早く作ってもらうというのと、そ

れを定めて早く徴収してもらう。今、価格を定めてませんけど、実際ＡＴＭを設置してる

金融機関についてはちゃんと取ってるわけですよね。だから、そこは公平というところ

で、歳入、取り漏れのないようにきちんとやっていただきたいです。 

 でないと、これ、変な話、私はもう余力がないからしてませんけど、多分監査請求して

住民訴訟したら絶対忠岡町側、負けますよ。法的根拠、何もないからです。取れって絶対

言われますよ。だからそこは、もうそんな住民側から一々監査請求されたりとか、そんな

法的措置とられるようなことまでしなくても、町側がやっぱり今までやってることを間違

えてましたと、ちゃんとしますということで、取るものはちゃんと取っていただきたいで

す。 
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 答弁はいいです。多分検討しますでしょうから。 

委員長（河野隆子議員） 

 いいですか。 

 そしたら他に質疑ありますか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 昨年の１０月から消費税が増税されまして、それに伴って幼児教育の無償化が始まりま

した。その財源は消費税の増税分を充てるということで、無償化になったわけなんですけ

ども、予算書の２４ページなんですけど、地方特例交付金の中で、昨年まであった子ど

も・子育て支援臨時交付金、これがなくなっています。来年度の国の予算では無償化の財

源規模が約８，０００億ぐらい取られているらしいんですけど、そのうち３，４００億が

国の負担で、残りの５，０００万ちょっとが地方の負担となっています。去年まではその

地方負担分も国が補助金で、先ほどの交付金で手当てをしていたんですけども、今年度か

らその財源が地方の消費税で賄えることになってるみたいなんですね。それについて、今

回、昨年で３億３，８００万円、この分が交付金がマイナスということなんですけども、

まずこの３，８００万円がどこに充てられたかというのが、もし分かれば教えていただき

たいと思います。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二重課長。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 昨年のこの子ども・子育て支援臨時交付金と申しますのは、今議員おっしゃられたとお

り、幼児教育の無償化に充てるという、それのための財源であると、制度が始まって、ま

だ消費税のほうが実際に入ってこないという部分があるので、地方の負担が大きいという

ところで、この臨時交付金が創設されておりますので、この交付金につきましては当然な

がら幼児教育の無償化の財源という形になっておるということで理解しております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 それで、今年度から予算がなくなってるんですけども、先ほどの説明にあった消費税の

増税が財源となっているということなので、恐らく予算的には前のページの２３ページの

地方消費税交付金、こちらのほうで昨年度、３，０００万ほど予算が上がっております。

これは幼児教育の無償化の分が充てられたわけではなく、その分もあるかもしれませんけ

ど、やはり消費税が昨年８％から１０％になったということで、半年ですけども、その半

年分がさらに追加して財源が割り当てられていると思います。 
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 これ、この消費税交付金というのは資料のほうの７ページですね。７ページのほうで地

方消費税交付金の社会保障財源化分ということで、こちらの増税分に関しては、消費税増

税分はこちらの社会保障に使わないといけないということで、それを明確にしないといけ

ないということを義務付けられています。その中で、この３，８００万円という金額が中

に紛れてしまうと、実際子ども・子育てにどれだけ使われたかというのが分からないまま

中に入っている感じがありますので、この割当ての率というのはもうちょっと子ども関係

については増やすことはできなかったんでしょうか。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 こちら、７ページで社会保障財源化分ということでお示しをさせていただいておりま

す。あくまでもこの社会保障に充てるんだということで予算上割り振りをさせていただい

ております。この分が一部分について無償化のみに充てるというわけではなくて、あくま

でも国の通知で社会保障全般に充てるんだということを明確化するようにということで通

知が来ておりますので、我々のほうとしてはこういうような形で予算上、地方交付税交付

金が３億６，６００万円ありますよと。その部分の一部が社会保障財源化分だということ

で割り振って充てさせていただいているということでご理解をいただきたいというふうに

考えております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら昨年、子ども・子育て支援臨時交付金で３，８００万頂いていた分がほ

かの財源で充てられたり、あと国の補助金交付金とかで充てられているということはない

ですかね。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 今年、３，８００万円ということで減額されておりますけれども、去年の段階では消費

税が半年分しかないんで、地方負担を軽減するためにということで、臨時的にということ

でございます。ただ、幼児教育無償化につきましては、交付税の措置も当然今年度から算

入されるということで、こちら当初予算のほうにちょっと説明を入れさせてはいただいて
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いるかと思いますけれども、そういったものでも地方負担分ということでは算入されてい

るというふうには認識しておるというところでございます。ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そういうご答弁ですけど、多分昨年もおっしゃってると思うんですけども、この消費税

交付金なんですけど、社会保障財源分ということで、本来であれば今までの福祉があった

分に上積みして、福祉をしないといけないということで予算の付け替えということを多分

毎年言われてると思うんですけども、これにプラスして、今までの忠岡町の施策に、今回

もされているとは思うんですけども、例えば子ども医療手当の上限を高校まで持っていく

とか、そういう財源には本来では充てるべきではないかなと思うんですけども、その辺の

お考えはいかがでしょうか。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 いろいろな、この中の社会福祉とか社会保険とか保健衛生の部分で消費税を充てさせて

いただいているというところでございます。本町の場合は当然こういった消費税の社会保

障の財源確保以上の事業を行っておるというふうに、我々のほうとしては認識しておると

いうところでございます。よろしくお願いいたします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。ちょっとまた質問を変えたいと思います。 

 その続きの２４ページの地方交付税なんですけども、先ほども当初の概略の説明であり

ましたとおり、国では２．５％増減したということでしたけども、忠岡町では前年比と変

わらずということをおっしゃられたと思います。説明の中でもありましたとおり、プラス

要因としては先ほどもおっしゃっていた幼児教育の無償化の経費が交付税算入されるとい

うのがあったんですけど、昨年、障がい児の密度補正がかなり多く入ってこられたという
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こともあったんですけども、そのプライマイナス、特にマイナスの部分はどれぐらい見て

いらっしゃいますでしょうか。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 国の部分につきましては、この障がい児保育の密度補正という部分で見直しが入ると、

算定式の見直しが入るというふうに地方財政計画上示されております。我々のほうとして

は一体幾ら下がるのというところが一番興味のあるところで、きちっと算定でき得るよう

な資料が出ておるのであればもうちょっと明確にプラスマイナスをお示しできるだろうと

いうふうには考えておるんですけれども、少なくともちょっと今の段階では幾ら下がるの

かというのが分からないと。ただ、かなり大きな１億円ぐらいのプラスが、これにより基

準財政需要額が上がっておりますので、ちょっと見直しするということであれば、かなり

の影響額があるというふうには考えておりますので、あくまでも予算の算定時期、算定の

算入の段階でございますので、こういった形で計上させていただいているということでご

理解いただきたいというふうに考えております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら今予算の当然この時期なので、算定はなかなかできないとは思うんです

けども、多分予算が決定する７月以降ですね、もしそういう追加予算で入ってくるようで

あれば、何らかの施策とか打っていただきたいと思います。 

 その中で、もう１個、地方交付税の中なんですけども、地方財政法の中で、財政計画の

中で今回、新しく地域社会再生事業費というのが新設されています。これの目的というの

は、地域社会の持続可能性を確保するため、地域の税収の偏在を是正するために配られる

事業費ということをお伺いしております。このお金なんですけども、新たに新設されると

いうことなので、これも交付税措置、交付税の中に入ってくるとは思うんですけども、こ

れの、まだこれも見込みはどれぐらいあるかって、なかなか難しいとは思うんですけど

も、計算方法、こういう計算式もございますが、大体どれぐらいの予算で入ってくるとお

見受けでしょうか。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 すみません、確かに地方の偏在是正ということで、今回、法人町民税が地方法人税とい

う形で税率が吸い上げられていきますと。交付税が要らない裕福な不交付団体というもの

がございます。そういったところが、吸い上げられた分は丸々国の財源となっていくとい

う状況でございます。その財源が、国が独自財源という形になりますので、そういった新

規事業という形のものが打ち出されてきているということでは認識いたしております。 

 具体的にそれが実際、忠岡町にどれほどのプラスが与えられるのか、実際こういった事

業をしなさいよということでどれほど算入されるのかというのは、現時点においては実際

にはちょっと算定しづらい状況だということで、我々、現状どおりという形で算定させて

いただいているということでご理解いただきたいというふうに考えております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 それも算定が今年度、また７月ぐらいになると思うんですけども、またそういったとき

に、できましたら住民福祉のためのサービス向上のために使っていただきたいと思いま

す。 

 続きまして、会計年度任用職員の財源なんですけども、これも昨年の１２月の定例会の

中で、さきに予算措置をされてると思うんですけども、これの財源、恐らく国が保障して

くれると思うんですけども、どれぐらいの補助率で計算していますでしょうか。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 会計年度任用職員につきましては、期末手当等々が町の新たな負担という形になってこ

ようかと思います。そういったものが地方交付税措置されるということで、今回、プラス

マイナスゼロで前年度と変わらずという形で予算は計上させていただいております。た

だ、項目自体は先ほどもいろいろな項目ございまして、プラス要因は多うございます。

我々も実際どのぐらいプラスになるんやろうというのは思っております。ただ、大きな部

分としてマイナス要素があまりにも大きいので、強含みの予算算入ということは、交付税

を算入する上ではちょっと自治体としてはなかなか難しいところでございますので、この
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ままという形でさせていただいています。個々に何ぼ増えるかというのは、現時点ではき

ちっとした数字というのはちょっとお答えはしづらい状況でございますので、ご理解のほ

どお願いしたいと思っております。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ２５ページの総務費負担金で、本年度から下水道事業会計負担金が１００万円発生して

いるんですが、これ、何でなんでしょうか。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 今年度、令和２年度から下水道のほうが企業会計化されます。で、企業会計化されたと

きに、向こうは企業さんになりますので、消費税とかのお支払いをせなあかんという状況

になっています。そういった場合にそういった、今回予算を組み替えておりますけれど

も、そういった予算を組み替えられることによって節税措置があるということで担当課の

ほうから聞いておりますので、そういった状況で我々のほうが、基本的には中身的には繰

り出しみたいな形になるんですけれども、そういった項目での出資という形をとらしてい

ただいてるということでご理解いただきたいというふうに考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 もうちょっと分かりやすく説明いただきたい。今ちょっとよう分からんかったです。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 下水道事業会計の負担金につきましては、先ほど財政課長のほうから、この４月から企

業会計へ移行するというふうなところでございます。これにつきましては、このシビック

センターの維持管理に係る経費を負担金としていただくというところでございますので、
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この４月から新たに事業会計というところへ移行しましたので、この令和２年度より負担

金として徴収をさせていただくというものでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 つまり庁舎使用料ということですね。一言で。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 そうですね。維持管理にかかる経費というふうなところでご理解いただけたらなと思い

ます。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、３１ページの国庫支出金から来ている項目で１つ、中長期在留者住居地届

出等事務委託ってあるんですけど、これ、どういうような事務になるんですか。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 これは外国人登録の出入国業務に係る国からの交付金になっております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 分かりました。またあと、細かいことは聞きます。すみません。 

 もう１点、３０ページの確認なんですけど、プレミアム付き商品券の事業費と事務費の
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補助金とあるんですけど、これって、いわば最後まで終わらす、一応３月末であれって終

わりですよね。プレミアム商品券って。その後の最終的な事務までの補助金ということで

いいんですかね、捉え方として。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 そうですね。一応３月３１日まで商品券は使用できるんですけども、事業者に対して換

金業務が残っておりますので、その分の補助事業費ということになります。 

委員（三宅良矢議員） 

 分かりました。ありがとうございます。結構です。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ございませんか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ２６ページなんですけども、使用料及び手数料ということで、７目の土木使用料の中に

道路占有料というのが上がっております。これはいろいろ、主に電柱の土地代とかそうい

う使用料をいただいてるとは思うんですけども、忠岡町は他市に比べて占有料の貸してる

単価というのはどんな感じなんでしょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 この土木使用料につきましては、和泉市から泉大津市、忠岡町ですね、この３市で大体

今のところ足並みがそろっている状況であります。ただし、この占用料といいますのが、

国が事業者に対して、占用物件を造る際に単価を決めておりまして、それが一定、自治体

が占用料を設定する際の基準になっているんですけれども、それがかなり下がっておりま

して、本町も電気、ガス事業者から見直しをしてくれんかということでずっと言われてい

るわけなんですけれども、この泉北の本町の周辺とできるだけ足並みをそろえて、周りが

全て変わるんだったら本町の足並みをそろえて変えようかなというところで、今のところ

は少し高い設定の占用料を頂いているような状況でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。できましたらこれも町の大事な財産なので、この地域も含めて値上げし

ていただくように要請していただきたいと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁よろしいですか。はい。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な   し） 

委員長（河野隆子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これで一般会計予算の歳入の審査を終結いたします。 

 

委員長（河野隆子議員） 

 次に、一般会計予算の歳出の審査に入りますが、担当部署でない職員さんは退出してい

ただいて結構です。 

 

委員長（河野隆子議員） 

 それでは、議会費、総務費の担当課以外の方は退席していただきました。 

 次に、４５ページから７７ページまでの第１款 議会費、及び第２款 総務費につきま

して、担当課より説明を求めます。 

（阿児事務局長・各担当課長：説明） 

委員長（河野隆子議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 お昼ですので、ここで休憩し、１３時から再開いたします。１３時まで暫時休憩をいた

します。 

（「午後０時００分」休憩） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後１時００分」再開） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 ご質疑をお受けいたします。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 
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 すみません、では議会費から。議会費のところで２点お聞きしたいんですけど、お聞き

というか要望ですよね。４６ページの役務費の筆耕翻訳費、議会の議事録の作成を委託し

てる分だと思うんですけど、文字起こし、これ、もう既に議会事務局の職員さんにも資料

とかをお渡しして、ちょっとお話しさせてもろうてるんですけど、今、普通にスマホのア

プリとかで、ＵＤトークとか言って、しゃべったら、今、私もこうやってしゃべってるの

が、もう即文字にバーッと文字起こししてくれる機能を持ってるのとかあるんですよね。

そういうのをうまいこと使っていって、今後この文字起こしの部分のお金、１６１万です

か、１００万円以上お金かけてるんで、ここは削減できる部分は削減していってもらいた

いということなんですけど、今後どうですかね、取組的にはできそうな感じですか。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 阿児局長。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 事務局といたしましても、安いにこしたことはないということでございますので、今

後、その辺をメリット、デメリットを調査、研究しながら考えていきたいと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 完全に全部きれいに文字起こししてくれるわけではないので、多分録音と、あと質問す

る側の議員から、もし読み原があるんやったら、補助しながらとかでも、ちょっとできる

だけここは検討してもらいたいということと。あとタクシーの借り上げ代なんですけど、

これ、市内に行くときとかでもタクシーとかを使ってるんですけど、これはもう私は基本

的に公共交通機関を使うべきやと思ってるんで、今後なくしたほうがいいと思うんですけ

ど、どうですか。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 阿児局長。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 これは公用車の在り方と思うんですけども、現在のところ、各市町村とも公用車を利用

してる状況でございまして、本町におきましては、２３年から現在の形をとっておりま

す。それで、２３年から今までといきますと、公用車の本体価格で考えますと、半額以上

節約できてるかなとは考えております。今後、公用車の在り方について協議していければ

と思いますけども、今のところ近隣等を比較してみましても、公用車をどうのこうのとい
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うのは、今後協議するところかなと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 忠岡町は、よく近隣を見渡してとおっしゃるんですけどね、近隣と横並びでいいものも

あれば、みんながやれへんから、ずっとやれへんねんみたいなのもあったりするし、この

辺の公用車の在り方というのは結構自治体でも見直しって入ってるし、無駄な部分が結構

多いんですよね。やっぱり基本的に公共交通機関を使えないような体調というか、そうい

う方は公職に堪えられないんじゃないかというのは普通に住民感覚からして当たり前の部

分やと思うんで、今後そこはね、全庁的に、議会に限らずですけど、車を使う使わないと

いうところはね、基本的には公共交通機関を使って移動するというふうにして変えていっ

てもらいたいと思います。 

 あと、４９ページの、これもちょっと公用車のところになるんですけど、燃料費とか車

検とかもろもろ需用費のところ、多分これは公用車の維持管理の部分になってくると思う

んですけどね。一応先日、総務課のほうで確認させていただいたら、町の公用車２０台ほ

どありますということで、この事務報告書の１０ページに忠岡町の保有している公用車を

書いてるんです。全部が全部いわゆる人を乗せる乗合というんかな、乗用の公用車じゃな

いですよということをお聞きしたんですけれども、それでもやっぱり、どう言ったらいい

んかな、使用頻度とか、あと貨物ね、いわゆるトラックの部分とか、複数の部署で持って

て、使用頻度があまりないんやったら、もう統一していって共有していくとか、できるだ

けこういう無駄のところは省いてもらいたい。 

 ここの１０ページには書いてないんですけど、どれか一部がたしか青パトの車やったと

思うんですね。教育委員会のやつやったかな。それもお聞きしてたら、結局子どもさんの

登下校の時間帯しか使ってないみたいなんで、それやったら日中空いてるやんということ

で、全然職員さんに使ってもらえるんで、そこら辺はうまいこと利用して、全部の部署が

持つとか、そういう無駄なことはせずに、うまいこと予約を取るとか、複数部署で使える

ものは使って、うまいこと効率良く公用車を使ってもらって、無駄のないようにね、でき

るだけ保有台数を減らして維持管理費を減らしていっていただきたいと思うんですけど、

この辺どうですかね。一応何か、あまりしませんという感じでは聞いてますけど。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南総務課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 今、勝元委員のご指摘の事務報告書の中で、一応１０ページにおきましては公用車の管
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理状況というところで掲載させていただいてるところでございます。この中では、台数的

には１９台ということになるのかなと思うんですが、その中でも、ご指摘のあったように

青パト、もしくはトラックというようなところの分を含んでおるというところでございま

す。だから、本来、職員が利用しているというような形の公用車につきましては、全庁的

に町としては七、八台あるのかなというところで思います。 

 今、お話の中で、要は共有してというふうなところ、シェアしてというようなところの

お話かと思うんですけども、いわゆる日常的に毎日全ての利用可能な公用車が全て出払う

というところの状況はないのかなというふうには考えるところではあるんですが、今現

在、やはり所有していない課が使用するというところにおいても、所有してる課のほうに

声をかけて、空いてるかどうかというところの状況を確認した上でお借りしたりというと

ころのシェアというところの部分は、その部分につきましては現在そのような形で運用を

させていただいているというところでございますので、よろしくお願いをいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それは多分今後の課題になってくると思うんで、今すぐ減らしてくれと言うつもりも私

もないんです。ただ、やっぱり今まで私もね、この公用車の台帳ですか、見せてもらった

こともあるし、実際一番というか、使用頻度の多そうな部署の方にもお話を聞いてますけ

ど、やっぱりそれでもそんなに１日、毎日ずうっと公用車出ずっぱりで、同時に複数台出

払ってる状況ってないと思うんです。なので、そこら辺は見直しをかけていってもらっ

て、それこそ荷物を運ぶとか、よっぽどでなかったら、忠岡町なんて狭いから自転車でも

いいわけですよね、業務内容によったら。そこは何が何でも公用車を持っとかなあかんね

んというか、持ってる部署は、それはくれと言いますわね、要求してくると思いますけど

も、そこは財政部局なりが一定ね、要るか要らんかとか、切り詰めるというところでね、

無駄なところは削っていってもらいたいということで、今後検討をお願いします。 

 次に、同じ４９ページの役務費のところの郵便料です。これも前からずっと言ってる切

手の取扱いで、予算書と決算書に上がってくるのって、たしか役場のほうがまとめて購入

した部分しか上がってきてませんよね。実際、役場の職員さんが使った、その実際の出入

りというのは出てこないわけですよね。私らも見られないし。で、前も一般質問で言わせ

てもらいましたけど、やっぱり実際の職員の切手の使い状況、これも一応財産というか、

お金に代わるものなので、横領も含めてですけど、やっぱりきっちりチェックはしてもら

いたい。で、少なくとも、こういう決算、予算のとき、決算のときに資料を要望すれば出

していただけると。今年度は入りが何ぼで、出が何ぼでした、これだけ使いましたという

のが、きっちり残で、何枚残ってますとか、何円分残ってますというのをきっちり出るよ

うにはしておいてもらいたいというのと、管理もきっちりしておいてもらいたいというと
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ころで、前に６月でしたっけ、私、たしか一般質問させてもらったんですけど、その後、

監査委員のチェックを受けてるとか、改善はもうされてるんですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南総務課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 郵便料の管理徹底につきましては、委員ご指摘のとおり、一般質問等々頂いたというと

ころで、全庁的に郵便に係る切手代の管理におきましては、管理簿をつけて徹底して管理

を行っておるという状況でございます。 

 その中で、監査につきましては、その切手購入代というようなところの命令書におきま

しても、毎月、監査委員に対して見ていただいておるというところでございますので、そ

れに関しては、そこだけ特定だけのご指摘等々については、現在はないというところでご

ざいます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 もうこれは前に質問したとおりの内容なんで、きちんとチェックはしていってください

というところで、お願いで終わっときます。 

 あと、すみません、５３ページの公会計の部分なんです。委託料のその他委託の財務書

類作成支援業務委託料９２万４，０００円、ここの部分ね、公会計システムというか公会

計を取り入れるに当たって、職員さんが慣れてない部分を会計事務所さんのほうにアドバ

イス、支援を願ってるというところで聞いてます。で、今後のその自立するめどなんで

す。ずうっとこのまま専門家さんに頼って依存型でいくのか、それとも今後いついつ頃に

は、できれば町職員で自立していきたい。今は頼ってるけれども、依存の度合いを減らし

て、いついつ頃には自立したいとか、そういうめどがあるんやったら教えてください。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 公会計なんでございますけれども、現在、我々では知識が不足する部分等々ございます

んで、専門家さんのご意見を進めながら作成しておるところでございます。で、今後のお

話なんでございますけれども、我々職員がやっておりますので、当然その職員がやる部分

を増やしていって、少しでも職員のスキルアップを望んでいきたいというふうには考えて
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おります。ただ、全面的にこれがゼロになるのかというと、やっぱり出来上がったものを

専門家さんの目でチェックをしていただきたい。また、チェックをしていただく場という

のは、やっぱり保っていきたいというふうには考えております。 

 それと、スキルが上がってきたと、ここ何年かやって上がってきたということであって

も、やはりどうしても人事異動等々がございますんで、なかなかそういったものを継続し

ていこうということであれば、完全にゼロというのはなかなか今の現状としてはしんどい

状況かなというふうには考えております。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今、村田課長がおっしゃったみたいに人事異動もありますしね、全て全部職員で自立で

きるとは思ってないです。例えば、今後ですけど、そういう会計の専門職の職員を雇おう

かなみたいな、そういう計画とか何かそういう予定とかはあるんですか。もう全くない

か、ちょっと考えてるかとか、教えてほしいんですけど。 

 すみません、質問が悪いか。例えば大阪府とかでも、簿記の資格を持ってる人とか採用

したりとかしてると思うんですけど、そういうそっちの会計方面の、専門とまではいかな

いですけど、一般の事務職とは違う、こういう会計の知識のある人を採ろうかなとか、採

用を考えているかどうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定秘書人事課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 ご質問の件です。会計、簿記等に限らず、各種専門的なスキルの必要な職というのが増

えております。それぞれの職において必要性を精査してというところが答えになるんです

が、会計につきましては、簿記を持ってる職員もおりますので、そういったところも活用

しながらというふうに考えているところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今もう既に簿記とかの、そういう資格というか知識を持ってる職員さんがいてて、その

会計なり財政課なりにおられるということですか。ではないんですか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 
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 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 現在はおりません。配置しておりません。配置できておりません。簿記の資格を持って

る職員はおりますが、ほかの部署に配置しているということです。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい、分かりました。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

委員（勝元由佳子議員） 

 いいです、はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ４６ページの議会費ですけども、こちらの１０節の需用費なんですけども、まず図書の

購入費ということで、昨年とほぼ同等の予算を上げていただいてるんですけども、今回、

昨年の５月から新しい議員も、私もそうなんですけども、入りまして、なかなか議会のこ

ととか町の行政のこととかって勉強する機会というのが、素人の方も結構おられますの

で、やはりその勉強する場所としていろんな書籍を読むなりとかしないといけないと思い

ます。 

 その中で、やはり議会事務局のほうにいろんな知識を得られる図書があれば、もっと増

えれば勉強にもなりますし、いろんなことにも、行政に対してももっとこうすればいいと

言えると思うんですけども、この辺の購入費の増額というのは考えておられるでしょう

か。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 阿児局長。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 現在取っている金額はこういう形でございますが、議員間のほうでこういう図書が必要

やということでご協議いただいて、事務局のほうにご連絡いただけましたら、議長と相談

して、また理事者のほうに要求していけるかなと考えております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 
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委員（二家本英生議員） 

 ぜひそういう機会を作っていただきたく思いますし、また、議員の皆様にももっと勉強

していただきたいというのはありますので、もっと図書の購入が増えるような形にしてい

きたいと思ってます。 

 あともう１点ですけども、その中で国のほうから来る官報というものがあるんですけど

も、なかなかこの官報って、いろんな情報が入ってまして、新しい最新情報が入ってくる

と思うんですけども、議会事務局、あとは町に対して約１通ずつ送られてくるとお伺いし

てるんですけども、議会事務局のほうにも官報の設置というのはお考えはありますでしょ

うか。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 局長。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 現在のところ、その官報のほう、昔は紙媒体で送ってきてたんですけども、現在、紙の

ほうがもう廃止しておりまして、インターネットのほうで情報を取るということになって

おりまして、官報の情報検索サービスに申し込んで、月２，０００円掛ける１年分という

ところで予算が必要になってきますんで、これも皆さん、官報のほう必要やというところ

になりますと、うちのインターネットに接続して、その旨、要求していくという形になる

かとは思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 議会のほうでもまたいろいろ声を出していきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 以上です。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 災害関係のことでお聞きします。平成２９年と令和元年から今年度、平成２年度まで

で、緊防債の事業等が国からの１００％充当の何十％交付税措置で出てるんですけど、今

年度に当たっては、何かこれを活用しての事業等は考えられてますでしょうか。災害対策

なんで、どこになるんでしょう。 

委員長（河野隆子議員） 

 災害対策。 
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委員（三宅良矢議員） 

 災害関係です。２款１項１２目ですね。 

委員長（河野隆子議員） 

 ページ数は。 

委員（三宅良矢議員） 

 ちょっと待ってください。６１ですかね。その関連になります。 

委員長（河野隆子議員） 

 ６１ページ。村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 緊防債ということなんですけれども、自治防債のほうではないんですけれども、今日、

朝から主要な施策ということでお話をさせていただいたかと思うんですけれども、消防の

ほうの指令システム、あちらのほうが実際、岸和田市と合同でさせていただくんですけれ

ども、そちらのほうが緊防債を利用してという形でやっていくということでご理解いただ

きたいというふうに考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、じゃあ例えばですけど、緊防債とうたわれてる内容の部分で言えば、指定

避難所や災害対策の拠点施設等の浸水対策で、例えば電源設備等のかさ上げ、上層階への

移設、機械設備等の止水板、防水扉の設置、ほかでいえば、自然対策でしたら、道路防災

の分でいえば冠水対策等が、忠岡やったら活用できる部分かなと思うんですけど、令和２

年度に着工すれば、令和３年度以降も現行と同様に措置できるということになってると思

うんですけど、その辺の活用とか方向性に関して、今の忠岡町内のその必要性ですよね、

照らし合わせたらどう考えてはりますか。 

 忠岡町内でそんなんも使わんでいけるんやと、完璧やと。完璧と言ったら悪いですけ

ど、ちゃんとできてんや、全部って。どこから突っ込まれても大概のことはいけるよとい

う防災対策できてるんやと言うんやったら分かりますよ。 

町長公室（柏原憲一公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原憲一公室長） 

 もちろん、今議員おっしゃるとおりね、忠岡町内において全てが完璧かというたら、そ
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ういうわけではありません。もちろん緊防債を活用していろんな事業をやらなければいけ

ないところは、それは多分あると思います。ただ、あくまでも全てが全て１００％交付で

はございませんので、一般財源も投入する必要もございますので、今現在、おのおのの部

署でどういう事業を緊防債を充ててやるかということについて、各部局で検討いただいて

るのかなというふうに思っております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今の回答はどう捉えたらいいのか、ちょっと分かりにくかったんですけど、取りあえず

今年度これを活用するようなことはもうないと。で、必要性としては、多少あるところは

結構、結構なのか、その辺の量は分かんないですが、あるということなんですが、必要性

が鑑みられれば、年度内の補正でも組んでもやっていくということなんですか。 

 例えばですけど、前も言わせていただいたように、雨水ポンプ場ですね、あそこは高さ

がどう考えても、１メートルの浸水でもあれば絶対入ってくると思いますし、それこそよ

く、この前も二家本さんか誰かが質問してたと思うんですけど、体育館の冷房関係ですよ

ね、防災に。夏場とかの体育館での、すみません、災害対策で避難所の冷暖房設備ですよ

ね、そういったことも。それは考え得ることってかなりあるとは思うんですけど、そうい

ったことに関して今年度はもう措置していかないし、これはもう今年度措置していかへん

のやったら、取りあえずはもうこれは使わないよということなんでしょうか。というわけ

じゃないですか、どういうふうに。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤田部長。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 先ほどちょっと出ました雨水ポンプ場の対策なんですが、令和２年度で予算計上させて

いただいております。対津波診断対策ということで、これにつきましては緊防債ではなく

て、下水道課の所管の社会資本整備費補助金というのが当たることになって、それを活用

しまして対策をしていきたいというふうに考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 その部分については、はい。他の。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 
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財政課（村田健次課長） 

 すみません、先ほどから緊防債という話が出てるんですけれども、事業によりまして、

いろいろ有利な起債、もしくは補助金とかいろいろございまして、そういったものを事業

ありきで我々のほうとしては当て込んでいくというふうに検討しているというところでご

ざいまして、それぞれの部署がそれぞれに合うた事業に対していろいろな財源措置等々を

カウントしていくというふうには考えておるところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 事業ありきですけど、令和２年度が限度じゃないですか、リミットじゃないですか、こ

れに関してはですね。ということは、当面これは当て込まないんやったら、当面はそうい

うような大型の部分というのはかなり厳しくなるから見込めないということになってくる

と思うんですけど。見込めないんですか。１００％自主財源でいかなあかんという、分か

んないですよ、今後どういう補正じゃないけど、こういうのが出てくるか、国からのメニ

ューが出てくるか分かんないんで、令和３年度以降は。 

委員長（河野隆子議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原憲一公室長） 

 今年度、その緊防債を使わないから、要は未来永劫やらないとか、町の一般財源を充て

てやるとかではなくて、もちろんあくまでもこれまでも緊急防災を活用して、各体育館で

あったりとか整備してきましたので、補助金１００％丸々くれるというんであれば、その

活用を目いっぱいしたらいいんかも分かりませんけども、いずれにしても一般財源を投入

しないと駄目なので、限られたマンパワーもありますので、おのおののところで最大限で

き得る必要なことを毎年毎年やっていっていただくと。その中においては、緊防債以外に

も有効な貸付け部分があれば、それを活用していくということでございますので、よろし

くお願いしたいと思いますが。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 要は、足らずとして、各課まだこれは要るよなというのが多分あると思うんですよ。 

町長公室（柏原憲一公室長） 

 もちろんです。 

委員（三宅良矢議員） 



45 

 

 もちろんありますよね。だから、そういった部分に関して今後どう考えていくんですか

ということなんですけど。当面、今年度は、今年度の話ですよ、予算なんで。に関して

は、当面この内容だけであって、補正とかの視点はないということでいいんですかね、視

野に関しては。令和２年でいうたら、この緊防債ぐらいじゃないですか、国が出してきて

るやつでいえば。ということであれば、今年度までに関してはここまでや、ここまでの活

用内でおさめていくという考えでいいんですかね。 

町長公室（柏原憲一公室長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 公室長。 

町長公室（柏原憲一公室長） 

 あくまで今年度、委員おっしゃっているとおりね、今年度については、今現在は当初予

算に示させていただいてるとおりでございます。ただ、これが災害が起こったらとか、何

かあれば、また必要によって変わると思いますが、今現在の中ではお示ししてるところが

全てということでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 分かりました。ありがとうございます。委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 あと、少し気になったことがあるんですけど、庁舎、前に２１号台風のとき、たまたま

ここは停電にならなかったじゃないですか。それをね、要は停電になれへんようにするに

はどうしたらいいんですかね。要は、ここが停電になったら結構大変やったじゃないです

か、間違いなく。それから教訓を生むとすれば、ここは停電になったら駄目なとこじゃな

いですか、絶対に。そのためにはどうしていくべきかという、要は何があればここは停電

にならないのかという視点が防災には必要かなと思うんですけど、その辺に関して何かコ

メントって頂けるものですか。前からちょっと気になってたんです。自家発電以外で対策

として何か。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁は。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 
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 この庁舎、シビックセンター全体として、停電にならない対策というようなところでご

ざいますけども、ストレートに停電、これをしたら１００％ならないというふうなところ

ではないのかなというふうには考えます。ただ、停電になった場合におきましても、以前

からお話しさせていただいてます自家発電機の稼働というふうなところの対応をするとい

うところと併せて、今、シビックセンターに引き込み線が１本であるということで、３０

年の台風２１号につきましては、たまたまその線が遮断されずにシビックセンターが停電

しなかったということでございますので、それの複線化とかいうようなところの対応も必

要になってくるのではないかなというふうに考えてございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。送電網が１本だけやったというのが多分、それがたまたま生き

てたから良かったんですけど、やっぱりできたら複線化していただいて、２本、３本で。

最低限絶対的に抜けてはいかんところだけにかけるお金って、別にそれは無駄じゃないと

思いますし、そういったところも今年度で検討いただきたいということでご理解いただき

たいと思います。よろしいでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 そのようなことを含めまして、今後の課題ということで検討してまいりたいというとこ

ろでご理解いただきたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、あと、この３月の一般質問で、無所属なだ会の松井議員が質問されたこと

で、ＦＭいずみおおつの防災ラジオの協定ですよね。結ばれたということで、忠岡町は６

０％のカバーで、僕もどこをカバーしてるのか、前に見せてもらったことがあるんです。

ただ、そのＦＭ自体がどういう形で電波を送ってるのか分かんないですけど、例えばです

けど、その残り４０％をカバーするんやったら、庁舎等を活用して提供なり協力なりさせ
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てもらっても全然問題ないかなと思うんですけど、その辺りについてのご見解って頂けま

すか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 ＦＭいずみおおつとの協定の話でございますけども、今現在、協定の締結に向けて協議

は進めておるところでございます。協定の話ですんで、お互いのことがありますんで、町

としても一定の協力は必要かというふうに考えておるところではございますが、アンテナ

の設置となりますと、行政財産の使用という面も出てきますので、具体的な内容はちょっ

と調整させてもらわないと駄目なのかなというふうなところで考えておるところでござい

ます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 こういう事情で提供するんやったら、多分誰もちゃちゃ入れへんと思うんですよ。場所

代取れとか、やっぱり人の命が関わってくることであって、生命、財産に関わってくるこ

となんで、ちょっとそういったことで前向きに検討していただきたいなということでござ

います。 

 すみません、続けてなんですが、去年かおととしに１回質問させてもらったんですけ

ど、忠岡に公共事業等に入札する企業さんとの防災協定ですね、近隣市町村でしたら、更

新のときでしたっけね、そこの市町村にある企業は、前に頂いた資料もあるんですけど、

いざというときには協力していきまっせという一筆、これがどこまで法的拘束力を持つか

僕は分かんないんですけど、一定そういうような体制を関連、入札する企業さんと組むと

いうのは必要かなと思うんですが、そういったことに関しての進捗についてはどうでしょ

うか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 町内の事業所さんとは、個別にいろんなところで災害協定等は締結させてもらってると
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ころです。直近で言いますと、三進金属さんにおかれましては、海手の地域ではございま

すけども、社屋が高いというところで、万が一の場合は津波の避難ビルとして使ってくれ

ていいよと、そういうふうな協定も結ばせてもろうてるところです。なかなか相手さんが

あることなんで、進む進捗度は遅いかと思いますけども、また個別に企業さんとの契約、

協定については、話できる面があれば進めていきたいというふうに考えておるところでご

ざいます。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ですんで、入札時の何かに出すような書類がありますよね。そういうときに一律にはで

きないんですかねということです。町内ありますよね、町内の公共事業に入りますよね、

手を挙げはりますよね。ですんで、変な話、入札等で忠岡の事業をやっていただけるんや

ったら、そういういざというときの協力を事業者さんとしてお願いできますよね。その一

筆を皆さんすみませんけど書いていただけますかというような形ではできないんですか

ね。ほかの市町村はできてるところもあると思うんですけど。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 入札の参加資格申請と町の要は災害時の協定というのは、やはり別のステージで考える

べきかと思いますので、具体的に入札参加資格申請のときにその一文を入れるというの

は、ちょっとどうかなというふうな考えを持っておるところでございます。また、その辺

について本当にできるのかどうか、近隣がやってるのかどうか、その辺もちょっと正直な

ところ情報を持ち合わせておりませんので、今後ちょっと研究のほうは進めていきたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 でも、他の市町村やったら、やってるところもありますよね。それは、要はどこまで法

的拘束力を持つか分かんないですよ。分かんないですけど、やってるところありますよ

ね。大分前に質問させていただきましたよね。ある程度調べてはいただいてると思うんで

す。それが、担当が防災なのか、その辺が庁舎全体なのか、町なのか、そこは分かんない
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ですけど。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 以前にもお話を頂いてたかと思うんですけども、ちょっと情報収集し切れてないところ

もありますので、また引き続き研究のほうをさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ぜひともお願いいたします。それに絡めてなんですけど、先ほど勝元議員からあったん

ですけど、ＡＴＭ等の使用で、自販機等が場所代を取ってないということやったんですけ

ど、前にも一般質問させていただいたんですけど、災害自販機ですよね、避難等で。市町

村によったら、場所代を取ってるところもあれば、災害自販機に変えるから無料で置かせ

てもらってるところもあります、正直。ですんで、災害時になったら、そこの中身は空っ

ぽになるというけど、それは事業者さん、場所代に絡めて勘弁してよねということやと思

うんですけど、町もその辺は、時代が時代なので、ただ置くということよりも、そういう

ような、何でここにこれがあるのかというところを示して、それも企業さんへのお願いで

すわ。組合さんなり企業さんですよね。それは別に言うていっても何の問題もないのかな

と思うんですけど、そこに関しての考え方というのはどのようにお考えでしょうか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 自販機の設置、その中でも特に災害に特化した自販機の設置でございますけども、複数

の事業所さんからどうですかという声を頂いてるというところは事実としてあります。た

だ、忠岡町内、全町的なんですけど、文化会館と庁舎以外のいわゆる公共施設部分、グラ

ウンド等もそうですけども、含めて、一切自動販売機を置いてないというふうな状況でご

ざいますので、まずその辺で、災害に特化して置いていいものなのかどうかというのは、

各施設の管理者もいておりますので、その辺とちょっと協議のほうはしていきたいなとい
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うふうに考えておるところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 これも結構前にお尋ねはさせていただいてるんで、協議していくのはいいですけど、そ

れはもうすぐにやっていただける話なのか、何でしょう、来年も同じ質問したら、また協

議いたします、検討いたしますという話なのか、ちょっとそこが僕にとってはある程度お

答えいただきたいところなんですけどね。有効やと思うんですよ。有用やと思うんですけ

ど、僕が管理者の立場になったら、こんなんおかしいやん、そんなん企業さんかわいそう

やんというとこのほうが多分少ないと思うし、住民からしたら、そっちのほうがニーズと

してはあるんと違うかなと思うんですけど、一般的に考えればですよ。そこに対する何か

分からんようないろんな部分があるのか、そこは分からないので、どうお答えいただいた

らええかは言っていただきたいんですけど。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 また同じ答弁になってしまうかもしれないですけども、施設管理者と早急に打合せとい

うんですか、ちょっと話のほうは一定させていただきたいというふうに考えておりますの

で、お願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 分かりました。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 またお尋ねしますんで、よろしくお願いします。 

 すみません、まだ続けてなんですけど、昨日、前川議員から３月の一般質問でＬＩＮＥ

＠の活用を災害で導入されると言ったんですけど、これは、すみません、具体的にはどう

いうふうに活用できるものになるんですか。僕も詳しくまで。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 
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 ＬＩＮＥのほうなんですけども、今、許可が下りてきましたので制作が始まっておるん

ですが、導入画面に災害用のボタン、専用ボタンを設置して、ダイレクトに行くような形

を考えております。大体ボタンが６から１０ほど専用ボタンが付きますので、それで直接

つなげるという形です。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その災害以外にもいろんな項目が出せるということなんですかね、ボタンがあるという

ことは。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 もちろんでございます。まちづくりのこと、催しのこと、何カ所、幾つかボタンを設置

してございますので、その予定でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 分かりました。ありがとうございます。一たんちょっと。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、ちょっとまた続きで申し訳ない。予算書の５５ページの施設管理委託のと

ころなんです。シビックセンターのこの役場庁舎の委託料なんですけど、こんだけ項目が

あるうち、ちょっと今お答えいただけるかどうか分かりませんけど、これ、同じ業者が受

注してるのって何個あるんですか。全部別々ですかね。総合管理業務委託、植木剪定、ビ

ル管理、受変電設備点検、ずうっとありますよね、保守の委託まで。ずうっと全部別々の

あれですか、今まで。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 
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 総合管理業務委託料の事業者と、その以下、言うていただいた委託請負、やっている相

手方につきましては、別々の事業者ということでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 じゃあ、去年とかこれまでですけど、ここに挙がってる項目は全部別の受注業者という

ことでいいんですね。かぶってるとかありますか。これとこれとこれは同じ業者なんです

とか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 ここに挙がってるのは、あくまで来年度、令和２年度の予算というところでございます

ので、昨年度請け負っていただいた事業者が、そのままこの２年度で請け負っていただく

事業者なのかどうかというところは、要は費用面もございますので、今この場においては

同じ業者が引き続きというようなところは、ちょっとはっきりとはお答えできないという

ところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 どうせ入札とかすると思うんで、先のことは分からないですけど、一応私がこれ何で気

になったかというと、いつも同じ業者やからなんですよね。そこら辺でまたちょっと業者

さんの選定とか、やっぱり住民から疑義が出えへんようにはしてもらいたいというところ

です。これはもう発注の仕方のお願いです。 

 あと、次、５６ページの行政文書管理システムの保守委託料のところなんですけど、こ

れはあれですよね、更新、バージョンアップではないんですよね。どういう内容という

か、定期的に管理システムがバージョンアップされてるでしょう。そのタイミングか来た

からこれを計上されてるのか、そうじゃなくて、毎年何か軽微な修正とかかけてるんです

という、その程度なのか、どっちか教えてほしいんです。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 文書管理のシステムの保守につきましては、今、内田洋行という事業者のシステムを使

用しておるというところでございまして、この２年の８月末日をもちまして、その保守が
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満了するというところでございます分の予算計上というところでございますが。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ということは、８月で今の行政文書管理システムのシステムが切れて、また新たに委託

というか、業者を選び直すということですか、システムの。定期的に何かバージョンアッ

プされてるでしょう、何年かに１回ずつ更新というか。そのタイミングが来ますというこ

とで予算計上されてるという受け止めでいいんですかね。 

町長公室（柏原憲一公室長） 

 毎年上げてるのかな。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そうそう、毎年のちょっとした修正ぐらいでこれが上がってるのか、それとも今回、数

年に１回のバージョンアップの業者選定のタイミングが来たんですなのか、どっちかで

す。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 この文書管理のシステムの保守の委託につきましては、今回だけじゃなくて、毎年保守

というところでの１年間の契約をしておるというところでございますので、継続しての予

算計上というところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そしたら、あれですか、何年かに１回のシステムを入れ替えるということではないんで

すね。というのはね、私、もう前からこれもお願いしてることで、要は忠岡町の行政文書

管理システムのシステムの中身なんですけど、要は不正のできないシステムに仕様を変え

てくれというのを前からお願いしてるんです。要は、忠岡町のシステムだと、起案決裁文

書を改ざんしようと思ったらできるんですよ。日付もそうですし、年度をまたいで過去の

年度に入るとか、多分できるシステムなんですよね。 

 で、ほかの自治体とかだったら、結構そこら辺、仕様でいろんなパターンがあって、実

際、私だけじゃないですけど、これ、行政文書管理システムを全国の自治体に調査をかけ
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てアンケートをとったこともあるんですよ。そしたら、大体作ってるメーカーさんという

のが、富士通とかＮＥＣとか特定の業者なんですけどね、クリーンな自治体用と、ダーク

な、ちょっとそういう公文書を改ざんしそうなダークな自治体用とか、何パターンかやっ

ぱり作ってたりするんですよ。そこら辺はやっぱり忠岡町の今までの公文書の取扱いを私

もずっと見てますけど、中にはこれ、後からね、年度またがって作ったやろうって思われ

るようなものもあったりするんでね、そこはやっぱりこのシステムを入れる一番の目的と

いうのは、ペーパーレスと不正の防止というところでね、仕様をちょっと改めてもらいた

いというのが希望であるから、今言わせてもろうたんです。 

 もしね、バージョンアップとかシステムを入れ替えるタイミングが来るんやったら、業

者さんをまた選び直すとかいう切り換えのときが来るんやったら、できたら仕様をちょっ

と見直してもらって、年度をまたいで過去の文書の年度を作るとか、入れるようにすると

か、そんな不正ができない仕様には作ってもらいたい、これは要望です。 

 今回、この上がってる委託料がちょっとした修正ということやったら、それはそれでい

いですけど、今後そのタイミングが来たら、ちゃんと仕様は検討してもらいたい。やっぱ

り不正ね、公文書改ざんなんてあったらあかんことでね、住民が調べて、これ、明らかに

後で作りましたよねとか、そんなん思われるのもおかしな話なんで、そこは不正の防止と

いうところで、システム自体をもう職員が不正できないシステムに変えてもらいたいと、

これは要望でお願いしておきます。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 今、勝元委員のご指摘のお話の中で、今現在使用しているその文書管理システムにおき

ましては、我々職員が不正が可能であるようなバージョンになっておるから、今度変える

ときはそれができないようにというようなお話に聞き取れます。しかしながら、現在、職

員があえて不正を行うためにというようなところの事務については、当然ながらそれはや

っていないというところがございます。 

 でも、我々職員も当然ながら人なんで、起案文書を本来取るべき時期を逸して漏れてお

ったというところが事後で発覚したというようなところが、実際ございます。その中にお

いて、現在のシステムにおいては、その時点まで適正に遡及をやった形で起案文書を取る

ことが可能であるというような運用にはなってございますので、今後そのような不正云々

の話についての対応というところは現在は考えていないというようなところでございます

ので、よろしくお願いをいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 
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 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今、南課長、お答えいただきましたけど、それは町側が不正してないと思うと。今、検

討してませんということですけど、それはしてなかったとしてもね、検討していかなあか

ん部分ですし、行政として対応せなあかん部分で、実際そういう不正ができないシステム

を使っている自治体もいっぱいあるわけで、そういう仕様は取り入れるべきやと思いま

す。 

 少なくとも私もずっと聞いてますけど、役場のほうに聞いてますけど、少なくとも年度

を越えて、翌年度に入ってから過去の年度にやっぱり入れるようになってるのも事実です

しね。実際の作成した履歴とかも、機能が付いているのが付いてなかったりとか、いろい

ろあるんですよ、忠岡町のこのシステム自体の不備というところがね。だから、そこら辺

はほかのいいシステム、どうせ同じものを使ってるんやからね、いい仕様の機能が付いて

るところのシステムの内容を取り入れてもらったらいいだけの話やと思いますので、そこ

は何か意地でもやれへんねん的な答えをされるのは、私はちょっと違うと思います。これ

はこれで結構です。 

 あと、別の部分で、６１ページ、この関空のＫＩＸ泉州ツーリズムビューローの推進事

業費負担金のところ、これ決算のとこでもどなたか、三宅議員かな、多分質問が出てたと

思うんですけど、これ自体ね、実際忠岡町は負担金を出してますけど、今のところ何かこ

の効果というか、忠岡町自体にメリットというのは具体的に何があるか、もう１回お聞き

していいですか。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 ＫＩＸへの負担金につきましてですけれども、泉州地域への観光誘客を強化しようと、

泉州９市４町と民間企業が連携して観光振興を図るために平成３０年４月に立ち上げたの

が、一般財団法人ＫＩＸ泉州ツーリズムビューローというふうになってございます。 

 堺以南の９市４町、１３市町村が連携しながら、民間企業の柔軟な発想を取り入れ、大

胆な誘客策を打ち出すことにより観光産業の成長を図りながら、泉州地域の経済の発展に

寄与することを目的としておる団体でございまして、これに参加することの意義でござい

ますけれども、忠岡町が属しております泉州地域には歴史があり、海や山など自然も多

く、大阪市内にはない魅力がたくさんございます。空港からも近くて、取組も通じまし
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て、泉州を知ってほしいという思い入れがございますので、ＫＩＸとの連携を通しまし

て、町単独ではできないようなスケールメリットや企画力、行動力を生かし、観光施設や

イベント情報など様々な情報を提供し、可能な限りイベントに参加して、地域経済の発展

に努めてまいりたいと考えておるということでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 何かすごい、いまいち抽象的で分からへんかったんですけど、これ要はね、私自身はこ

の負担金はどうなんと思ってる派なんですよ。前の決算のときにも質問が出てたみたい

に、結局この団体に入ってるけれども、忠岡町のメリット、お金を払ってる分のメリット

が少なくて、ほかの自治体のお世話したってるんじゃないのみたいなところがやっぱりあ

るわけでね、そこら辺は今後、支払う費用に見合ったメリットがあるかというのはちゃん

と検討していってもらいたいです。 

 多分この団体の趣旨そのものは悪くないと思うけれども、実際忠岡町がどれだけこの団

体の恩恵を受けてて、これだけの費用を、税金を投入するだけのメリット、恩恵を受けて

るのかというところは、私はクエスチョンやと思ってます。 

 むしろ同じように加盟してる団体、ほかの市町村のほうが、例えば関空のふもとの佐野

とか田尻とか、よその自治体に何かメリットが行ってたりするんじゃないのって、住民か

らしたらやっぱり思うわけですよね。だから、そこら辺は検討してもらいたいし、決算の

ときも出てたと思いますけど、それこそ入るか入れへんかとか、そこら辺まで考えてもろ

うたらと思いますけどね。これは要望でお伝えしておきます。 

 あと、すみません、長くて申し訳ない。６４ページの報償費、これ前から言うてる自治

会長さんの報償費です。これは結局同じ、今までと継続でお支払いするという方向でいい

んですよね。継続、そのまま維持していくということですよね。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 今までどおり同じ金額をお渡しする予定でございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 前もおっしゃってた自治会活動ですか、何かその地域活動について、今ここが、もう地

方自治法改正にもなったし、地方公務員法か、改正にもなってね、自治会長さんにお支払

いする法的根拠が今なくなってる状態でしょう。そこのところは見直しというか、何か法

的根拠をちゃんと作る、お支払いする法的根拠を固める予定はあるんですかね。いつ頃こ



57 

 

うしますとかあるんやったら教えてください。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 自治会長さんでございますけども、地域から日頃生じる様々な問題や要望、苦情などに

ついて、時間を問わず、一般の住民の方と受け付けしてもらって、話をしていただいて、

対応いただいてると。その結果、町に連絡してもらったり調整したりして、解決に取り組

んでいただいてるところでございます。このような活動は、要は労働とか、そういう根拠

とかいうものではなくて、純粋に自治会長さんしか日々できない活動というところで、謝

礼金としてお渡しするというふうに考えておるところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それは前から言うてるのとかぶるんですけどね、下の補助金もそうですけど、結構自治

会には税金を投入してるでしょう。その分を自治会長さんも、その自治会の会長としてお

仕事をいろいろされてると思うんでね、自治会にお金を払うことで、そこからお支払いし

てもらうとかやったらあかんのですか。個別にというか、特定のその自治会長さんにとい

うて払うのがどうかというか、私は自治会長さんにも払っていいし、自治会長さんにお支

払いするんやったら、ほかの住民の会員の方々で働いてくれてはる、労働というか、町の

ために活動されてる方は自治会長さんだけじゃないから、それやったらそういう活動をし

てくださってる、貢献してくださってる方には一定報酬というか謝礼というか、行き渡っ

ていいんじゃないかと思ってるから聞いてるんですけど。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 地域の住民さんが、町が主催するイベント事、あとは防災訓練や防犯活動、美化活動

等、町の一般の住民の方も参加していただいてるところでございます。ただ、自治会長さ

んにつきましては、要はこの参加してもらってる住民さんに対していろんな面について連

絡、調整、あと参加者の招集ですね、やっていただいてると、そういう分がございますの

で、自治会長さんに対して別個謝礼金というふうな形でお渡しさせていただくというふう

に考えているところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 
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委員（勝元由佳子議員） 

 そこら辺は町側の考えもあると思うんで、要綱を作るんやったら作るで早い目に作って

もらって、整備をしていってほしいと思います。 

 あと、総務費ですよね、人権のほうのことなんですけど、一応その事務報告書か、すみ

ません、予算書６６ページです。特にこの事業費ということではないんです。ないんです

けど、人権啓発費用ということで６００万円ぐらいですか、予算を取っているんです。実

際、忠岡町の人権啓発というか、そこら辺進んでますかというところなんですけど、どう

ですかね、担当部局的には。効果が見えてますというのか。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 ご質問いただきました。忠岡町のこれまでの人権行政についての総括という質問かなと

思います。忠岡町では、これまで議員もご存じのように、「差別のない明るく住みよいま

ちづくり」というのをキャッチフレーズにしまして、住民皆さんとともに不断の努力を続

けてまいりました。これにつきましては、引き続き施策の推進に取り組んでいきたいとこ

ろでありますが、この推進に当たりまして、この項目にもございますが、町とともに忠岡

町の人権協会、忠岡町の女性フォーラム実行委員会、それと忠岡町人権擁護委員会の町の

いわゆる人権３団体と言われるものですが、こちらと連携を密にして、その事業というも

のを実施しているところです。 

 幾つか項目がございます。かいつまみますとたくさんあるのですが、簡単に申し上げま

すと、１つ目はやはり住民への啓発ということで、これは議員皆様も見聞きすることも多

いと思いますが、年間大体７回の駅前での街頭啓発がございます。この啓発で住民にその

内容を周知していただくということで、人権行政、必要なのは、住民にいかに知っていた

だくか、この点が非常に重要な点だと考えてございます。この街頭啓発、７回ございます

が、それぞれ人権週間、就職差別、男女共同参画、国際識字デー等々ございますが、それ

らを住民に知っていただくということがまず第一義であるということで啓発活動させてい

ただいております。もちろん街頭啓発だけではなくて、チラシあるいは広報紙の掲載によ

る啓発も平行してさせていただいてございます。 

 あと１つ、研修会のイベントということで、これは議員皆様にもご案内させていただい

て、この間お申込みを頂いて、ちょっと延期になっておるところでございますが、今回、

クラシック演奏会と、それにまつわる人権の講話による人権のアンサンブルコンサートと

いうことで、これは毎年、人権のこういう講演会を企画してございます。このようなもの

のほかに、男女共同参画で実施してございます「まあるい心」というのがございまして、
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これは文化会館で教育委員会とともに一緒にしておるわけですが、毎回３回シリーズで、

弁護士の先生や、あるいはコンサルティングの先生方をお招きしまして、連続講座という

形で男女共同参画事業につきまして、講演あるいは勉強会を持っているところです。参加

者も徐々に増えてございまして、当初かなり厳しいときもあったんですが、今は１５ない

し２０名ほどの参加者で安定してさせていただいてございます。そのほかに子どもたちへ

の人権教育等々ございます。 

 これらの費用をかけて、どういう効果が出たのかというとこでございますが、あくまで

も人権行政というものは形がなかなか見えるものではございません。建物を造るというよ

うなものではないんですが、ただ、この行事、それぞれの参加者のやはり数というのが数

字で見るものでは一定あろうかと思います。今回の人権のヒューマンアンサンブルのこの

コンサートにつきましても、かなり人権と音楽の話とに非常に興味があるという方も大変

多くいてございます。長い長い年月のかかる人権の行政でございますが、引き続き人の違

いを分かる、それぞれの違いを認めるというんですか、認める地域、社会づくりというの

を目指して、大変抽象的にはなるんでございますが、人権行政というのはそもそも人の命

の思い、そのようなものを形にするところやと思いますので、何らかの形というのは、こ

の啓発とかイベントとかになるわけですが、引き続き粘り強く地道にこういう事業を続け

てまいりたいと思いますので、よろしくご理解賜りたいと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今すぐ効果は出ないと思います。ただ、なぜここに焦点というか、人権啓発費を今質問

したかというと、やっぱり忠岡町って差別意識が正直強いです。で、私自身、今までそん

なにあまり、何と言うかな、性差、男女で差別とか受けたことないと思うんですけどね、

こと忠岡町に来てから、すごい女やから、女やからということをよく言われるんですよ

ね。そういうジェンダー的な部分もあるし、結構町政の中でもそういうのが普通に出てく

るというのは、やっぱりまだ浸透してない。町政関係者の中でも浸透してないんやった

ら、地元地域の人はなおさらやなと思うんで、やっぱり啓発の内容とか啓発する対象とか

ね、もうちょっと考えていただきたい。どういうことが差別につながってるというか、日

常気にしてないだろうけども、こういうのは駄目ですよとか、そこら辺ね、もうちょっと

具体的に啓発していただけたらなと思います。 

 結局、差別って何かというと、自分たちと違うという理由で排除することでしょう。そ

れはね、こちらの人権広報課のほうでされてる、前も問題やと言うた国際交流のほうとも

通じることであって、結局国際交流、国際感覚とは何かと言うたら、違う異文化をね、自

分たちと違うものを受け入れるということやから、結局差別とかそっちの意識につながっ

てくるんですよね。なので、忠岡町自身が国際交流のほうに力を入れてますと言うんやっ
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たら、こっちの人権意識のほうにも同じように力を入れてもらって、違うという理由で排

除するとか、何か抵抗を示して排他的なそういうことになるということはないように、地

域というか全体的にそういうのを啓発を進めてもらえたらと思います、通り一遍の啓発で

はなくてね。そこはお願いしておきます。 

 あと、すみません、ごめんなさい、長くて。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁いいですか。 

委員（勝元由佳子議員） 

 前に、ちょうど１２月、ごめんなさい、この間質問させてもらった防災のところなんで

すけど、一応この防災の部分の災害対策費、ざっと二千三百何万ですか、その中に、質問

で言わせてもろうたペット関係の部分って多分いっこも入ってないと思うんです、まだ。

予算計上されてないでしょう。ただ、じゃあ予算計上、来年待っときますと言うたところ

で、災害はいつ来るか分からないんで、もし起きたときにね、そういう飼育されてる方が

ワーッと来たりとか、それこそ餌足らんねん、どうのこうのとなったときに、多少なりと

も捻出できる部分、予算があるかとか、そこら辺、どういう対応を少なくとも最低限度何

か対応しようと思ってますとかあるんやったら教えてください。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 すみません、正直なところ、ペット用の例えばフードとか、そういうものについての備

蓄はできておりませんし、予算も計上していないというところでございます。先日、本会

議のほうでも質問のほうをされたかと思います。また、生活環境課のほうともいろいろ協

議をしながら、一体何が本当に必要となるのか、その辺も併せて話のほうをしていきたい

なというふうに考えているところでございます。ただ、今年度については、そういうふう

な面の予算は計上しておらないというところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 もうそこは予算も要ることなので、今後、検討でしていってもらったらと思います。全

部行政が賄うのも無理なんで、できるだけ飼い主さんへの啓発は今からでもできるんで

ね、備蓄、これだけ置いといてください。今、多分大阪府で言うてるのは１週間分やと思

います。最低３日。すぐに救援物資なんて届かないんで、やっぱり１週間分ぐらいはフー

ドとか、あと日常の薬とか、何か日用品が要るんやったら備蓄しておいてくださいという
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のは投げかけしてるんで、そこら辺も併せて、住民さんのほうでやってもらえることは今

からでも啓発していってもらったらと思います。 

 あと、質問ではなくて、さっきちょっと三宅議員のおっしゃってたやつに付け足しなん

ですけど、行政財産のところで、小倉課長が協議して検討していきますとおっしゃってた

でしょう、自販機云々のところでね。施設管理者の意向もあるんでとおっしゃってました

けど、少なくとも行政財産って忠岡町の所有物でしょう。所有権は忠岡町ですよね、施設

にしろ、不動産関係もね。で、多分ご存じやと思いますけど、行政財産って契約じゃなく

て行政処分ですからね、一方的に忠岡町が貸すか貸さへんか決めるんですよ、不利益処分

で。だから、そんなん相手方と協議云々という余地はなくて、忠岡町が貸すと、ある程度

規定があって貸すと決めたら貸せるし、該当しないねとなれば該当しないし、そこは協議

とか云々じゃなくて、所有者たる忠岡町の方針やと思います。そこは付け足しでお話しさ

せといてもらいます。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 よろしいですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 今のお話で、私のほうでお答えさせていただいたのは、例えば自販機ですけども、例え

ばグラウンド等に置くとなった場合ね、要はやっぱり電気、明かりが付きますんで、そこ

に子どもたちがたむろしたりとか、そういうふうな面も出てくるかと思うんです。そうい

うふうな面も含めて、置けるところには置きたいし、ちょっとやっぱり遠く離れたとこ

ろ、人気が少ないところに置くのはどうかなというふうな考えもあるんで、要は例えばグ

ラウンドでしたら教育委員会の管轄になるので、そういうようなところと一定話はしたい

というふうな意味で答弁させていただいたものでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 じゃあ、あれですよね、先ほど部局というか町長部局と違うからという意味でおっしゃ

られたということですか。町じゃなくて、別の民間の誰かが所有しているという意味じゃ

なくてということですよね。それやったら、同じ行政の中で、忠岡町行政の所有の範囲な

んで、そこは町の中で検討していってもらったらと思いますし、その子どもがたむろする

からという管理の部分は、災害の必要性とか自販機を置くのとは全く別問題やと思いま

す。答弁は結構です。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありますか。二家本委員。 
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委員（二家本英生議員） 

 予算書の４８ページなんですけども、毎年多分言われてることだと思うんですけども、

特に今年、職員の退職が重なっておりまして、当初予算では１億９００万ぐらい上がって

た分が、結局、最終的には１億７，０００万程度、最終的にはなる予算で上がっておりま

す。これって結構、忠岡町の予算の２％ぐらいかかってますので、今回増えた７，０００

万ほども、職員の退職があるのは仕方ないことなんですけども、逆に言ったら、この７，

０００万をほかのことに使えたということにもなります。で、今後、来年度にも予算が

６，０００万ほど上がってますけど、取りあえずまず来年度はこの６，０００万って何名

ぐらい退職予定になっておりますか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 来年度当初予算６，０００万につきましては、３名の定年退職予定です。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ３名ということで、今後、これから何年か、５年間ぐらいの間なんですけども、定年の

退職予定者というのはどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 令和２年度が３名、３年度が２名、４年度も２名となっております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 今年ほどではないですけど、定年退職なんで、その方がずっと働いていただいたら、こ

の２名、２名ということで、来年度が３名ですかね。で、３年度が２名、４年度が２名と

いうことで、大体これと同じような予算が今後上がっていくということだと思います。３

月の定例会でもあったんですけども、忠岡町の職員の分布がかなりいびつな形になってる

ということで、これからの人事採用とか、職員の町役場の運営とかに関しても、なるべく

退職者が出ないような形で、こういう形で財政に圧力というか、圧をかけるのはあまり良
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くないことだと思いますので、人権というか、職員の職場の環境づくりもしていっていた

だきたいなと思います。 

 ほか、ちょっと待ってください。続きまして、すみません、予算書の５４ページなんで

すけども、基金費で、今回新しく森林環境譲与税基金積立金ということで予算が上がって

おります。これについて、一たん基金を積み立てるということなんですけども、今後の使

い道は何かご検討されておりますでしょうか。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 今のところ基金につきましては、毎年もらう金額も少ないということでもございます

し、明確な事業費に、これに充てるということは今のところございませんので、取りあえ

ずここ数年、基金につきまして、適正な事業が出てきたら、そのときに取り崩して使うと

いう方向で考えてございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 この基金というのは、一体どのような事業で使えるか、教えていただけませんか。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 基金につきましては、原則的には森林を持っているところの例えば伐採とか整備とか、

そういうのに使うのが原則になっておるんですけども、忠岡町にはご存じのように森林が

ございませんので、木材の商品の啓発、推進、そういうものに使っていくというふうにな

ってございまして、例えば小学校の下駄箱に使うとかベンチに使うとか、そういうふうな

のが一応想定されておるところでございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 先ほど答弁いただけたんですけども、事務報告書の１１ページですかね、そこに忠岡町

の建物の土地面積等々書いておりますけども、その中で木造面積の部分が書いておりま

す。やっぱり使われてるところは、町営住宅はちょっと別として、あとは小学校とか幼稚
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園とか、そういう教育施設のほうに使われております。できましたら、その基金のほう

を、やっぱり木に慣れ親しんでほしいと、日本の文化でもありますので、こういうところ

に将来的に使っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁は。 

委員（二家本英生議員） 

 結構です。 

委員長（河野隆子議員） 

 いいですか。 

委員（二家本英生議員） 

 続きまして。 

委員長（河野隆子議員） 

 どうぞ。 

委員（二家本英生議員） 

 続いては、その次のページの５５ページなんですけども、ちょっと先ほども話が上がっ

たんですけど、シビックセンター費の中で光熱水費が全体的には下がってるというお話だ

ったんですけども、昨年の予算と比べて約８００万ぐらい下がっておられます。これは何

か理由がございますか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 昨年の４月からコパンスポーツセンターが本格的に稼働しているというようなところに

つきまして、昨年度の予算におきましては、コパンが使用する光熱水費等を試算した上

で、３１年度というところで予算計上させていただいておったというところでございま

す。その実績、直近までの実績を踏まえて、令和２年度の予算というところで見込んだ場

合、実績ベースで昨年度よりも少なくなるというふうなところが主な理由でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 コパンが４月から指定管理ということで下がったとおっしゃってましたけど、ちょっと

歳入のところで言い忘れたんですけども、コパンさんのほうで３，０００万ですかね、経

費が収入として入っておりますけども、それはそういう光熱水費の負担金を町が立て替え

てるのを頂いてるということでいいですかね。 



65 

 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 総務課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 はい、負担金として、その水道光熱費も含めまして維持管理に係る経費というようなと

ころで、負担金として頂くというところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。続きまして、すみません、先ほどもちょっとお話があったんですけど

も、５６ページの文書管理システムなんですけども、こちらも昨年度よりか基本的な予算

は下がってるんですけども、１点だけ、次の５８ページですかね、そこに使用料及び賃借

料の中で、文書管理システムクラウド使用料となってます。このクラウド使用料というの

は、新たに使われるシステムになるんですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 この文書管理システムのクラウド使用料につきましては、現在、パッケージ等のシステ

ムを利用しておったというところで、サーバー等が自所にあったというところであるんで

すが、これをもう外出しというふうなところで、外部に置くというようなところで、その

システムを利用するというふうな形の部分で変更になるというところでの予算計上という

ところでございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 クラウドシステムって、いろいろな場面で使われてるとは思うんですけども、忠岡町と

していろんなクラウドシステムを使われてると思うんですけども、セキュリティ的にはど

んな感じでされておりますでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 システムのセキュリティのところの分野でございますけども、これにつきましては、今

まで運用していたセキュリティよりも強度なセキュリティを構築するというところで、大

阪府が主導となって、大阪府が管理するセキュリティというところのシステムに府下の全

市町村が加入するというところで運用してございます。その中で、結果として、今まで以

上に高度な監視機能が実現できるというところがございますので、その点が現在のシステ

ムにおいてのセキュリティの強化というところで、現在行っているというところでござい

ます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 じゃあ、大阪府が主導ということで、こういうクラウドシステムを入れられてるという

ことなんですけども、大阪府から例えば補助金とか交付金とか出たりしているものなんで

すか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 まず、そのクラウドシステム全てが大阪府主導でしているというところではございませ

ん。そのクラウドを利用することによって補助金的なものがあるかというところでござい

ますけども、その分についてはないというところでございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 大阪府なり国なり、こういうシステムを使うのはいいんですけど、やはりこういう金額

というのは、クラウドシステムとかコンピューターの保守料というのは結構値段が高くな

ってしまいますので、国とか府の政策にはなると思うんですけども、できましたら予算要

望とかを府とか国とかに上げていただきたいなと思います。 

 続きまして、その次の備品購入費なんですけども、コンピューター備品として１，１２

５万円上がっております。これは多分庁舎内のパソコンの入れ替えだと思うんですけど
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も、何台ぐらい入れ替える予定ですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 この職員用端末購入費の１，１２５万円でございますけども、これはご承知のとおり、

Windows７のサポートが本年１月１４日で終了するということで、現在、職員が使用して

いる端末約１５０台というところを更新するというようなところを目的とした予算でござ

います。しかしながら、１５０台、全台一度に更新するというふうなところになれば、費

用面がすごいかさんでくるというところでございますので、この予算の範囲内におきまし

て、段階的に職員端末を更新していくというところでございますので、具体的にこの金額

の内訳として何台分なのかというところは、ちょっといろんなものの加算とか等々により

まして変動するというところでありますので、具体的に現在は何台というようなところは

明確にお答えすることはできない状況でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 先ほど、Windowsの７から１０に移行するためにパソコンを入れ替えるということでお

っしゃってたんですけども、先ほどのご答弁の中にもありましたとおり、Windows７のサ

ポートは今年の１月で切れております。ですから、来年度の予算でこの１０に切り換える

というのは、セキュリティ的にはかなり危険なことだと思うんですけども、今実際、

Windows７以下で動いてるパソコンって、庁舎内に何台あるかって把握はされております

か。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 先ほども申し上げましたように、本年の１月をもってWindows７の保守が終了するとい

うふうなところでございましたので、全庁的にその期限までにアップグレード、１０にす

るというところで周知をしておる状況でございますので、現在においては全庁的に各職員

の使用している端末については、Windows１０としてのバージョンとしての使用をしてお

るという状況でございます。 

委員長（河野隆子議員） 
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 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そしたら、今のところは全庁的に１０に変わってるということでよろしいんですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 はい、そのような認識でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 じゃあ、そうしましたら、この購入費というのは、本来なら今年度の予算で上げないと

いけないところじゃないんですか。これが来年度に変わったのは何か理由がございます

か。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 先ほど申し上げた７の保守が切れるから、その機器を更新するというだけのものではな

いです。ただ、当然それも含む中で、その使用してる期間が５年を過ぎてるというところ

がありますので、現状、各部署、各課においての職員端末においては、やはりその不具合

等々がかなり多く出てきておるという中の理由等もございますので、今回この金額の範囲

において、令和２年度ではそういったもの、職員の端末、不具合が出ている等々のことを

重点的に置いて、優先的に更新を行っていくというところでございますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 じゃあ、そうしましたら、Windows１０には入れ替えたけども、ちょっと不具合が起こ

ってるパソコン等々あります。多分Windows１０が出始めた頃というのは、無償でアップ

デートという形でされたと思うんで、多分そのころのパソコンをずっと置いてたままで、

Windows１０で動いていたんですけども、今ちょっと不具合を起こしているという認識で

よろしいですか。 
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総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 はい、そういうことでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、次の５９ページなんですけども、こちらのほうの広報の公聴費として、１

３節の使用料及び賃借料ということで、ホームページサーバーの使用料って上がっており

ます。現在、忠岡町のホームページもいろんな情報を載せていただいておるんですけど

も、各部署によっては情報がかなり古くて、３年前、４年前の情報がそのまま載ってたり

しております。で、実際、今ホームページの管理というのはどういう形でされております

でしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 ホームページサーバー使用料、これに係る現在のホームページの管理ということでござ

います。全体的な仕様の管理につきましては、人権広報課のほうでさせていただいており

ます。ただ、議員見てご承知のとおり、各課にわたりましてかなり情報が広がっておりま

す。情報がたくさん出ることは大変結構なんですが、若干古い情報というんですか、それ

の消し込みができてない部分、あるいは改変がされてない部分がございます。住民からも

かなりご指摘も受けるところでございます。そのたびに点検しておるところです。各課の

ほうにも連絡させていただいておりますが、ちょうど議員おっしゃったこともございます

ので、この機会に、ＬＩＮＥのこともございますので、ちょっとホームページのほう、も

う一度過去に遡りまして、その辺もう１回点検ということで、各課も含めましてしっかり

と進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ホームページの管理というのは結構多忙なところもありますので、なかなかふだんの業

務と一緒にこなしていくことは難しいと思うんで、本来であれば専任の方をつけていただ
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いて、きっちりとしたホームページの管理。で、ホームページを管理することによって、

住民がもう今はスマホとか、そういうのでいろんな情報が取れますので、やっぱり一番基

になるのはホームページが一番の情報源になってきますので、そういう整理をできるだけ

早い形で実現していただきたいと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 先ほど、三宅委員のほうから災害対策費のことで、災害のときの協定云々の話がありま

したけど、確認ですけど、段ボール会社なんとかとは協定を結んでますか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 はい、締結のほうをさせていただいております。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 当然、目的としてはベッドということですね。結構です。協定を結んでるということ

で。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 おっしゃるとおり段ボールベッドでございます。 

委員（北村 孝議員） 

 ありがとうございます。もう１点。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

委員（北村 孝議員） 

 町長、７４ページに町長選挙費が出ております。町長は今現在、４期目をやられている

わけですけども、聞こえますか。これで言うてもしようがない。町長ね、今年１０月に改

選ありますやん。今のところ町長のあれからはなかなか言いにくいでしょうけど、ご意思
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が固まってるのか、その町政に対しての姿勢が現在何らかの形でお持ちなのか、答えられ

る範囲で結構ですので。 

町長（和田吉衛町長） 

 体も続けられるという、体、精神ともに充実しております。令和２年度の施政方針、ま

た予算も提案しておりますので、やり抜きたいなという思いもしております。そういうこ

とで、今のところは前向きに検討してるとこですけど。 

委員（北村 孝議員） 

 はい、結構です。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ６２ページなんですけども、先ほども防災計画ということで出ておりましたけども、委

託料として７００万ですか、地域防災計画修正業務委託料ということで、今回、修正とい

うことで見直しがされるということなんですけども、これに関しての、まず策定に関与す

るメンバーって何人ぐらいで、どういう方を予定してますか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 地域防災計画の策定でございますけども、防災会議にかけることになっております。防

災会議の委員は３３名以内となっております。 

委員長（河野隆子議員） 

 あと、どういった方をメンバーに入れているのか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 ごめんなさい、すみません。防災会議のメンバーですけども、例えば、指定地方行政機

関の職員のうち町長が任命する者、こういう話になりますと、大阪海上保安官とか、あと

は鳳土木事務所、港湾局の事務所長とかもいらっしゃいますし、町の消防団もいてはりま

すし、流通業者ですね、日本通運さん、あと関西電力とか、そういうインフラ系の方、医

師会の方、そういうふうな方で構成されております。ちょっと全部申し上げることはでき
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ないですけども、町の防災会議条例のほうで詳細をうたっておりますので、また後ほどご

高覧いただければというふうに思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 防災に関してそうそうたるメンバーが入ってると思うんですけども、先ほどその話の中

で、消防団のこともおっしゃられてました。忠岡町の防災計画ですので、忠岡町の住民の

方がメンバーに入られるという方って、どういった役職の方ですか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 町内の方で防災会議に入っておられるメンバーの方ですけども、自主防災会の代表の

方、婦人団体協議会代表の方、母子寡婦福祉協議会代表の方、身体障害者福祉会会長の方

等々でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 その中に自主防災の連合会の会長さんが入られてるということで、当然忠岡町、今年で

すかね、大阪府が防災計画の見直しということでされていて、今回それに関する修正とい

うことで忠岡町でもされるということなんですけども、そのメンバーの中で、例えば自治

防災会とかでこういったことをしてほしいとか、こういう防災計画をしてほしいというの

はございますか。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 地域を代表される自主防災会の方に入っていただいて、審議いただくところでございま

す。防災会議でございますので、私どもが作成させていただく計画を審議いただくと同時

に、自主防災会の代表でございますので、できれば各地域で自主的な避難行動、避難訓練

をやっていただけるような、そういうふうな組織づくり、自主防災会の構築に向けてお願

いをしたいというふうに思っておるところでございます。ちょっと答えになってるかどう

かあれですけども。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そういった計画を立てられるということなんですけども、実施要領とかマニュアル的な

ものというのは作られる予定はあるんですか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 避難訓練、行動に対してのことでしょうか。何に対してのマニュアルと。 

委員（二家本英生議員） 

 避難行動を含めてですけど、実際、避難するためにはこうしてくださいとかいう行動定

義みたいなものを。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 まず、やはり地域それぞれ対象とする災害が違うかというふうに考えておるところでご

ざいます。例えば、北区でいえば津波が中心になるでしょうし、高月北とかであれば洪水

等とかになるかと思います。それぞれの地域の特性というところもございますので、各地

域で避難訓練していただける際には、もちろん私どもも入らせていただいて、どういうふ

うな行動パターンが一番いいのか、一たんどこかに集合して避難するのか、おのおの避難

するのがいいのか、その辺も地域の代表の方と相談しながら作成のほうはしていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。じゃあ、住みよいと言うたらあれですけど、きちんと防災計画のほうを

よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員、一たん他の方に。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 先ほど災害自販機のときに、僕もちょっと聞き込めなかったんで、ただ、課長からの置

けるところに置いていくという答えを頂いたんで、僕はそれは大変ありがたい話やなと思

いました。 

 それのお礼とともに、先ほどの５８ページのWindowsの件なんですけど、何で無償アッ

プグレードのときに７から１０にされなかったのかという理由をちょっと聞きたいんです

けど。全部したんですか、そのときあるやつは。全部したと、そのときは。 

総務課（南 智樹課長） 
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 はい、行ってございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 すみません、じゃあ、次なんですけど、６１ページの先ほど勝元議員がおっしゃったＫ

ＩＸで、前に僕も質問させてもらったんですけど、補助金を出す出せへんは、負担金を出

す出せへんは、この金額どうのこうのは置いといて、正直、前も言うたんですけど、やっ

ぱり意見を何か酌み取っていただける組織でないのが何でなのかなというのがあるんで

す。ほぼメインどころは泉州マラソンですよね。泉州マラソンで、今年なんか、人数増や

すわ、コース変えへんわ、給水台は同じやわ、ハーフマラソンの人が前から後ろにフルマ

ラソンのほうに、足遅いやつがもう差し迫ってきてぐちゃぐちゃになるわ、僕も３回ぐら

い足を蹴飛ばされたんですよ、正直、あの混雑のときに。だんだんあんなん見せられた

ら、正直、魅力って上がるものではないかなと。でも、そういうような意見を言うところ

って、ここのホームページとか探してるんですけど、やっぱり言うところがないんですよ

ね。何か金を出してるんやったら、やっぱりそういうのを公的に言ってほしいなというの

はあるんですけど、そういうのっていうのはできないものなんですかね。いけるんです

か。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 今、三宅委員がおっしゃっていただきました特に泉州マラソンにつきましてですけれど

も、向こうのほうでも問題視をしておりまして、次回３０回大会をめどに何がしかの在り

方の改革をしていきたいというふうに言ってございますので、それにつきまして我々のほ

うも、こういう今聞きました意見等々を伝えていきたいと思っておりますので、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 分かりました。ちょっと様子を見ます。はい、河野委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 次なんですけど、前もこれ、同じ６１ページの魅力づくり補助金なんですけど、前も同

じようにお伝えさせてもらったんですけど、平成２８年から３０年にやったキノコですよ

ね。一定、このキノコ取組に関しては、やっぱり使ってる金額も金額なんで、総括的なも

のはちゃんと意見として出しますと。なぜこのような結果になった、それはどのように取



75 

 

り組んだ結果、このようになって、それが一定私たちとしてはどのように気付いて置き換

えたとか言うとは言ってたんですけど、その後のことに関してはどのようになってますで

しょうか、まず。 

委員長（河野隆子議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 ブランド創造事業でございますけども、３年間やらせていただきました。残念ながら起

業する、業として興す方がいらっしゃらなかったというのは非常に残念なところではござ

います。商工会に委託してやっていた本事業でございますけども、商工会からも一定、事

業終了に伴っての報告書というものは頂いております。その報告書、頂いたものを基に、

町として一定こういうふうなところ、今回の事業をさせていただいたものについての反省

点等は、一応記載したものは用意はしております。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。分かりました。委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。またそれも見させていただきたいかなと思います。 

 最後なんですけど、７６ページに、今年、国勢調査をされるということがあったんです

けど、大まかに何かスケジュールだけ、今後どのようにされていくか教えていただけます

でしょうか。 

委員長（河野隆子議員） 

 橋本課長。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 今、国勢調査、令和２年度につきましては国勢調査が行われる予定がございます。原則

的には前回と同じでございまして、地区割でいたしますと、１３８区画を予定してござい

ます。それに係る調査員ですかね、指導員が１９名、調査員が９８名で行っていこうとい

うふうに考えてございまして、今現在、ホームページのほうで調査員の募集もかけており

ますので、今後またこれからご協力のほうをよろしくお願いをいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 大体のスケジュール、要はいつ頃スタートして、いつまでやるんかとか、その辺だけで

も結構ですので。 

産業振興課（橋本珍彦課長） 

 分かりました。すみません、申し訳ないです。コロナ関係で、この辺の打合せというの

が１回流れておりますので、まだ具体なところは分かっておりませんが、また近々会議が
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あるというふうに聞いておりますので、詳細が分かりましたら、また何か機会がありまし

たらお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。以上で結構です。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい、分かりました。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ７２ページですけども、今回、昨年になかった戸籍電算システムというのが予算の中に

入っております。これはどういったものでしょうか。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 この改正につきましては、戸籍電算システムの戸籍の改修と附票システムの改修の２点

ございまして、この戸籍情報の改正につきましては、今までは本籍地以外の市区町村では

戸籍の請求ができなかったんですけども、この改修によりまして、本籍地以外の市区町村

でも戸籍の請求ができるようになるという改修になります。 

 また、戸籍の届出の際にも、戸籍謄本の添付が必要な場合もあったんですけども、こち

らのほうも省略できるというふうな改修になります。あと、附票改修システムも戸籍と同

様、本籍地以外の市区町村でも附票の請求ができるというふうな改修になります。これは

令和２年度に改修することによりまして、国の想定としましては、令和５年度からのスタ

ートを目指してやっているところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 戸籍を本籍以外のところでもどこでも取れるということで、大変便利なシステムかとは

思うんですけども、このことによってデメリットという点は何か、今のところ伺っている

分はありますでしょうか。 

住民課（春日正人課長） 

 今のところ、デメリットというものは想定されておりません。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 新しいシステムということなんで、どういった使い方をされるというのは今後のことに
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なると思うんですけども、マイナンバーとかの絡みもありますし、マイナンバーに健康保

険の機能も付けるということですので、そういった個人情報の集約化ということで、それ

がどこかに、先ほどもセキュリティの話をしましたけども、セキュリティ面で何かあった

らちょっと心配かなと思って質問させていただきました。ちょっと今後のシステムとか、

またいろいろ見させてもらって、また問題点とかありましたら指摘させていただきたいと

思います。 

 続きまして、その下の、先ほどマイナンバーの話もしましたけども、今年度、予算がか

なり大幅に付いておりますけども、今年度の忠岡での今のマイナンバーの取得率と、今回

この予算が１，０００万近く付いておりますけども、これでどれぐらいのマイナンバーの

発行の見込みをしていますでしょうか。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 ２月末の本町においてのマイナンバーの交付件数につきましては２，０６９件ございま

す。交付率にしましては１４．８％になっております。このマイナンバー、もう一度、す

みません、ご質問よろしいですかね。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 予算が今回１，０００万ぐらい付いてますので、今後の見通しというか、どれぐらいの

交付者を予定してますでしょうか。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 一応、本町におきましても、例年月平均２０件ぐらいの交付だったんですけども、ここ

数カ月、若干伸びてきてる方向でございまして、枚数につきましてはまだまだちょっと想

定できないところがありますので、申し訳ございません。で、大きく予算が増えてるとい

うことでございますが、こちらにつきましてはマイナンバーの利活用が今後どんどん推

進、国のほうでされていきますので、それに伴って、マイナンバーの作成や通知カードの

作成をしているＪ－ＬＩＳという地方公共団体情報システム機構というところがございま

すが、そちらの業務もどんどん増えてくるということで、そちらの交付金に対しましての
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国からの補助ということなので、必然的に大きく上がったものと想定しております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 国の施策であれ、やっぱりマイナンバーカード１つに情報を集約するというのは、やっ

ぱり人権上の問題もありますし、セキュリティ上の問題もございます。こういうのは、一

緒にひも付けるのは、もしご高齢者の方がマイナンバーカードを落としてしまった場合に

悪用されることも十分考えられますので、その発行については、もし仮に発行したとして

も十分な注意をするように伝えていただいて、対応していただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 もう大分遡るんですけどもね、勝元議員のほうからミスと違法と言うたんかな、違法

性、違法行為というんか、書類の。 

委員（勝元由佳子議員） 

 要は、会計年度が３月３１日で終わるでしょう。だけど、自治体のシステムによって

は、３月３１日２４時でシステムに入れないんですけど、このプログラムだと入れてしま

うんです。 

委員（和田善臣議員） 

 なるほど、分かった。これね、お答えくれてもどっちでもいいんですが、理事者側の方

にとっては非常に大事なことなんで、勝元委員がおっしゃったミスと違法性というんか

な、これの違いというんか、これ南課長、答えられたらちょっとお願いしたいんですけど

ね。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 今、和田委員がおっしゃっていただいてる事務を取り扱う中で、例えば文書管理におい

て起案を上げるというところの部分については、１００％適切な時期で、本来の時期をも

って起案するというところが本来であろうというところは当然ながら思います。しかしな

がら、先ほども申し上げましたけども、やはり我々も人間でございますので、ミスという

ふうなところは行う場合もあると思われます。それが一概に今ご指摘の違法性というよう
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なところにつながるのかどうかというようなところは、そこは全く何も値するというよう

なところはないというふうな認識はしてございます。まして、不正等を行うというふうな

ところにおきましても、先ほど申し上げましたように、我々職員があえて不正を行うとい

うようなところについては全くないというところで、もしそれを行った場合については犯

罪というところにもつながっていくというところが考えられますので、ミスと違法性とい

うふうなところですね。これは答えになっているのかどうか分かりませんが、そのような

ことは全くないというところでの認識はあるというところでご理解いただきたいと思いま

す。 

委員（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 ありがとうございます。ミスというのはね、やっぱりおっしゃるとおり、人であれば必

ずありますよね、ミス、失敗。有名な話、ミスタープロ野球の長嶋さんでも、バットを忘

れてきたんですよね、自分のバットを。他人のバットを借りてホームランを打ったと、そ

ういう逸話もあります。ですから、ミスというのは訂正はできると思います。で、違法性

のあるもの、初めから悪意があってね、間違いの数字を入れたとか、そういうのであれば

違法になってくるであろうと。ただ、これは理事者側としては、職員を信じなければ仕事

は流れませんよね、一々これ。ですから、今、金融機関でも、１年に１回か２回、長期休

暇、１週間ほど休むのを取り入れてます。そういうこともありますので、この件について

は非常に微妙な部分があるんでね、ミスと違法行為というんか、これははっきりと区別し

ておいてほしいと思います。今、南課長が返事くださったので、それで結構やと思いま

す。ありがとうございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、聞き漏れたやつを何個か。議会費用の部分なんですけど、これはちょっと

お願いというか、要望です。できへんの分かってますけどね。従前から、要はコピー代を

どうするかというのは議会の中でも話をしてて、事務局と総務課のほうでも話ししてもら

ってると思います。で、各部署のほうから資料で出してもらった部分に関しては、１枚１

０円、情報公開という扱いでされるのはいいと思うんです。私が整備してほしいと思うの

は、事務局のコピー機を自分でコピーする部分に関してなんです。 

 前ね、南課長とも手数料の考え方というところでお話しさせてもらったんですけど、い

わゆる手数料ですよね。１０円のコピー代というのは、職員さんがわざわざその人のため
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に仕事をするから、手間賃で手数料で１０円を取ってるわけで、コピーする本人が自分で

コピー機を使ってやる分に関しては職員の手を取ってないから、１０円というのがそもそ

も算定根拠としておかしいんですよね。だから、それは手数料でもないんで、そこは一定

議員のほうが実費を払うというところで、前から阿児さんの事務局長さんのほうにも、コ

ピーカードの整備をするとか、実費を何とか払えるようにちょっと予算を付けるなり、整

備を今後してほしいというところはお願いしてるんです。だから、今まであまりコピー、

どうやったんかはあれですけど、メンバーも変わってますしね、議会のほうも。で、議員

の本来の町政、行政を調べるというのが我々議員の仕事であって、議員本来の仕事をする

上で、コピーも思うように取れない、で、仕事が滞るという、そういうのはやっぱりよろ

しくないと思うんで、本来の議員の仕事ができるように、やっぱりちょっと整備を整えて

いってほしいと思います。今後のことですけど。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 局長。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 今、勝元議員言われたように、コピー代につきましては、今後４月から５階以下のとこ

ろにつきましては、全体で使うもの、議員の資料の全員に配るもの以外は有料というよう

な依頼を受けて、今、協議を進めてるところでございます。 

 議会自身につきましても、下のほうでは同じような形でしてくれというような形ですけ

ども、今言われましたように、議員個人でした場合に取るのはおかしいというところでご

ざいましたが、今後皆さんでお配りするもの以外、下と同じような形でするんやったら、

全て事務局のほうがコピーさせていただいて、１０円頂いて、議員活動でいくんでした

ら、後で請求いただいて、政務活動費というような形をとらせていただくか、今、言われ

てたように、カードというのは、今すぐというたら、ちょっと総務のほうもしんどいかと

思いますんで、もしそれで政務活動で１０円必要ではないんではないかというところにな

りますと、うちのほうもこれは議員活動か個人かというのは、後で言うていただいて、

今、１０円頂いてるときと頂いてないところがございますんで、それやったら全てうちの

ほうでさせていただいて、後で個人的な部分か政務活動を使っていただく部分かというの

をさせていただければ結構かなと。その辺につきましては、６階のルールにつきまして

は。 

委員（三宅良矢議員） 

 それは決定してるんですか。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 いやいや、してないです。今後協議していくところで、ですから６階のルールにつきま
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しても、今後、議員間協議でどういうふうな形をとるかというようなほうを協議していた

だければ結構かと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今の話でいうと、５階以下のことに関しては、今ので僕らが知らんところで決定してた

ということですか。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 局長。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 いやいや、前もちょっと議長のほうから説明いたしましたけども、５階以下のときは、

一応４月までは今までの状況で待ってくださいというところで、今までどおりしていただ

いてるという形で、４月以降はある程度、議員活動でしたら後で政務活動費で全て大体有

料にしてくださいという依頼がございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長、すみません。ここで質問していいのか。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

委員（三宅良矢議員） 

 例えばなんですけど、前に小林課長に資料でお願いしたじゃないですか。それで何枚か

焼いて上げていただきました。これは今後、それを言うたからには、その上げた枚数は１

０円を払うということなんですか。資料をくださいと。 

委員長（河野隆子議員） 

 局長。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 その資料提供について、今後また総務とそういう、議会に上げる資料につきましては、

総務との協議という形になるかとは思います。ただ、議員が個人的に各課に行って請求す

るのは有料になりますというところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 これね、何で話しさせてもろうたかというとね、もう従前からもなんですけど、そもそ

も職員さんから資料をもろうたら１枚１０円というのは、多分全庁的に統一されてなかっ
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たかもしれないんですが、これはもうずっと決まっててやってることであって、多分私が

ずっと取られてるから、取られてない人がおるのはおかしいやんから始まった話なんです

よね。特に議会に関しては、行く部署によって、きっちりしてる部署はずっと１０円きっ

ちり取られる。部署によっては取らないという対応を多分今までしてたんやと思います。

今年度についても、事務局と議長で話をしていただいたんですよね。で、今までどおりと

いうことやったんですけど、その今までどおり自体も、やっぱり払ってる人間と払ってな

い人とで、部署で差があって、結局割れてたというのが実情なんですよ。今年度について

も従前どおりと決めたんですけど、部署によっては従前どおりやから払ってねというとこ

ろと、従前どおりやからお金を取りませんというところと、実際分かれてたんです。それ

については、もう４月以降は一律きちんと、どこの部署であっても、職員さんがコピーし

た資料についてはちゃんと１０円払ってねということになるんですよね。そこはそれでい

いんですね。 

委員長（河野隆子議員） 

 局長。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 一応理事者側からの依頼は、そういう形で、今それで議長と調整していただいてるとこ

ろでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員、よろしいですか。 

委員（勝元由佳子議員） 

 終わってからでいいです。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 じゃあ今後は、例えば先ほどのように資料をちょっとお願いしますと言うたときに、う

ちの部屋にコピー機があるんで、そこでコピーしてくださいというのはオーケーなんです

か。いや、１０円払うのはあほらしいから、うちの部屋にわざわざその資料を持ってきて

もらって、コピーしてもらって、やっていただくというのはオーケーになるんですか。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それは職員さんですか。 

委員（三宅良矢議員） 

 職員さんに。 

委員長（河野隆子議員） 

 ちょっと待ってください、お互いに言わないで。今の、局長、答弁できますか。 

委員（勝元由佳子議員） 
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 いいです。今の、答えます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ちょっと町の職員さん自身も手数料というものを分かってはれへん部分があって、私も

言うたんですけどね、さっきも言ったとおり、職員が、公務員が特定の人のために何か作

業したら、それが手数料なんです。お手数をかけてるでしょう。だから、職員さんがコピ

ーするのも、結局は１０円要るというのはそういうことで、職員の手を取ったらお金が要

るんですよ。だけど、今、三宅議員がおっしゃったみたいに自分でやると、職員の手は煩

わさないということやったら手数料、要らないんです。人件費かかってないし、お手数を

かけてないでしょう、職員さんに。そもそも手数料ってそういうものなんですよ。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 じゃあ、その情報を持ってきて、自分でコピーして返すということなんですか。それは

オーケーということなんですか。でも、公文書は駄目ですよね、そんなん。 

委員（勝元由佳子議員） 

 公文書はあれですよ、ちゃんと１０円払ってね、開示的なことで。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今後はもう全て１０円払わないと出してくれなくなるということなんですか、議員の活

動に関しては。言い方を変えたら、全員に配ってよと、全員に配ってくれるんやったらえ

えやろという話になるじゃないですか。 

 例えば、ここで委員会で質問して、こうこう、こうやったと。重要書類やと思うんで、

全員に配ってくださいとやったら、それで免除されるということなんですか。常にそうい

うのがはびこっていかへんかなという不安があるんですよ、逆手に取って。それが当たり

前になる。要は、常に今まででしたら、ここでの委員会の質疑に応じて個々に出してもら

ってた書類が、いや、もうこれは全庁的に全議員に対して交付してくださいよと言うた

ら、じゃあ１０円は払わんでいいという話になるから、それを逆手にとってみんなやれへ

んかなということなんですけど。 
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委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それ、私の場合ですけど、言われてるのはね、それは議会から議長なり委員長が議会資

料やから配ってと言われたら、ただでいいです。でも、そうじゃなくて、議会の議案に関

する資料でも、私が個人的にこの資料を見たいから頂戴とかってなったら、それは個人的

やからといって、今まで私はお金を払ってますよ、正直。 

委員（三宅良矢議員） 

 いや、その払う払えへんは別に。 

委員長（河野隆子議員） 

 休憩しましょうか。暫時休憩しますか。でも、またあれやな。そうですね。 

委員（勝元由佳子議員） 

 どうなんですかね。これは予算の話と違うから。 

委員（北村 孝議員） 

 個人の活動の資料の枚数と、我々議会での枚数と違う。だから、そういう問題が生じて

るんやろ。そういうことや。 

委員（勝元由佳子議員） 

 要はお願いしたいのは。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長、休憩を入れて。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員、いいですか。ちょっと暫時休憩します。１５時１５分に再開です。暫時休憩

しますので。 

（「午後３時０２分」休憩） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後３時１５分」再開） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 ご質疑、お受けいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 
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委員（勝元由佳子議員） 

 別の話で、総務需用費、４９ページなんかの庁舎用の庁用消耗品代２３３万、これは多

分文房具と物品ですかね。物品はここに入るんですかね。違う。多分総務でまとめて買っ

ている物品とか、これですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 その分は含んでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 これ、消耗品、文房具とかお決まりの物品関係なんですけど、単価契約してますかとい

うのを聞きたくて、確かにでも入札の結果とか見たら、単価契約、入札してないですよ

ね。してますか。入札してなかったんじゃないですか。してましたか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 コピー用紙については入札を行っているというところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それ以外は。要はコピー用紙ですけど、大体文房具品ってお決まりじゃないですか。コ

クヨのファイルとかね。そういうもので、前にちょこちょこね、随契とかするの、あかん

でという話をしたときに、まとめて買うにしても忠岡町の役場庁舎に倉庫とか置くところ

がないからというのは聞いてるんです。で、置くとこないんやったら、その都度発注され

てもいいですけど、単価契約しといたら、もうその年度なりある一定の期間はその一番安

い単価で物品発注できるんやから、別に倉庫を用意せんでもいいし、そこら辺はどういう
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ふうに発注というか、どうされてるんですかね。やっぱり随契ですか、細々と。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 先ほどコピー用紙については入札を行っているというところで申し上げましたけれど

も、ほかにコピー用紙と、あとファイルボックスというふうなところの部分を合わせてと

いうところであったと記憶してございます。ただ、細かい消耗品については入札するとい

うふうなところは行われておらずに、見積りを徴取した中で、安価なところとの随意契約

というところでの対応をしておるという状況でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 もう、たまにしか買わない物品とかは抜きにしても、やっぱりしょっちゅう要るもの

で、文房具品とかって、ある程度品目決まってくると思うんで、そういうのをひっくるめ

て全部入札とかで単価契約して、何やったら複数年度で規模を大きくして発注するとか、

あるいは業者さんに入ってもらって安く落とせるように、ここはしてくださいということ

で。何やったら長期契約というか債務負担行為してもろて、毎年でなくても複数年度にし

てもらったら単価は落ちると思うんです。どうなんですか、あまり。なかったらいいで

す。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁、いいですか。南課長、しますか。 

委員（勝元由佳子議員） 

 いいです。 

委員長（河野隆子議員） 

 いいですか。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それと、これ何と思ったのが、選挙費のところで、６４ページか、食糧費ってあるんで

すけど、これ、何ですか。単純に何のお金ですかというだけ。７４ページ。町長選挙費の

ところの需用費、食糧費。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長。 
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総務課（南 智樹課長） 

 主に各投票所等における投票管理者と立会人さんにおけるお弁当代というふうなところ

でございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 分かりました。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それやったら分かりました。ありがとうございます。 

 あと、ここに入っているんかどうか分からないんですけどね。去年の４月の、私たちが

選挙を受けた時に一式、備品というかな、何か木の街頭演説用のやつとか、一応ポールと

か全部、付属品一式いただくじゃないですか。あれ、そのまま廃棄というか、もう渡しっ

放しでしょう。すごいもったいないなと思ったんですけど、これ、町長選も同じような感

じなんですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 南課長、 

総務課（南 智樹課長） 

 同じような対応でというところで、今考えてございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今後、回収というかリサイクル、使い回しできるようにちょっと考えていってもらえた

らと思います。やっぱり実際私自身ね、ほかの方はどうか知りませんけど、もらった側も

正直困るというか、使い終わった後、困るというのもあるし、できたらお返しさせてもら

えたほうがありがたいとかいうのもあったりするんで、経費もかかることでもあります

し、そこら辺は今後、使えるように検討はしていただきたいと思います。そんなところで

すね。 

委員長（河野隆子議員） 

 答弁いいですか。 

委員（勝元由佳子議員） 

 お願いします。 
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委員長（河野隆子議員） 

 南課長、今の質問に。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

総務課（南 智樹課長） 

 お配りさせていただきますグッズの中で、再利用というようなところの部分の物品もあ

ろうかと思います。それが今後、そのようなものが次回においての、また再利用というよ

うなところでの形が合理的なものかどうかというところの対応も含めて、ちょっと今後検

討していくというところでご理解いただきたいと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委員長（河野隆子議員） 

 そしたら、私より１点だけ質疑がありますので、進行を和田副委員長に交代いたしま

す。 

（進行を和田副委員長と交代） 

副委員長（和田善臣議員） 

 それでは、進行を交代いたします。河野委員長、発言どうぞ。 

委員（河野隆子議員） 

 すみません。よろしいですか。６６ページなんです。男女共同参画の予算が出てるんで

すが、ちょうど本年度が１０年目ですね。今ちょうど住民の方にアンケートも配っていた

だいてるということで、まだ回収までは至っていないかとは思うんですが、その１０年の

計画の中で、せっかく条例も作っていただいて計画も作っていただいたんだけれども、今

の進捗状況と申しますか、どれぐらい計画を立てて目標にまでいったかとか、そういった

進捗状態ですね。それが分かればちょっと教えていただきたいんですが。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

副委員長（和田善臣議員） 

 はい、どうぞ、明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 第１次計画ということで、現在、平成３０年度について集計が終わっているところで

す。議員申されましたように、これ、７６項目別に分析して立てております。一定の結果

につきましては、下の情報閲覧コーナーあるいは人権広報課で閲覧できるような形で、従
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来どおりさせていただいております。いずれにしましても一定の結果につきましては、実

は来年予定されております第１回のいわゆる男女共同参画推進会議の中で報告し、了承を

頂きまして、それをまた改めて住民皆様にも出してまいりたいと考えてございますので、

よろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

副委員長（和田善臣議員） 

 河野委員長。 

委員（河野隆子議員） 

 前にお聞きしたときに計画の、この第１次の計画の中で、平成３２年度ということは令

和２年ですか、役所の職員の女性管理職の割合ですね。大体２０％ぐらい目標を立てたと

おっしゃっておったと思うんですけれども、その目標に対して今どういったパーセントと

いいますか、どういうふうになっていますか。ちょっとその点お聞きしたいと思うんです

が。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

副委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 これ、人事のほうでしておりますので、後ほどまたあると思うんですが、現在のところ

目標２０％という、おっしゃるとおりでして、進捗１８．６％ほどですか、平成２７年、

平成３０年、１８％ほどで推移しているということでございますので、よろしくお願いい

たします。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

副委員長（和田善臣議員） 

 河野委員長。 

委員（河野隆子議員） 

 なかなか、１８．６％ということで、目標値には達していないと。そういったことです

けれども、今度の令和２年から始まるこの第２次計画ですね、この中でやはり目標値は２

０％でいくという計画でいらっしゃるのかということと、あと、今度計画を作りますの

で、いろいろ委託料とかが載ってきていまして、それから、文化会館なんかでする講演で

すね。こういった費用は昨年と変わっているんかな。変わってないですね。予算、変わっ

てないですけど、さきに答弁で「まあるい心」ですか、そういったので人数も増えてきて

いるということですけど、やっぱりもうちょっと回数を増やしていただくと、そういった
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ことで啓発も広げていただくということが大事だと思うんで、この予算なんですけど、も

うちょっと増やしていただきたいと、その点についてはいかがでしょうか。なかなか好評

だというふうには聞いているんですけれども。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

副委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 これ、「まあるい心」を３回開催させていただいております。予算でございますが、実

質ほかの予算もございます。ただ、これ、では何回がいいのかという話もあるんですが、

そこら辺は来年度の計画と並行しまして、機運を盛り上げるという意味も含めまして考え

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

副委員長（和田善臣議員） 

 河野委員長。 

委員（河野隆子議員） 

 今まで行政だけでなくて、住民それから企業とか各種団体ね、そういったところで一緒

に取り組んでいきたいと、そういったことをおっしゃっていたんですが、その点について

はどうなんでしょうかね。ＰＴＡとかそういう女性が関わる各種機関も入ってもらうとい

うのは当然だというふうに思うんですけど、企業なんかはこれ、どういったふうに参加さ

れているんでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

副委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 男女共同参画推進会議でございますが、これ、次年度どういうふうになるかはまたこれ

からの話という部分がありまして、これはあくまで前回のという形でいきますと、企業で

すと商工会ですとか企業人権問題推進協議会というのがございます、そこの団体。あるい

は女性関係ですと更生保護の女性会ですとか婦人団体協議会、人権協会の会長さんと、あ

るいは校園長会さん、それと住民の一般公募で入られた方、今回も予定してございますの

で、そのような陣容で考えているところでございます。いずれにしましても来年度、しっ

かりとつくってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 
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 はい。 

副委員長（和田善臣議員） 

 河野委員長。 

委員（河野隆子議員） 

 この計画はいろいろ、ひとり親家庭に対する支援とか、あと就労支援とか、中身は第１

次の計画、中身は良いものもいろいろと入っていると思うんですけど、これ、担当は人権

啓発、明松次長のところだと思うんですけど、やはりそこの課だけでなくて、やっぱりい

ろんな課で吸い上げていくというのが大事だと思うんです。なので教育委員会であったり

とか、それから福祉関係ね。東部長のところであったりとか、そういったところの連携も

必要だというふうには思うんですけど、それについてはいかがでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

副委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 この計画につきましては、前回もそうなんですが、忠岡町男女共同参画推進本部、これ

は町長、教育長を含めまして、現在の部長さんでつくっている部長メンバーということ

で、その推進本部、それを各課で具体的に実行する幹事会ということで、忠岡町男女共同

参画推進本部幹事会というのを設けております。いずれも年２回といいますか、年度で２

回開催ということで、各課で含まれた問題あるいは横断的な問題、そのようなことをここ

で協議していくという形も設けてございますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

副委員長（和田善臣議員） 

 河野委員長。 

委員（河野隆子議員） 

 そうですね。やっぱり各課各課でいろんな、こうやってほしいとかこういった悩みがあ

ると、いろんな相談があるんですけど、多様になるんで、それは非常に大事なことだとい

うふうに思うんです。ぜひそれはやっていただきたいというふうに思うんですが。 

 あと、最後に女性センターですね。これ、１０年前にこの計画を作るときに、作りたい

と、そういったご答弁は当時の教育長でありましたか、頂いているんですけど、その点に

ついてはなかなかこれが全く設置できてないということが、数年たっていますので、この

女性センターについてはいかがお考えでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 
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副委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 女性センター、ずっとご質問いただいているところでございますが、なかなか、やっぱ

りセンターということですので、利用する場所、人的な予算等も厳しいものがあるという

のが役所のほうの話なんですが、ただ１点言われました文化会館の利用ということは、こ

れは教育委員会からもいろいろお答えもあったと思いますが、現在の文化会館自体が大変

予約等、講座等、輻輳している状態です。なかなかできないということで、教育委員会と

もそういう話で調整しておりますが、一定、女性センターの設置につきましても、今回の

１０年計画もございますので、また全庁的に考えてまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

副委員長（和田善臣議員） 

 河野委員長。 

委員（河野隆子議員） 

 建物をわざわざ建てる必要はないとは思うんです。ある今の既存施設でやっていただい

たらいいかなというふうには思うんですけれども、やっぱり文化会館もいっぱいというこ

とは、週休２日制と、そういったところがネックになっているというふうにも思うんで

す。で、なかなか、その設置につきましては考えていくというご答弁でありましたけど

も、造っていくと、そういった姿勢でないといけないと思うんです。それについては、本

部長は町長と教育長がいらっしゃるということで、ちょっとその点については町長よりご

答弁お願いしてよろしいですか。女性センターの設置についてですね。明松さん、はい。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

副委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 女性センターの設置ということで、これはいずれにしましても令和２年度、もう目の前

に迫ってございます第２次計画の推進計画の中で、それぞれ推進会議できますので、その

中で一たんちょっと過去の経過も踏まえまして、一定意見を頂いた中で、それをもちまし

てまた一定の方向というものを出していきたいと思いますので、現状は今までどおりのご

回答ということでちょっとお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 
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副委員長（和田善臣議員） 

 河野委員長。 

委員（河野隆子議員） 

 ぜひ、考えていくと、検討していくと、もうそういった時点ではないというふうに思い

ますので、これはぜひ実施に向けてしていただきたいというふうに思いますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいのと、女性のね、男性の方もそうですけれども、男性、女性、いろん

な広く意見を聞いていただいて計画を作って、それがちゃんと進むように、そういった計

画を作っていただくことを頼んでおきます。よろしいでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

副委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 ご意見として賜っておきますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。 

委員（河野隆子議員） 

 ありがとうございます。 

副委員長（和田善臣議員） 

 明松次長、これね、女性センターだったらちょっと大き過ぎるんやな、規模が。向こう

のあれでは無理や。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 名前ですので、規模はいろいろあると思うんですが、それも含めてセンターという名前

がどういうものであるかというのは、いろいろあると思います。 

副委員長（和田善臣議員） 

 それでは、また進行役を河野委員長と交代しますので、よろしくお願いいたします。 

（進行を河野委員長と交代） 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（河野隆子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 

委員長（河野隆子議員） 

 次に、７７ページから９３ページまでの第３款 民生費につきまして、担当課の説明を

求めます。 

（各担当課長：説明） 
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委員長（河野隆子議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 予算書の７９ページ、負担金補助金関係のところなんです。補助金なんですけどね、各

種団体補助金、出されてるんですけど、どれがどうということではなくて、一応補助金を

出した後、何か報告とか、使途について書類とか徴収しているか、確認しているかだけ確

認したいんですけど、お願いします。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 各種団体の補助金につきましては、各種団体において総会等を開いておりまして、決算

書等を提出、事業報告決算書等を提出していただいております。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 じゃあ一定、忠岡町から渡した補助金がどういうふうに使われているかという使途は確

認されているということでいいんですね。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 
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 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ありがとうございます。あと、その補助金の中で、ついでにシルバー人材センターがあ

るんですけど、この事業は別にどうということではなくて、ちょっと時々聞く話という

か、私も実際見たことあるんですけど、町が町の仕事とかで委託でシルバー人材センター

に委託している業務とかあると思うんですけど、要はこのシルバー人材センターが町職員

の天下り先になっているんじゃないかという問題なんです。よく町がシルバー人材センタ

ーに委託している業務の、実際にじゃあ来られている職員さんというんですかね、派遣さ

れている方で、やっぱり府の職員のＯＢの方がおったりとかするんでね、人選のところで

きちんと公平にシルバーの方においでいただいているのか、それともどこかで何かね、ど

う言ったらいいんかな、特定の選抜というんですかね、そういうのがかかって選ばれてい

るかとか、そこら辺やっぱりちょっと疑義というか、住民さんから見てもどうなんていう

ところが、私も聞くところがあるんです。そこら辺、どうですかね。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 シルバー人材センターから派遣されている方ですけれども、賃金的には最低賃金レベル

の作業をしておりますので、天下りとかそういう感覚は私は持っておりません。ただ、人

の派遣になりますので、仕事の依頼がありまして、当然それに見合う方がいてなかったら

事務局のほうでいろいろ人の探りというんですかね、どういった方がいてるかというので

当たって、なかったときに、やっぱり自分の以前一緒に働いていた者に声を掛けたりと

か、そういった場合はございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 意図的でないにしろ、忠岡って狭いでしょう。やっぱり私も議員になってから実際聞い

てびっくりすること多いんですけど、結構、町内の知り合いによく会うというんですか

ね、顔さすのもすごい嫌がる方、やっぱり多いんですよね。そういうのを考えると、やっ

ぱり行政ね、来てもらわないといけないとか、本当に行政の窓口というか、必要な方が窓

口に来るのをちょっと遠慮してしまうとかいうのがあっては、それは本末転倒なんで、も

し賃金的に変わらないんやったら、例えばハローワークに出すとか、別にシルバー人材セ

ンターにこだわらなくてもいいという部分があるんであれば、地域性も考えていただい

て、住民さんもプライバシー云々のところで気にせんでも役場、行政を利用してもらいや
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すい環境にはしていってほしいというのを、これはお願いで言っておきます。 

 一応、答弁はもういいです。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ８３ページなんですけれども、社会福祉士の扶助費ということで、上から５行目の児童

発達支援事業費というのが、来年度は１億５，０００万、１億６，０００万近く上がって

おります。昨年は１億円近く上がっていたんですけれども、今年度に関しましてはそれプ

ラス約５，０００万円以上上がっておりまして、で、障がい児の認定というのもかなり、

最近発達障がいの方も増えておりまして、その方が利用されるというのは放課後等デイサ

ービスの利用ということで、その支援の事業費ということで高額になっていると思いま

す。放課後等デイサービスというのは、いろんな事業者があるんですけども、今のところ

届出のみで開設ができるということで、この事業の中身、やっている中身というのはなか

なか内容まではきちんと把握されないまま事業所を開いて利用されているということなん

ですけども、忠岡町の中では広域の５市１町の中でそういう事業、確認なり届出事業とか

も委託されているとは思うんですけども、忠岡町独自としてそういう放課後等デイサービ

スの利用状況も含めて利用内容、そこでやっている事業所がどういうことをやっているか

と、把握ってされておりますでしょうか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 放課後等デイサービスなんですけども、町内４カ所ございまして、放課後等デイサービ

スの届出自身は大阪府に届け出することになっております。本町にある事業所については

放課後等デイサービスがどのようなものかということで、担当者の者が今年度、２カ所で

すかね、ちょっと話を聞くという中で施設の見学等をさせていただいたという経過があり

ます。 

 以上です。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 その２カ所、見学されたということなんですけども、何か感想というか、そういうのは

何か感じたことというのは聞かれてますか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 そうですね。行かれたとき、利用者さんもまだ少なくてという感じでちょっと、放課後

等デイサービス、いろんな内容がございまして、習い事とか学習支援だとかという、そう

いったことをやっていましたというふうな報告を担当のほうから受けました。 

 以上です。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ちょっとこの事業費なんですけども、障がい児に対して手厚い支援ということで事業、

国も府も頂いている分だとは思うんですけども、やはりいろんなニュースとかで、こうい

うことを悪用して営利に走ったりしている事業者もあると聞きます。忠岡町としては箇所

は少ないんですけども、２カ所ということで、今後も、これからは国のほうもそういう制

度も改めて、ちゃんとした届出制とか役所による行政の確認とかって入るとは思うんです

けども、もし仮に忠岡町でもそういう新しい事業者が、認可は大阪府になるとは思うんで

すけども、見受けられた場合どのような形で府のほうに報告するかという経路を教えてく

ださい。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 まず届け出につきましては、今年度も１件あったんですけど、また新しくできる事業所

がある場合には、大阪府は市町村の意見を聞くということを今しております。本町におき

ましても大阪府が、本町が何か言うたからって、その設置に影響がないものと思うんです
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けども、市町村の意見として聞きたいということで報告はさせていただいております。ま

た、事業所内で起こった例えば事故とか、そういったことがあればきちっと大阪府に報告

させていただいて、事業所にもきちんと大阪府に報告するとか、当然設置場所の市町村に

も言うようにという働きかけはしていきたいと思っております。 

 以上です。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 個々の放課後デイサービスが、全てが悪いところではなくて、本当に障がい児に対して

様々な療育、先ほどの学習支援もありますし運動支援とかもあります。本当にいいところ

はそういう形でしていって継続していただきたいと思いますけども、昨今支援学級の人数

も増えてきております。やはり支援学級の人数が増えるということは、こういうサービス

を利用する方も多くなるということなので、忠岡町としても今後、そういう障がい児に対

してできるだけ早い段階で、早いというか社会、その場の環境に慣れていただくような形

で支援の協力というか、していただきたいと思います。 

 答弁は結構です。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 予算書の８９ページの子ども食堂開設運営費補助金なんですけど、これ２７万円で、ち

ょっと安いと思ったんですけど、実際、去年の実績とかでもいいんですけど、どの程度使

われているというか、開設している件数というんですかね。どういう実績か、ちょっと分

かれば教えていただきたいんですけど。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 ３０年度は決算額が１３万８，０００円となっておりまして、運営経費として月に１万

円、１２万円の支出をしているところでございます。予算につきましては、新規で開設し

ていただける団体がある場合は、準備費用として３万円を１団体分計上しているところ

で、運営経費につきましては月１万円の１２万円が２団体という形で、２４万円で合計２

７万円の予算計上をしているところでございます。 
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委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今、新たに新設というか開設されようという方に補助していますということやったんで

すけど、額的にそれを補助を受けて、じゃ、やろうかという方というんですかね。それを

当てにというか見込みで、じゃあ子ども食堂をやりましょうかという起爆剤というんです

かね。それに額的になるんかなって、ふと普通に思ったんですけど、結構要望というか需

要というか、そこは高いんですか。その助成そのものを頼りに子ども食堂をされる方とい

うのがおられるかなんですけど。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 今のところ新たにということでのお話は頂いているところはございません。今後、要望

がありましたら、忠岡地区にないので、その地区でどなたかが同じような形でボランティ

アでやっていただけるということがありましたら、また協議して検討していきたいなとい

うところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今、忠岡地区にないとおっしゃったんですけど、忠岡地区というのはどこですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長、すみません。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 東忠岡校区で今、サンルームでやっていただいているのと、忠岡校区というたらいいん

ですかね、下の地域で、忠岡小学校区というんですかね、で行っていただける団体がござ

いましたら、今後協議して検討してまいりたいと考えているところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 
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 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 じゃ、今忠岡小学校区、下の地域はゼロということですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 今のところ１団体でやっている状況ですので、忠岡小学校区ではやっていただいている

団体はございません。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 このやっぱり地域のね。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 お子さんは来られてますけども、地区でやっていただいている団体はないということで

ございます。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいま忠岡町内で１カ所、子ども食堂を行っておりますので、町内の子どもたちは全

てそちらを利用していただいているという状況でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今おっしゃってる１施設って、下のサンルームですよね。今後、町としては子ども食堂

を増やしていきたいと思われているんですか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい、増やしていきたいとは思っております。 

委員（勝元由佳子議員） 

 やったらね、私は自分で子どもいてないから、あまり言うのはあれですけど、やっぱり

もうちょっと、それやったらその地域の子どものための食堂ということなんで、もうちょ

っと積極的に子ども食堂をやっていただける方が出てくるような施策をしてほしいと。こ

れ、もし補助金やるんやったらもうちょっと金額を上げてもいいんじゃないかと思うん

で、それは今後、予算の取り方は検討していただきたいということでお願いしておきま

す。これは答弁。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

委員（勝元由佳子議員） 

 いいです、要望でということで。 

委員長（河野隆子議員） 

 続けてどうぞ。 

委員（勝元由佳子議員） 

 もう１個ね、その下の先天性代謝異常症の食事療養費の助成なんですけど、すみませ

ん、これにちなんでですけど、忠岡町で同じように食べ物に起因する疾患ということで、

食物アレルギーの関係の施策というか、一応教育のほうもざあっと見たんですけど、私が

見落としているんか分からないんですけど、何かあまりなかったような気がするんです。

もし民生費じゃなくて教育のほうですというんやったら、それはそれでお答えいただいた

ら結構なんですけど、そういう子どもの食事に起因する疾患ですよね。そういう対策とい

うんですかね、助成金も含めて、ある、やっている、それか民生費以外でやっているんで

すか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 今回、この子どもの食事の関係の分、初めて上げさせていただいた状態で、ほかには特

にはございません。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 
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委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 じゃあ、この先天異常の食事療法も、今回新規の予算ということですか。今後、先天異

常の子の食事療法ですけど、食物アレルギーのお子さんって多いと思うんですけど、そっ

ちのほうも拡充はしていかれるかどうか、お聞きしたいです。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 議員お尋ねの食物アレルギーであるとかいうのは、私ども学校教育でありますと、もち

ろん就学前でもそうですが、給食という部分で非常にそういう部分で注意を、配慮を要す

る部分でございます。当然ながら除去食というふうな対応で、我々は現場の給食実施に対

してはそういうふうな部分を過去も、また今後もしていく予定でございます。ですから、

我々の範囲の中で、予算が付いてませんけども、対応という形で除去食対応を既にさせて

いただいておりますので、よろしくお願いをいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 アレルギーのほうは多分、今教育長がおっしゃっていただいたんで、給食の中でという

か、学校の食事の中でも対応されていると思うんで、それはじゃあ引き続き、予算書の中

に上がってなくてもやっていただけたらと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 １点だけ。９３ページの児童遊園費なんですけど、昨年の予算のときに２００万、予算

やったと思うんです。それで、これから毎年これぐらいかけていくんですって、忠岡の遊

園関係を充実させていきたいですというような回答やった思うんですけど、いきなり７

５％引きになってるんですけど、これはなぜなんでしょうか。どのような経緯か、お答え

ください。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 
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健康こども課（谷野彰俊課長） 

 今年度、２００万の予算を付けていただいております。実際、今年度行った事業につき

ましては、かなり長く整備していない部分、修繕等をして工事とかしていない部分につき

まして、子どもさんが危険であるという部分について、３カ所というか３種類といいます

か、まずフェンスの破れている部分であるとかフレームが曲がっている部分であるとか、

そういう形のことを行うという部分と、滑り台の上り切った部分の滑り下りるところに、

お子さんの頭部が挟まるんじゃないかなということの部分の修繕工事、あとベンチが数カ

所、ちょっと木製のベンチでいえばささくれが出ている部分で、プラスチック製のベンチ

ではちょっと割れていたりして、お子さんとか利用者がけがするような部分につきまして

行うという形のことをしております。 

 来年度以降につきましても、同じように耐用年数が超えている部分の遊具がございます

けども、そういう部分について修繕工事を行っていくという形の予算という形で５０万円

を計上していただいているというところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 僕の質問の要旨は、去年そのように回答されたのに、今年１５０万引かれて、５０万し

か執行されないのはなぜなんですかということです。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 新たな遊具の設置という形にはなかなかちょっと、予算的には２００万でも難しい部分

がございます。例えば滑り台を取り払って、新たな滑り台を造るという部分につきまして

もかなり高額な費用が出てまいりますので、新たな部分の設置という形ではなく、今後か

なり古い遊具がございますので、修繕工事という形での予算という形で、財政課と協議し

て予算を計上していただいたところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 
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 ですので、毎年これぐらいかけていくと言うた去年のあの考え方というのはどこへいっ

たんですかという話です。それだけです。一言何か頂いて。要はもうあれは、それはただ

のスローガンでしたと、実際やりませんという話なのか。いや、それこそ、だって要望が

あれば、こちらだって、あと１５０万の予算があれば、毎年これをやっていくというんや

ったら、やってほしいところってありますよ、実際。お願いできるんやったら。それを７

５％引きにされるということはどうなのかなというのが。予算、財政の関係上でもう減ら

しました、以上ですというんやったら、それはそれで回答やと思うんですけど、どのよう

な。何らかのコメントを頂きたいんですけど。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 財政的には当初予算という形で、こうやって上がってみれば何とか出来上がったなとい

う状態なんですけれども、当初予算要望的には大変いろいろな歳出項目がなかなか増額と

いう形で出てまいったというところで、細かい部分として各課にご協力いただいて何とか

予算を成立させているという状況でございます。 

 その中で、なかなか原課さんのほうとしてはやっていきたいという思いは我々よくよく

聞いてございます。その中で、どうしても譲っていただかないと予算成立していかないと

いう部分で、細かな部分として原課の要望どおり予算成立をさせていただけなかった項目

というのが多々多々ございます。その中の１つという形で原課さんのほうにはちょっとご

協力いただいてるということでご理解いただけたらなというふうに考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 もういいですけど、去年そう断言されたのに、今年いきなりこれかというのがあるだけ

で、去年この委員会のときに言われたのが、僕、記録として残しているんで、手元に。そ

れで、７５％引きが次の年にやってきましたというのは、これ何でなんだろうという。要

は去年そこまで言いはったのに今年はこれかなというのが、すごい腑には落ちないだけの

話です。 

 減らしやすいといえば減らしやすい項目かもしれません。修繕だけなので。ただ、例え

ば泉大津市さんですとやっぱり今、公園の整備、再開発で大々的に進めてはるのも事実じ

ゃないですか。やっぱりそういった意味では隣市と比べられるということもあるし、忠岡
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独自でのやっぱり魅力のある取り組みの公園整備というのも進めていただきたいというの

も、これはやっぱり要望としてあります。ことしはもう５０万ということであるんですけ

ど、来年度からはそういった意味では、別に隣の市と競争せえというわけではないんです

けど、忠岡町は忠岡町なりのこういうメソッド、考え方に基づいて児童遊園等の整備をこ

うやっていきますというふうなのを見せていただきたいなと思うので、ぜひともそういう

ことだけご理解ください。よろしいでしょうか。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 すみません、来年等々、また当初予算の段階になりましたら我々、今年と同じような苦

労をするんかなというふうには考えております。その中でそういったご要望というのを、

どのぐらい実現できるかはそのときの状況によって多々多々変わってこようと思うんです

けれども、考慮した上で策定していきたいというふうに考えております。よろしくお願い

いたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 以上です、結構です。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ７９ページの、先ほどもお話に出たんですけど、負担金補助及び交付金の中で、先ほど

の説明でもありましたけど、社協の補助金が前年度より１，６００万円付いているという

ことなんですけれども、これ、付いている理由を教えてください。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 社協の補助金につきましては、平成３０年と３１年度につきましては社協の地域福祉基

金を活用していただきまして、年間１，５００万円ずつ取り崩していただいておりました

ので、それがもう今年度はないということで、約１，５００万程度補助金が上がっている

状況でございます。 
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委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 社協の地域福祉基金ですか、それがもうなくなったということで、今回この金額という

のが今後、通年で補助金として補助されるということでよろしいですか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 はい、そのようなことになると思います。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 何でこんなことを言うのかというと、社協の中でボランティアセンターというやつがあ

ると思うんですけども、なかなかこれはもう、かなり前からですけど、ボランティアセン

ターがちゃんと運用されてないというご意見が、かなり多くの方から言われております。

別に社協の仕事がボランティアの仕事だけではないとは思うんですけども、やっぱりおと

としの台風の災害のときでも、ボランティアセンターの中でちょっとでもボランティアの

方が災害ごみとかそういうのを手伝っていただいたら、かなり住民も楽になったと思いま

す。そういうときに対して受入れ体制ができてないということで、それはせっかくボラン

ティアセンターという名前があるのに全然活用されてないということで、それやったらそ

んなにお金、要らんのと違うかという話も出てきております。今後、社協に対してもうち

ょっとボランティアセンターを、今後どのようにして活用していくかという、何か指導と

かそういうのはされたりはしてると思うんですけども、またその辺のお考えをお聞かせく

ださい。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 



107 

 

 ボランティアの活動、議員さんおっしゃられたように、あまり活発ではないというとこ

ろも私ども認識しておりますので、その辺いろいろボランティアをしたいという人、また

受けたいという人もいらっしゃるんで、その辺、十分声を聞けるように、また何か新たな

方法を考えていきたいと思っております。また、社協だけに任せるんじゃなくて、こちら

としてもどういった方法があるか、いろいろ検討し、社協と一緒になって探っていきたい

と思っております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 町としてもそういう形でおっしゃっていただけるんであれば、町と社協と一体化で一体

になって、ボランティア活動だけではないんですけども、地域の福祉活動を進めていって

いただきたいと思います。 

 一たん終わります。 

委員（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、先ほどの社協の補助金に併せて、今説明があったんですけど、基金を取り

崩して戻しましたということなんですけど、それを見ても平成２９年、８年から比べて約

４２０万から５０万ぐらい上がってるんです、今回見たときが。この理由は何でなんでし

ょうか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 一応、職員の１名の増があったのが主な原因になります。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 職員１人が増員されて、その方は一体何をされてる、何をメインにされる方なんです

か。一体どのような効果を狙って職員増をされたんでしょうか、お答えください。 
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 そんなに答えられへん話なんですか。よう似たようなこと、前も聞いたと思うんです。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 この当初予算のときですけれども、一応人数は６名で計上させていただいております

が、今１名退職しましたので、新年度におきましては５名体制で運営していくことになり

ます。ですので、今計上しているのは３，７１７万円でございますが、実質は５名体制で

いくことになりますので、その分の減額というんですかね、補助金の支出自体は減ること

になります。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません。ちょっとよう分からないです。１人減るから、その予算で来ていて、何で

４３０万増えるんですか。聞きたいのは、じゃあ平成２９年との比較でということなんで

すけど、平成２９年が職員１人少なくて、今年１人、間に２人ぐらい増えて１人減ったと

いうことですか。すみません、そこは。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 当初予算編成のときには６名体制でということで、補助金の申請がございましたが、そ

れ以降、予算編成が終わってから職員の１名減がありましたので、新年度になってからは

一応５名体制で動くことになりますので、今、補助金の予算上は３，７００万程度ですか

ね、上がっておりますが、１名分の分は減額される予定でございます。最終的には、実績

においては５名体制の職員でいくことになりますので、１名の減という形で考えてもらっ

たら結構やと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ということは、平成２９年は５人体制やったということですか。ということですよね。

聞きたいのは計算上。だから、平成２９年が３，２８４万３，０００円やったと思うんで

す、予算が。今年が３，７１７万円やと思うんですよ。約４３０万、上がってるんです。
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今年が、今年の予算取りが６人体制で予算取り３，７００万で、それが５人体制となった

ら軒並みそれぐらい減らされるということは、平成２９年にさかのぼれば４３０万円、こ

のときの予算取りは５人体制であったということでよろしいんですね。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 そのときは、非常勤職員が退職に伴いまして正規職員を採用しております。その差額分

が。 

委員（三宅良矢議員） 

 何人から何人。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 非正規の職員が１名退職した代わりに、正規職員を１名採用しております。その入れ替

えのときに人件費の増があったということになります。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 じゃあトータル、その年の６名というのは、５名なんですか。その年の職員は５名とい

うことなんですね。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 そうです。 

委員長（河野隆子議員） 

 ５名ですか。 

委員（三宅良矢議員） 

 言い直します。平成２９年度の予算取りの当初においては、５人職員がおって、うち１

人が非正規やったんですけど、正職が代わりに入ってきたということでいいんですね。そ

の正規と非正規の間の賃金差額が４３０万円ということでいいですね。大体。 

委員長（河野隆子議員） 
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 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 大体そういう形になります。 

委員（三宅良矢議員） 

 そんなに。まあいいです。分かりました。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか、三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ８４ページなんですけれども、第４目の社会福祉施設費なんですけど、この中で施設管

理費として、総合福祉センターの運営管理委託料として８８０万上がっております。で、

現在の福祉センターの利用状況というのはどのようになってますか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 現在、福祉センターの利用状況は、平均しまして１日当たり５０名前後になります。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 それは２階の部分で、例えば３階とかで体育館とかございますよね。その辺の利用者数

とかの内訳とかは分からないですか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 そうですね。その辺の内訳はちょっと分かりません。ふだんは平日というか何もなけれ

ば２階部分になるんですけれども、季節ごとにいろんな催し事を、社会福祉協議会さんの
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ほうがやってくれてますので、その辺の部分も含めての人数にはなろうかと思うんですけ

れども、ちょっとその辺のカウント状況がまだつかめておりませんので、申し訳ございま

せん。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 それをちょっとお伺いしたのは、福祉センターというのは月曜日から金曜日ですかね。

平日開いておりますので、平日に使う方にとっては全然すぐに使えるんですけども、例え

ば土・日休みの方というのはなかなか福祉センターの利用というのはできない状況であり

ます。併せて、文化会館のほうも、先ほどもクラブがいっぱいということでおっしゃって

いたんで、なかなか町としてのその施設、何か使いたいときにどこも開いてないというこ

ともいろいろあると思います。そんな中、他の市町村とかでは週２回の休みというよりも

週１回休みにして、例えば土曜日とか日曜日とか、そういう日にもっと利用者を増やして

もらうという形で貸し館業務とか行っております。忠岡町ではそういう貸し館業務という

のは考えていただけないでしょうか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 今のところ貸し館業務については考えておりません。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 やっぱり費用もかかるものなので、なかなか土曜日、日曜日、どちらか開くというの

も、今の財政状況では難しいかもしれませんけど、やっぱり住民の方がいつでも使えると

ころの立場の施設があれば、またもっと住民福祉としては向上していくかなと思います。

その辺、１日開くことによってまた利用者も増えて、それでいろんな地域の交流とかも増

えると思いますので、こういう文化会館もそうですけど、福祉センターの、空いてるんで

あれば、ちょっと１日多く開けていただいて、地域の人の交流とかいろんな場面で使って

いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 
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委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他にご質疑。和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 今、泉元課長のご答弁では１日に５０人の利用ですよね。で、このここの管理運営委託

料というんですかね、指定管理をやってますよね。ここのあれについて管理料は幾らでし

たかね。約１，０００万ぐらいやったかな。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 ８４ページの総合福祉センター運営管理委託料、これは福祉センターの電気代であると

か光熱水費、それと清掃とかの分の費用になります。一応、人の管理の分については社協

の補助金ということで、ちょっと今分別しているところでございます。ですので、実質的

には維持管理経費と言うたらいいんですかね、がこの運営管理委託料になっております。 

委員（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 そしたら、この８４ページにある総合福祉センター運営管理委託料というのは、ほとん

ど光熱水費であると。ほか、あと掃除とかそんなんが入ってくるんかな。そういったもの

ですかね。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 そのとおりです。 

委員（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 
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 であれば、やはり５０人の利用に対して、ちょっとあまりにもこの管理委託料、もった

いない。別途、事業に対する補助もしてるんでしょう、人的補助も。その中で、わずか１

日５０名の利用でそれだけ使うのはちょっともったいない気がしてるんです。で、他の福

祉以外には貸さないというご返事でしたが、やはり他のものの利用もある程度枠を広げな

あかんのと違うかなと。文化会館があれだけタイトに活動してるんで、その部分をやっぱ

り一般の人も使えるようにしていただきたい。これは総合福祉センターですので、老人福

祉センターじゃないです。総合福祉センターでいる限りやはり町民の福祉のために使うべ

きであると、そのように考えますが、いかがでしょうか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 先ほど申し上げたのは、条例では貸し館業務はしてませんので、明記されていないとこ

ろで申し上げました。ただ、施設利用につきましては、６０歳以上の高齢者の方、あと障

がい者であるとか各種団体の方になっております。その方の利用の便というんですかね、

を図るために、我々も財政健全化のために土曜日を閉館している状況なんですけれども、

財政状況がどのように好転したら開けれるんかどうかはちょっと私ども分かりませんけれ

ども、そういうことも日々考えながら運営しているところでございます。よろしくお願い

いたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 やっぱりこれ、福祉バスの運用もありますよね。あの運転管理ですね。その意味ではや

はりちょっと利用者の割にお金を使い過ぎてると。これも私だけじゃなしに、今はもうど

こからでもこの会計報告、見れますのでね。そういった声も私のほうに届いてるんです、

正直。そういったことで、ちょっとお考え願いたい。というのは、お考え願いたいという

のは、他のものも使えるという意味でね。これは町長が認めた場合はいけるというような

逃げ道もありますんで、町長が認めてくれたらそれで済みます。その辺よろしくお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員長（河野隆子議員） 

 これは町長ですか。 

委員（和田善臣議員） 

 どちらでも答えられるところで結構です。 

委員長（河野隆子議員） 
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 よろしいですか。東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 今、泉元課長が申し上げました福祉センターの利用なんですけれども、実際、福祉セン

ター業務として利用されている方はこの人数で、あとこれ以外に、少ないですけど、ボラ

ンティアセンターで来られる方、あるいはＣＳＷの福祉の相談ですとか貸付金の相談です

とか等々で福祉センターに来館される方はいらっしゃいますので、５０人限りというわけ

ではございません。 

 福祉センターの利活用につきましては、今後、私どもも力を入れて活用していけるよう

に努力はしたいと思いますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

委員（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 今、東部長がお答えくださったんですけれども、ＣＳＷなんかはやっぱり準職員みたい

なものですよね、利用者というよりも。 

委員長（河野隆子議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 準職員というのはどういう。 

委員（和田善臣議員） 

 やっぱり相談を受けたりする人でしょう、ＣＳＷなんかはね。そういうのは利用には入

れへんのでは。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 いえ、専属の職員がいろんな相談業務と、あるいは役所への手続ですとか資金の管理で

すとか等々、そういうことも実際行っておりますので、準職員というわけではございませ

ん。正職員が。 

委員（和田善臣議員） 

 準というのは職員に準じるという意味やで。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 準ずるですね。職員に対してそこに相談に来られる方がいらっしゃいますので。 

委員（和田善臣議員） 

 職員に。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。それはもうかなり忙しい状況にあるというふうには聞いております。 
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委員（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 それは、相談に来られる方はカウントには入ってないということですね。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい、こちらのカウントには入っておりません。 

委員（和田善臣議員） 

 ５０名の中に入ってないということですね。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい、そうです。 

委員（和田善臣議員） 

 苦しい言い訳やな。これはほんまにね、前からちょっと思っておったんですが、今だっ

たら、令和元年はまだ分からへんか。３０年度の会計報告、出てましたよね。ここの純資

産というのは幾らぐらい上がってます。バランスシートで。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ５，０００万程度だったと思います。 

委員（和田善臣議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 ５，０００万、純資産があるという中で、やはりまだ人件費に対する補助、今三宅さん

ちょっと質問してあったけども、まだ補助を出す必要があるんかどうか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 町の補助金といたしましては、人件費の部分は見ていくというところで、現在進んでお
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るところでございますので、今後も委託すべきものについては委託して、そこで事業費で

すか、委託料で人件費を出して、なおかつ足りない分については町の補助金として出して

いく方向にはございます。 

委員（和田善臣議員） 

 いいですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい、和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 純資産が５，０００万あるというところですんで、今年１年ぐらいはまだ前の金額でえ

えんじゃないかと、三宅さんが質問したように、そのレベルでいいんじゃないかと僕は感

じたんですけども、これはもう答弁、結構です。あまり苦しめるつもりはないんで。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ８５ページからなんですけども、第５目の老人医療助成費で第７目、重度障がい者医療

費と、第８目ですか、ひとり親家庭医療費、こちらなんですけれども、府の支出金として

それぞれ上がっていると思います。ただちょっと話を聞くところ、来年度、府の制度が変

わって、ちょっと制度の利用が悪くなるというのはお伺いしているんですけども、何かそ

ういった情報というのは入られてますか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 ただいまのご質問で、まず老人医療助成費に関して説明いたしますと、令和２年度末で

もって老人医療制度は廃止されることになってございます。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 すみません、よろしいですか、委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 
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 ひとり親家庭医療の助成につきましては、現行と変わるところはございません。 

委員長（河野隆子議員） 

 変わらないということですね。あと重度障がい者医療費ですね。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 重度障がい者医療なんですけども、一応今、大阪府のほうで検討している事項がござい

まして、精神障がい者の方の１級の方の入院について補助をするという、今話が出ており

ます。令和３年から、４月からになるのか何月になるのかというのは今のところ検討して

いる最中かと思うんですけども、その分が新たにできるというお話を聞いております。 

 以上です。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 先ほどのご答弁でしたら、特に５番の老人医療助成費というのが来年度末で廃止という

ことで、ここにかかってる費用というのが、今年度でいったら２億９，０００万かかって

おります。そのうち府のほうが、ここの財源で見たら約５，０００万弱入っておりますけ

ども、この５，０００万弱が府のほうで入ってこないとなると、町のほうではどのような

影響がありますでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 すみません、ただいま二家本委員がおっしゃいました２億９，０００万という金額です

けども、このほとんどが２７節の後期高齢者医療に対する繰出金、これが約９５％ほど占

めてございます。残りの約５％に相当する部分の中で扶助費の９２０万４，０００円、老

人医療費の扶助費というのがございます。これの分の約半分、ちょうど半分ではないんで

すけども、歳入の３３ページのところで府支出金の老人医療費の補助金という形で入って

くるという形になってございますので、老人医療費、老人医療助成制度が廃止になること

によっての影響を受ける部分につきましては、主にこの部分になってきます。 
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委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうですね。私もよく見てなかったんで、じゃあ、そうしましたらその１９節の扶助費

のほうの分が実際の影響かかってくるということで、それの府の補助金ですか、４５０万

ぐらいが令和２年度からは入ってくるんですけど、令和３年度からは全くこれが入ってこ

ないという形でよろしいんですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 ただ、３月末で老人医療費制度が廃止になりますけども、その計算をする期間が２月診

療か１月診療やったかな、の期間での制度ということになっておりますので、令和３年度

になって急にゼロになるわけではなく、まだ２カ月か３カ月分ぐらいの扶助費というのが

発生することになりますので、恐らく完全にこれがなくなるのは、令和４年度になると完

全になくなるのかなというふうには思っております。いずれにしても金額的には、もし来

年度、予算を組むとしても、かなりこれの４分の１とか５分の１とか、規模はかなり小さ

い金額にはなるというふうに考えてございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、先ほど予算規模としたら４分の１から５分の１程度とおっしゃってま

したけども、そしたら現行、重度の障がい者というのは重度障がい者医療費のほうに組み

込まれるということですかね。それ以外の方は、この老人医療で受けられている方はもう

その補助金が少なくなって、受けられないということですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 
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 もう既に老人医療費助成の中で重度障がい者要件の方につきましては、平成３０年の８

月の段階で重度障がい者医療制度のほうに移行されておりますので、今議員がおっしゃっ

ている分の影響につきましては影響はもうないものというふうに、老人医療のほうでの影

響はないものというふうに。ですので、重度障がい者医療制度のほうにもう既に移行され

る方につきましては、もう既に移行済みでございますので、これは完全にもう今経過措置

ということで、資格を継続されている方が令和３年の３月でもう資格がなくなってしまう

ということになってございます。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、その資格がなくなる方に関して、その分当然助成を受けれないという

ことなので、町としてこの不足分をちょっと補うという形の予算付けとかはする予定はあ

りますでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 これは大阪府と市町村の制度でございます。ただ、この老人医療費助成に係る分につき

ましては、本町としましては今のところ、令和３年４月移行について忠岡町単独で何かを

していくということについては、今のところ考えてございません。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、この医療費助成を受けられている方というのは、今後、高い医療費と

かをそのまま現行の、現行というか国の制度とか府の制度の分でお金を払ってもらうとい

うことになるということですよね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 
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保険課（大谷貴利課長） 

 今、老人医療費助成制度で資格をお持ちの方の７割ぐらいの方が、難病の認定を受けて

いる方でございます。そういった方についてはその特定の疾病に対して、その方の所得に

応じて月額２，５００円であったり５，０００円であったりという部分までの負担はして

いただいて、残りの分については公費で賄ってもらうというふうな元の制度がございます

ので、その制度自体は引き続き残ります。引き続き残っていきますので、もともとこの福

祉医療費制度の一番なぜこういうふうに改正をしたかという、一番大きな趣旨は、必要な

医療を受ける方に対して手厚くしていくというふうなことが最初の議論の始まりだったと

いうふうに聞いておりますので、今言いましたように既に国の助成等を受けている方につ

きましては、その部分はフォローされているものというふうに認識しております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、先ほど７割の方が難病のほうで助成を受けられているということなん

ですけども、そしたらその３割の方については、今のところは代わるようなサービスを受

けられないということでよろしいんですね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 すみません、残りの方につきましては自立支援医療制度の資格を持っている方でござい

ますので、この方につきましても所得等に応じて一定の、府からの助成制度がございま

す。その分に関しましては難病指定のほうと同等のことになるのかなというふうに考えて

ございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。今後、この制度についてもうちょっと勉強していきたいと思いますの

で、また何かあったらよろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 



121 

 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 村田課長、えらい遠いところに行ったな。村田課長にちょっとお聞きしたいんですが、

これ確認ですわ。各種団体に交付する町補助金ですね。これは当該年度の始まる年の１月

１５日までに事業計画書等を添えて交付申請書を提出するということに間違いなかったで

すかね。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 補助金の交付申請の手続につきましては、原課のほうで要綱等、個別に定めておるもの

というふうに認識いたしております。今、議員仰せの分でございますけれども、我々のほ

うにつきましては補助金の交付申請の中身等々について、細かな部分ということでは、申

し訳ないんですけど、全体を把握しているわけではございませんので、ご了解いただきた

いと思っております。 

委員（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 補助金を交付するということは、やはりこういう事業をしますよ、うちの内容はこんな

んですよ、そういうのが分かってこそ交付決定できるんであってね、何もなしに、私とこ

１００万円頂戴、１５０万頂戴と言って出すわけじゃないですよね。やっぱり計画なり出

さんと補助金というのは受けられないと思うんですが。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 すみません、当然、交付補助金というのは、おっしゃっていただいているとおり何の書

類もなく補助金を出しますというものではないというふうには認識いたしております。た

だ、それについては原課のほうで適正なる審査等々が行われた上で我々のほうに予算要求

されているものというふうに認識いたしておりますので、ご了解のほどよろしくお願いい

たします。 
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委員（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 そしたら僕の勘違いかも分かれへんけどね、やっぱり１月の中ごろまでに出してもらわ

んと、予算を組むに際して正確な額というのははじき出せないですよね。その団体の活動

内容、あるいは去年の実績、そういったものを把握しないと出せないですよね。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 すみません、その１月云々というのはよく分からないんですけれども、我々、予算査定

が始まるのが１０月過ぎて１１月ぐらいからヒアリングを実施します。その時期から予算

要望は始まっておりますので、実際出来上がったものをご提示させていただいているのは

今の時期になっておりますけれども、その時期というのは逆に、それがそういうことであ

れば、ちょっと時期的には予算要望時期とはちょっとずれるのかなという認識はいたして

おります。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 当然、予算査定するときには、その団体の事業内容を把握してなあかんのですよね。特

にその窓口となる担当課は。で、そのヒアリングの中でちゃんと補助金の請求する額、そ

ういうのが新年度の予算に組み込まれると思うんです。僕はたしか１５日までという記憶

があったんで、ちょっと聞いてみたんですが、確認のために、それはなかったですかね、

条例か施行規則か何かで。町補助金交付規則か何かでなかったですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい、和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 今、分かれへんかったら後でも結構ですわ。明日でもあさってでもかまへん、教えてく

れたら結構です。そういった規則がなかったかどうか。 

委員長（河野隆子議員） 

 いいですか。では、後ほどまた調べていただいて、後日お答えしていただくということ

で。 
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 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ８６ページの、前にも一般質問させていただいたんですけども、子ども医療費助成費の

ことです。平成３０年度から中学校３年まで拡充していただいて、初年度は中学生のかか

る部分が８００万増えたということでした。今年度、まだ終わってはないんですけども、

大体今年度に関しまして中学校の医療費助成はどれぐらいになっていますでしょうか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 まだ今年度は、年度末近い状態ではございますけれども、すみません、そこまで今現

状、調べているところではございません。ただ、３０年度が１１カ月で約７５０万円の支

出がございます。１２カ月換算で８００万前後ぐらいになるということですので、同じよ

うに年齢的に中学校３年生と高校生、３年生と同額ぐらいを見込んでおりますので、恐ら

くそのぐらいの支出が出てくるんじゃないかなというふうに、今のところ考えているとこ

ろでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 今年で制度２年目なので、なかなか１年にこれだけ増えたという、まだデータは少ない

かもしれませんけども、財政、昨年も黒字ということだったので、子どもの医療、特に高

校生以上、特に高校生というのはなかなか病院に行きにくいと。一般質問の中でもお伝え

したんですけども、特に虫歯。虫歯に関してほとんど高校生って何も治療しないまま、そ

のまま大人になって迎えたりしているので、どうしても健康面ではかなりマイナスになっ

てきますので、そういった意味で今後も拡充に向けて、当然府の制度も国の制度もありま

すけれども、当然国と府にも要望していっていただいて、町としても独自で何かできた

ら、要望できたらと思いますけども、その点どうですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 
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 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 この子ども医療につきましては、やはりどこの市であったりどこの都道府県の市町村で

あったりというところで受けた場合におきましても、同じような助成が必要であるという

部分でございます。また、少子化というところもございますので、また大阪府を通じて、

また町村長会を通じて、国においてこの制度を創設していただけるような形で引き続き要

望してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 民生費の、これは予算に上がってきてないんですけど、民生委員さんの民生費のことな

んです。前にも担当課にちょっと確認はさせていただいたんですけど、これは町が税金投

入するんじゃなくて、国から府から各市町村に交付金で下りてきてるやつなんで、忠岡町

も民生委員さんの協議会でしたっけ、に支払われて、そこから各民生委員さんに行き渡る

お金なんですけど、前ね、泉佐野市とかでニュースにもなったように、民生委員さんに本

来支払われるお金が天引きか何かされていて、ちゃんと支払われてなかったというところ

でニュースになっていたと思うんです。 

 それがあったんで、私も忠岡町はどうかなというので一応確認させていただいたら、忠

岡町も天引きという形ではなかったですけども、本人、ご本人の意思といいますか、とい

うことで一応一定額を徴収しているという形でされていたんです。そこのところは全国的

にも、この民生委員さんの活動費自体がそういう形で天引きなり、本人に確認しましたと

いう形なり、いずれにせよちゃんと行き渡ってないという問題が、報道もされてますし、

忠岡町もそのパターンやったんで、その後何か改善といいますか、民生委員さんの会議に

かけた云々もひっくるめて、その後どうか、ちょっとお聞きしたいんですけど。 

委員長（河野隆子議員） 

 お諮りします。本日、議事進行上、衛生費まで進みたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（河野隆子議員） 

 ご異議ございませんので、衛生費まで審議を行いますので、ご協力をお願いいたしまし

て、続けます。すみません、どうぞ。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 
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 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 議員ご質問の件なんですけども、新聞報道等なされ、再度、民生委員協議会の会議の中

で新聞報道への報告をさせていただき、また忠岡町での民生委員さんの活動費の流れです

ね。また一定報告させていただいて、民生委員さんのほうで一定、皆さんご賛同いただい

たという認識で思っております。なので、振り込まれた活動費については、単位民児協の

活動の手引きという手引きがございまして、それに基づき適正に行っているものと考えて

おりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 一定、会議のほうで確認されたということですけど、結局その同じ会議のほうでご本人

が同意されたという。でも、ご本人は納得してないというのがあるから、実際全国でも問

題になっていたりとかするんですけど、今後改善点ですけど、やっぱり会議のみんないて

るところで「私、嫌や」って、そんな言う人、何人おるねんというところもあったりしま

すしね。そこは会議でみんなが「うん」と言うたというよりも、やっぱり個々の方に書面

なりでちゃんと確認されるとか、ほんまに同意してるかどうかというところをちゃんと確

認してほしいというところですよね。 

 忠岡町はどうか知りませんけど、よその自治体で問題になっているのは、強制された

と。「うんと言え」みたいなね、強制というか圧力かけられたから同意せざるを得んかっ

て、差っ引かれてんねん。でも、私本人は納得していませんねんというところが問題にな

ってたりするんで、そこは一義的に建前論で確認しましたじゃなくて、本当に本人が納得

して支払ってるかというところをちゃんと確認していただけたらと思います。 

 以上です。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 その辺りは丁寧な対応をさせていただきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ８８ページなんですけれども、民生費の児童福祉費の中で１２項の、１２月の定例議会

の中でも債務負担行為という形でされたんですけども、忠岡町都市再生整備計画策定業務

委託料ということで７００万上がっております。これはちょっと町のホームページとか見

させていただきますと、募集のところがプロポーザル形式で募集されておりまして、この

応募が１社しか来なかったということで、それでその業者が選定されております。３月の

定例会でもあったんですけども、やっぱりなかなか１社だけだと比べるものがないという

ことで、この業者が本当に良かったかどうなのかというのがなかなか比較できないと思う

んですけども、今回この応募に当たって、仕様書等々あるとは思うんですけども、もうち

ょっと広く応募とか公募できることはできなかったんでしょうか。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二重課長。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 我々としましては通常、公募する際の手順に沿いましてやっておりますので、その結果

が１社であったというところで認識しておりますので、その募集のやり方を今さら再度す

るわけにもいきませんので、そのやり方につきましては適正であったというふうに認識し

ております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 忠岡町のいろんな計画に携わるところって、町の規模を見てかもしれませんけど、なか

なか来られるところが少ないと。その中で、今回プロポーザルということで、ある程度町

が示した仕様書に基づいて採点方法を付けられて、多分この業者に決められたと思うんで

すけども、その中に例えば最低の点数、多分今回３９０点か何かで合格という形になって

いたと思うんですけども、そういう例えば応募基準の中で最低基準というのは設けられて

ますか。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 二重課長。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 最初に書類で出していただいた部分を書類審査をして、その時点で例えば、そもそもそ

の中身が全然駄目やといった場合については、そこではじきますので、一応第１段階はク

リアした上で、選定委員会のほうで決めていただいたという流れになっておりますので、

よろしくお願いします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 こういう形で決まってしまったのもあるんですけども、今後多分町としても、都市整備

の再生計画として多分こども園のところですか、そこを今後きちんと町としても携わって

いって、このようにしていきたいというのはあると思いますので、ちょっと制度的には今

回、１社しか来なかったので残念かもしれませんけど、もし今後またこういう形でプロポ

ーザルをとられる場合は、やっぱり入札も一緒なんですけども、最低でも２社ぐらい来て

いただいて比較できる環境であればもっといいものができるかなと思いますので、その点

はよろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 二重課長。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 最初にも申し上げたとおり、適切な期間を設けて公募をかけておりますので、その結果

１社であったというところでございますので、今後もちろん２社以上あれば我々もいろい

ろ選択肢は広がるかなとは思いますが、その辺りはそのそれぞれの計画の内容等々を含め

て、実際手を挙げていただける業者がどの程度あるのかにつきましては、今の時点では何

とも私のほうからはお答えはできかねますので、よろしくご理解のほどお願いしたいと思

います。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 
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 すみません、次、８９ページなんですけども、児童福祉施設ということで、ここで会計

年度任用職員の報酬ということで上がってますけども、保育士等報酬って書いておりま

す。その下には一般職給として３１名書いていらっしゃいますけども、ここの保育所です

ね。東の保育園になると思うんですけども、今のところ待機児童の問題も含めて、先生

等々足りてはいらっしゃいますでしょうか。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二重課長。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 待機児童につきましては、昨年と来年度、２年度の見込みですけれども、現時点では待

機児童は発生しないというふうに見込んでおります。職員、保育士につきましても、皆さ

んご存じのように、今現在、公立の保育所が東忠岡保育所のみということになってござい

ますので、一応職員としては従属はしておるんですが、特に保育所ですので、女性の職員

が多いというところで、女性の方のおめでたい話とかいう部分がございますので、その辺

りで今現時点で４名ほどがそういう形で休職をされておられますので、その方々が全て出

てきていただければ充足はするんですけども、その辺りで若干まだ臨時保育士さんにいろ

いろ協力を頂いてるというような状況でございますので、よろしくご理解のほどお願いし

たいと思います。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、令和２年度に関しましても、今のところは待機児童がいてないという

ことでいただきました。例えば当然、今後のことになるんですけど、例えば年度途中で出

産されて、子どもを預けたいといったときに、今そういう空き状況というのは、今のとこ

ろはどんな状況ですか。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二重課長。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 ここ最近の傾向なんですけども、年度当初は０歳児につきましてはかなり減ってきてお

る状況でございます。具体的には分析等はできませんが、我々考えていますのは、多分育
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休制度というのが一定、世の中に浸透してきておるのかなというところで、当初の１年間

についてはご自宅のほうで皆さん見られておる方が多くなっておるというところで、０歳

児については年度途中もある程度はカバーはできる見込みではございますが、その反動と

申しますか、１歳児につきましては、今回もかなり１歳児に集中しておりまして、何とか

年度当初は皆さん入っていただくことは可能にはなったんですが、１歳児の年度途中とい

うのはちょっと今の時点では厳しい状況であるということでご理解いただきたいと思いま

す。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ０歳児に関しましては空き状況があるということで、１歳児に関しましては、例えば転

入とかそういう形で来られた場合、なかなか多分今のところは対応がしにくいということ

でいただきました。その際に、当然公立の部分では東の保育所とあるんですけども、線路

よりか下に、昨年ピープルのほうでこども園で０、１、２歳児が預けられるということだ

ったんですけども、そのピープルさんのほうで当然保護者の希望もあるとは思うんですけ

ども、そちらのほうで預かるという余裕的なものというのは何か伺っておりますでしょう

か。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二重課長。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 先ほど私が答弁いたしました０歳児並びに１歳児につきましては、忠岡町内全域という

形でご理解いただけたらと思いますので、今のところは１歳児につきましては、もう全

て、どこもいっぱいであるという状況でございますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、１歳児というのはもう定員がいっぱいで入れれないのか、保育士が足

らなくて入れれないのか、どちらですか。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 
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 二重課長。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 定員がいっぱいということでございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 定員がいっぱいということであれば、なかなか保育所にも預けにくいところではあるん

ですけども、そういう世帯に関しましても、補助というわけではないんですけども、何ら

かの空いたよという形で報告とかしていただけたら、一刻も早く、できるだけ早く保育所

の、当然希望があればということなんですけども、そういう形を、なかなか難しいところ

ではあるんですけど、とっていただきたいなと思います。 

 続きまして、すみません、ついでに聞きます。９１ページなんですけども、委託料の中

で子育て支援センターの委託料ということで、こちらが予算、上がっております。金額に

すれば昨年とほぼ同額で上がっておるんですけども、こちらの子育て支援センター、恐ら

くチューリップさんと新設されたピープルさんだと思うんですけども、こちらの子育て支

援センターの事業内容というのは何か、お伺いしておりますか。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二重課長。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 それぞれの園で様々な取り組みをしていただいておられますので、細かい部分はもうそ

れぞれの園にお任せしておるという状況でございまして、全般的に申し上げますと、育児

不安等の相談であったりとか子育てサークル等を使って何かやっていただいたりであった

りとか、様々な教室ですね、というのをそれぞれの施設のほうでやっていただいておると

いうような形でご理解いただきたいと思います。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 子育て支援センターの中では、一時保育という事業もしなければいけない項目に入って

いるとは思うんですけども、これはチューリップさんとピープルさん、一時保育の受入れ
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等は、今何か報告とかございますでしょうか。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二重課長。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 支援センターの中で一時保育をするというのではなくて、一時保育というのはあくまで

も別の事業という形でご理解いただきたいんですけども、今のところ町内で一時預かりを

やってもらっていますのは、ピープル忠岡チャイルドスクールのみということになってお

ります。昨年度から施設が新しくできまして、そこで、例えば自宅で子どもの面倒を見て

るんですけども、急な用事とかで保護者の方がどうしても、例えば１日とか、極端な話、

１時間、２時間とかでも、その間どうしても子どもを見る人がいないというようなときに

ついて、そういう一時預かり制度というのがございますので、そちらで一応対応していた

だいております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 その一時預かりなんですけども、登録制とお伺いしたんですけども、登録の人数、例え

ばピープルの子どもだけとか、ピープルの子ども以外というのは何かしてますか。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二重課長。 

教育みらい課（二重幸生課長） 

 基本的にはどなたでも、町内でお住みの方であれば登録は可能でございます。申し訳な

いですけど、今現時点での登録の人数というのは、ちょっと今手元にはございませんの

で、もし必要であればまた後ほど報告はさせていただきますが。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 一時預かりに関しては、なかなか町内でもどこでやってるかというのは周知できてない
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こともありますので、そういう一時預かりということもあるということを、皆さんにでき

るだけ広く周知いただけたらありがたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、最後に１点。さっき三宅議員もおっしゃってたんですけど、児童遊園費、

遊具の費用なんですけど、単純に素朴な質問で、この子どもの遊具、遊び場なんですけ

ど、そこにかけてるお金がやっぱり少ないなと思うんです。あまりこういう、子どもの遊

び場とか、そっちのほうの幼い子どもたちの遊び場のほうにあまり予算をかけない理由と

いいますか、どのように捉えているか、ちょっと聞きたいんですけど。抽象的で申し訳な

いですけど。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 健康こども課のほうで所管の児童遊園というのは、町内全体で１６カ所ございます。確

かに小さいお子さん、保育所であるような小さい遊具がある部分といいますと、児童遊園

の中では１カ所で、教育委員会の所管の中３丁目ですかね、コベルコの横のあそこの公園

につきましては、小さいお子さんが遊ぶような遊具がございます。確かに東の地区でその

ような、範囲が広い中で小さいお子さんが遊べる遊具というのがないことに関しては認識

しているところでございますけども、ただ、整備に向けての予算的な問題もございますの

で、今後また検討していく中で財政課と協議しながら、進めれる部分につきましては進め

ていきたいというふうに考えております。 

委員（勝元由佳子議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 部署が分かれていて、所管が分かれてはると思うんですけども、そこは教育というとこ

ろで同じやと思うんで、考えていただきたいというのと、やっぱり昔、私らが子どものと

きに比べて遊ぶところ、大分減ってると思うんです。教育に対して考え方は人それぞれや

と思いますけど、やっぱりオギャーと生まれてから、特に就学するまでの時期というのは

一番大事やと思いますしね。発達という面で考えても、そんな小学校高学年以降に幾ら勉

強せえ勉強せえと言ったって、限度があるわけでね。それよりもやっぱり子どもの時期に
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どれだけ、運動も含めて遊びで学ぶかというのが一番大事になってくると思うんで、そこ

は忠岡町の教育の教育理念の部分になってくると思うんですけど、どの時期、どこに教育

費をかけるか、地域の子どもを育てていくか。それは学力にもつながるでしょうし、学力

以外の人間性の部分も全部、運動もひっくるめてですけど、やっぱり本来の人間の発達と

いうところでもうちょっと、幼い子どもの遊ぶ、遊びというものの重要性というものをも

うちょっと捉えてほしいなという、これは要望です。今はもう予算が云々というところが

あるから予算措置はできないと思いますけど、多分そこら辺が子どもの小学校以降、大人

になってからもですけど、人間の根本をつくる時期がこの時期ですから、そこにやっぱり

もうちょっと重点を置いてほしいなというのが要望です。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委員長（河野隆子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 

委員長（河野隆子議員） 

 議事の都合により暫時休憩をいたします。 

 １７時３０分より再開をいたします。よろしくお願いいたします。 

（「午後５時１６分」休憩） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後５時３０分」再開） 

 

委員長（河野隆子議員） 

 次に、９４ページから１０３ページまでの第４款 衛生費につきまして、担当課の説明

を求めます。 

（各担当課長：説明） 

委員長（河野隆子議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 まず、保健センター費のところです。予算書の９７ページの１２節の委託料のところな

んですけど、多分この予防接種委託料２，３５８万幾らが混合ワクチンの子どもさんのワ
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クチン接種委託料だと思うんですけど、これ、決算委員会のときも是枝委員に質問を託し

て、ちょっと言ってもらったんですけど、忠岡町の委託契約の中身がね、要は重複して初

診料を支払う内容になってないかというところをお聞きしたいんです。 

 事前にちょっと質問をもうお伝えさせていただいたんで、調べといてくださいというこ

とはお願いしてあるんですけど、よその自治体のほうでも同じ問題があって、要は３種混

合やったら、例えばＡ、Ｂ、Ｃというワクチンを混合で打ちますよね。そのときに１回で

同時接種するんですよ。だけど、初診料は、Ａのワクチンに初診料、Ｂのワクチンに初診

料、Ｃのワクチンに初診料といって、１回でいいはずなのに複数でワクチンの数だけ初診

料を重複して加算されて委託料が支払われているというところでね、余計なお金を払って

るやんと言われてるんですけど、忠岡町はどうなんですか。そういう契約になっているの

か、なっていないのか。もしなってるんやったら、それを今後改善するかですよね。１回

でまとめて３種混合やったら３本、３種打ってしまうのに、初診料は３回分の初診料を払

ってるとか、そういうふうになってないですかという質問なんですけど。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員おっしゃられるように、本町におきましても単独接種と同時接種、それぞれの委託

という形で委託契約書に基づき、１接種当たりの医療行為に対する対価として支払ってい

るところでございます。 

 この予防接種の委託料なんですけども、予防接種は病気そのものを治すことを目的とし

たものでないため、保険診療と認められず、自由診療という位置付けになっているところ

でございます。そのため、保険診療のように診療報酬点数表に基づいて診療報酬額が決定

されているわけではございません。そこで、忠岡町におきましては、泉大津市医師会と協

議して、予防接種に係る委託料を定め、年度ごとに委託契約を締結して、同医師会に委託

料として支払っているところでございます。 

 委託料を定めるに当たりましては、自由診療となるというところがございますので、委

託料を払う適正な委託料を定めるためには、この保険診療における初診料や乳幼児加算、

そういうものにつきまして適正に委託料を定めるに当たりまして、この診療報酬を使って

いるというところでございます。 

 同時接種におきましては、単独接種と違って、かなり小さいお子さんに関しては、１本

目を打ったことによる怖がったり暴れたりとかいうような形の制御を行いながら、短時間

のうちに場所も決まったところを２カ所、３カ所、４カ所という形になったりする場合が

ございますので、誤った接種を避ける安全な意味で、医師のみならず看護師とかの能力も
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単独接種に比べてかなり負担が大きくなるという部分がございます。よって、同時接種に

おいては、業務に見合った委託料という形で、単独接種と同じ金額を支払ってるという形

をとっているところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今おっしゃっていただいて、ちょっとよく分からなかったんですけど、結局のところ私

が言った質問の、重複で取られているのか、重複じゃないですよなのか、どっちですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 最初に申し上げさせていただいたとおり、一緒の委託料を支払っているところでござい

ます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 一緒というのは。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 単独接種と同時接種と同じ委託料をお支払いしているという。１本だけ打つときと、２

本、３本と打つときも、単独接種と同じ委託料を、２本目、３本目におきましても支払っ

ているところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ということは、重複しているということですよね。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 そのとおりでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 やっぱり受診料って、今日行って、１回受診料を払って、別の日に行くからもう１回受

診料を払うんであって、同じ１日で混合ワクチンというかね、Ａ、Ｂ、Ｃを同時接種する

んやったら、受診料はそんな２回分とか３回分要らんわけで、そこはちょっと今後適正な
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というか、そこの部分は見直していただきたいのと、今、課長が答弁された中で、その技

術的な部分。子どもは暴れるから云々という、確かにそれは分かります。小児科のお医者

さんは大人と比べて扱いにくいから技術的なところが必要。それは、今言ってる重複して

払ってるというのとまた別の部分です。別ですよね。だから、そうやって余計負担がかか

るんですという部分があるんやったら、それは上乗せ費用をされたらいいと思うけれど

も、少なくとも本来の目的というか、１回でいいところを、ワクチンの種類ごとに何種類

やから何回分、何回来たことになって重複して支払ってますというのはやっぱりおかしい

と思いますし、そこは受診される方々だって、１回しか受診してないのに何で３回分の受

診料を払わなあかんねんというのは誰でも思うところなんで、そこら辺は見直していただ

きたいと思いますけど、どうですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 この初診料とかにつきましては、自由診療というところになっておりますので、保険診

療のように診療報酬点数に基づく初診料というような形でお支払いしているという形では

ございません。あくまで予防接種の適正な委託料を支払うに当たりまして、その診療報酬

の初診料等につきまして利用しているというところでございます。 

 この今、議員おっしゃる予防接種の委託料につきましては、一応定期接種につきまして

は保護者さんの負担というのはございません。市町村で支払う形となっております。高石

以南の近隣の市町村の状況も確認しましたが、１２団体中、１１団体が本町と同じような

形で同時接種におきましても単独接種と同じ委託料を支払っているところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 自由診療というのは分かります。で、価格も一定じゃなくて、保険点数みたいに決まっ

た定額じゃないというところはそうなんです。なので、価格は私は別にこだわってなく

て、幾らにしろって言ってるわけではないんです。その複数回分、重複して払っているの

がおかしいですよねというところだけなので、価格は自由診療なのであれば、適正な価格

を定めていただいたら結構やと思います。 

 で、あと、横並びで他の自治体というところですけど、確かにこれ、この問題そのもの

がまだあまり認知されてないというところもあるし、自治体自体が、医師会の関係とかも
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あったりするからやと思いますけど、あまり積極的に取り組んでないです。ただ、やっぱ

り一部の自治体では、実際に支払い過ぎというところで、委託契約を見直したりとか、多

分監査請求されてですかね、返還する方向ではやってる自治体も実際あります。なので、

そこはね、よそがやってないから忠岡町もしないんだじゃなくて、さっきも言いましたけ

ど、本来忠岡町としてどうするかというのは、町長初めうちの町が考えたらいいことであ

って、無駄に支払ってるんやったら、そこはじゃあ改善しましょうかと改善すればいいだ

けの話なので、そこは別に周りのまねというか、積極的にやらないところの自治体のまね

をする必要はないと思います。もう答弁は結構です。 

 同じワクチンの部分なんですけど、ちょっと前のページに戻って、９５ページのところ

に報償費で、一番下ね、予防接種等医師補助員等報償費というところで７０９万ですか、

上がってるんですけどね、これは委託料には含まれないんですか。この予防接種等の報償

費は、多分このワクチンの委託料の部分ではないんですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 この予防接種の報償費につきましては、本町、ＢＣＧのみですけども、集団接種をして

おります。それに対する看護師であるとか医師ですね、来ていただいて接種していただく

医師、看護師等に対する報償費を支払っている分でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 これは先ほどの予防接種委託料の予防接種とは別のものということですよね。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 はい、先ほど委員おっしゃってはる委託料とは別でして、保健センターのほうで毎月、

ＢＣＧ接種対象者につきましてお知らせをし、こちらで行っている医師、看護師等に対す

る報償費なので、別のものでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 
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 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 分かりました。すみません、さっきやっぱり答弁いいですと言ったけど、一定どうする

かだけ、ちょっと答えを簡潔にお聞かせいただきたいです、やっぱり。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 この小さいお子さんに対する同時接種というのは、先ほどもちょっと申し上げさせてい

ただいたように、大人と違ってなかなか言葉として伝えることができないという部分等も

ございます。かなりやはり成人の方のお支払いする委託料とお子さんに対する委託料とい

う部分につきましては、かなりやっぱり大人に対して比較するとリスクがかなり高いとい

うところがございます。また、医師会等の契約ということもございます。本町におきまし

ては大きい医療機関がございません。全て個人の医院さんにお願いしているところという

部分もございます。なので、この見直しとなりますと、かなり慎重に考えていかないとい

けないかなという部分を思っておりますので、ご理解いただけたらと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ということは、ざっと改善、検討しませんという趣旨で捉えていいですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 現状、このまま行きたいというふうに考えているところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 １点ね、先ほどもこれは全部公費負担でされてるということですよね。受診されてる子

どもさん、親御さんの負担はしてませんということで、逆に税金やから私も言ってるんで

す。無駄に払ってるでしょうというところがあるから。そこはどうなんですかね。重複し

てることそのものが無駄でしょうというとこなんです。先ほどから言ってるように、子ど
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もやから技術的にどうのこうのって、それは小児科医やったらそんなもの織り込み済み

で、だから資格を持ってるんです。そんな子どもが暴れてどうのこうのだから打ちにくい

んですとか、それはそもそも医師免許のところになってくるけれども、資格がある以上、

できませんなんて、そんなんない話であってね、そこはおっしゃるように、成人に比べて

難しい部分があるんやったら、それは適正に値段を変えていただいたら結構ですと、それ

は私もお伝えしてます。何度も言うけれども、問題にしてるのは、重複して支払わなくて

もいい回数分支払って払い過ぎてる部分はどうなんですかというところなんで、その技術

的な部分は問うてません。だから、税金を無駄にしてる部分、どうお考えですかと聞いて

るんですけど、いかがですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 先ほど来ご説明させていただいておりますように、あくまでこの診療報酬の点数を利用

しているというところでございまして、単独接種と同時接種と、やはり同時接種におきま

しては、先ほどから申し上げさせていただいてる分と、医師の２つ目、３つ目という形で

同時接種を行う必要性の慎重な判断であるとか、保護者に対する説明であるとか、接種と

接種の間にはいろんな反応がお子さんの場合は出てくる場合がございます。その場合は、

その１つで終わるという場合もあるかと思います。その辺の状況を見た上で、正確な判断

を行って接種していくという、そういう大事な医療行為がございます。なので、単独接種

と同時接種と、その委託料を分けるというような感じの考えは、今のところ変更に向けて

の検討ということは考えていないところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 もうかみ合わないんで、いいです。 

 あと、予算書の、すみません、別のところへ行きます。１００ページの公害対策費の一

番下の負担金の大津川の水域水質保全対策協議会負担金の部分なんです。これね、加入さ

れてるのは分かりますし、今ね、前にも生活環境課のほうにはお声をかけさせてもらった

というか、お話はさせてもらったんですけど、これとはまた別でね、今、任意で鳳土木さ

ん、大阪府のほうで、大津川流域の自治体関係者とか大阪府が入って、そういう集まりと

いうか、やってるんですけれども、同じ水質、大津川の河川の環境保全というところで、

公害という観点じゃないかもしれないですけど、参加は忠岡町としてはされないんです

か。 



140 

 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 大津川水域協議会のほうなんですけど、一応３市１町、和泉市、泉大津、忠岡、それで

岸和田ですね、この３市１町で構成されております。忠岡だけ参加するというのもどうな

んかなということで、以前、勝元議員のほうにも、うちの構成団体であります３市のほう

に投げてくださいということでお話はさせていただいたかと思います。そこらの判断で一

緒にしていくということであれば、参加も可能なのかなというふうに考えております。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 じゃあ、あれですね、まあ横並びというか、流域自治体のよそさんも入るんやったら、

うちも入ろうかなみたいな、そういう感じですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 そのように考えております。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それは、今後また検討はお願いしますというところですね。 

 あと、ごみのところなんですけど、委託料、１０１ページの１２節の委託料なんですけ

ども、これのその他委託料、ごみの種類ごとにね、ごみの回収、収集業者さんに委託をず

っとされてます。で、私がずっと思ってたのは、どうせ同じ業者さんなんやったら、ごみ

の種類を分けずに一本で委託料をまとめて委託したらどうですかと。委託料をどないかも

うちょっと抑えられませんかということなんですけれども、ここら辺どうなんですかね。

許可は許可としてごみの種類ごとに取っていただいたら結構です。許可と費用はまた別問

題やからね。ただ、委託料、忠岡町としてごみの回収にお金をかけるという部分で、やっ

ぱりこの間の一般質問で独占状態やというところもちょっと質問で言わせていただきまし

たけれども、業者さんの取り分が税金という部分で見ると多いんじゃないかとか、そこは

やっぱり住民さんからの意見というか声も、生活環境課のほうも聞いてると思いますけれ
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ども、できるだけ余分に払ってるんやったら抑える方向では検討してもらいたいんです。

なので、できるんやったら、例えば一個一個の品目を下げるのは難しいんやったら、がっ

ちゃんこして、１業者さんにはこれとこれをまとめて一括で委託しますとか、そういうの

はどうなんですかね。今後の検討になりますけど。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 他市町村を見ますと、忠岡町であれば、今、３社さんがございます。大きい市等となれ

ば、そこで組合という形を作っていただいてるんですが、なかなかうちのほうは組合まで

というところまではいってございません。組合があれば、そこに１つ投げたらという感じ

になるんですけど、今のところはその組合のほうも進んでませんので、それぞれの業務を

お願いしてるという状況でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 これもまたお願いで終わりますけど、今後の検討というところで、やっぱり住民さんの

中からもそういう不満というか、あるわけですよね。業者さんがやっぱりぜいたくしてる

のはどうやねんとか、そこら辺はお聞きになられてるというのを私も職員さん自身からも

聞いてますから、ご存じやと思います。であればやっぱり、今後もうちょっとここの委託

料のところはね、前向きに、業者目線じゃなくて住民目線で、業者が喜んで住民が泣くと

いう、そんなんじゃなくて、本来支払うべき価格というか、もっと切り詰めるところは切

り詰めるというところで考えてもらいたいというところでお願いしておきます。 

 あと、すみません。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 最後、すみません、クリーンセンターの工事請負費のところ、１０３ページなんですけ

ど、これ、この間の委託料とまた別ですよね、４年契約のやつと。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 
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 この間入札されたときには、まだこの予算書、ごめんなさい、予算書を入れたときには

まだ入札を行ってませんでしたので、ここからまた不用額というのがもちろん出てきま

す。だから見込んだときの金額ということで、決算額になりますと入札金額が入りまし

て、下がってくるという段階でございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 分かりました。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ９７ページなんですけども、委託料の中で風疹抗体検査委託料というのが載っておりま

す。昨年ですか、今年度１年間かけて、風疹の予防接種を受けたか受けてないか分からな

い世代に対して、１回その抗体があるかの検査、及びもし抗体がなければ予防接種という

形で、町のほうからも無料券とか届いているんですけども、今、実際の受診率というのは

分かりますか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 今年度、補正対応していただきまして、今年度から３年間、抗体検査を実施しておりま

す。２月末現在ですけども、１４１件で６．５％ということでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 それは、抗体検査が１４１件ということでよろしいですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 クーポン対象者、今年度は４７年４月２日生まれから５４年４月１日お生まれの方の９

０７人、それ以外のクーポン送付対象者以外の３７年４月１日から４７年４月１日までの

１，２６３人、合計２，１７０人に対して、１４１人が抗体検査を受けられたということ

で、それに対するパーセントが６．５％ということでございます。 
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委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしますと、抗体検査はすごい少ない数字に終わってるんですけども、で、そこから

さらに実際に抗体がなくて予防接種された方の人数は分かりますか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 ２月末現在ですけども、１４１人の抗体検査を受けた方から、予防接種を受けられた方

につきましては２８件、１．３％になっております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 風疹って、私たちの世代であれば、昔かかったかかかってないかというのもあるとは思

うんですけども、やっぱりちょっと問題となったのは、妊婦さんにかかったら、その生ま

れてくる子どもに障がい児が生まれやすいということで、今回こういう形で風疹検査の抗

体検査を国からですかね、補助金をいただいてるんですけども、ちょっと抗体の検査が

６．５％、まずその抗体の検査自体がその数なんで、ちょっといろいろな広報とか、そう

いうのでＰＲ活動はされてるとは思うんですけども、もうちょっと何か工夫できなかった

かなと思います。何かそういう工夫とかってされましたか、追加で。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 広報につきましては、合計これまで４回、広報で啓発しております。また、教育委員会

のご協力を得て、小学校の保護者宛てにお知らせ文と一緒に啓発のチラシをお渡ししてい

ただいたと。あと、またクーポン対象者で未受診者に対しては、再度郵送で受診勧奨をし

ているところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 
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委員（二家本英生議員） 

 そこまでＰＲしていただいて、これの結果が６．５％、抗体検査６．５％ということな

んで、すごい皆さん関心がないのかなと思ってます。そう言う私も全然まだ受けれてない

状態ですので、何とか３月末までには受けたいと思ってますけども、例えば受けられた方

で、口コミではないんですけども、こういう検査があるよというのをなかなか広げにくい

とは思うんですけども、やっぱりそういう活動というとあれですけども、やっぱりこれを

受けなければいけないという理由というか、それをもうちょっと強めに言っていただいた

ほうがもっと広がったかなと思います。また来年度もこれは続くんですかね。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 来年度は２年目でございます。今回、クーポン券は、今年度送らさせていただいており

ません３７年４月２日お生まれから４７年４月１日お生まれまでの方の分と、今回、無料

クーポン券対象の年齢で未受診者におきまして、無料クーポン券を発送する予定をしてお

ります。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 あと、これ事業は２年ですかね。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 ３年です。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ３年のうち、今回２年目ということで、できるだけ早く受診、せめて抗体検査だけでも

していただくようなＰＲ活動、特に子どもの保護者が集まる町のイベント、そういうとこ

ろでもＰＲ活動していただきたいと思います。 

 以上です。 

委員長（河野隆子議員） 
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 他に、ご質疑ありませんか。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ９６ページのがん検診等の関連についてなんですけど、前にもお願いしてたんですけ

ど、がん検診を受けるときに、検査オプションとして例えば血液がんの検査ですよね、民

間がやってるような。血液１滴でがんがあるかないか取りあえず分かるという。結構かな

りの精度で、既存の例えば器械を使ったよりも、その部分に関しては精度が良くがんがあ

るかないか分かると。しかも、特段ごく初期のがんからも分かるということがあるので、

なかなかこれをじゃあ町で全員負担してとなるとやっぱり厳しいと思うんですけど、せめ

て国保の健診を受けるときとかに、これもどうですかというような勧め方はしていただけ

ないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 厚生労働省の承認を受けた例えばがんのリスク検査等につきましては、窓口のほうで例

えばパンフレットのほうを配架することは可能であるかと考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

委員（三宅良矢議員） 

 パンフレットどうのこうのじゃなくて、要はがん検診のときに、それをオプションとし

てどうでしょうかというふうにお伝えすることはできないんですかということです。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 本町が行っているがん検診は、健康増進法に基づく事業でありまして、その内容は厚生

労働省のがん予防重点教育及びがん検診実施のための指針に定められた科学的根拠が明ら

かなものであります。そのため、ご質問にある検査につきましては、ちょっと位置付けが

異なりますので、こちらとしましては受診の案内とかいうような形のことは、現状できな

い状態でございます。 
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委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 じゃあ、承認があったとしても、科学的根拠がないものやということなんですか、その

血液のがん検診というのは。今の話で言うと。という町の見解やということですね。 

委員長（河野隆子議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 科学的根拠がないというわけではなく、一応今、国のほうが進めております、今課長が

申し上げましたがん予防重点健康教育及びがん検診の実施のための指針というのが国から

示されておりまして、それに基づいて行っているというとこら辺で、費用等の発生等もご

ざいますし、厚生労働省が承認をしたがんのリスク検査、血液１滴でという検査方法はあ

るということは住民さんにお伝えすることはできるかと思うんですが、それを本町で取り

入れてお受けして行うということにつきましては、まだ今のところ検討はできないという

ところの回答でございますので、よろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

委員（三宅良矢議員） 

 要は、検診の中に組み込めというわけではなく、あくまでオプションとして、こういう

ものがありますよと。これのほうが、これによっても見つかる可能性が、一般的ながん検

診に加えてやってくれたら高まりますよということで、同時に進めるとか、そういうこと

はできないんですかね。それによってやっぱり救われる命って増えると思うんですよ、正

直。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 今も申し上げたことで、同じ回答にはなるんですけれども、今、本町の住民さんのほう

に、議員おっしゃる血液１滴でがんを調べることができるという検査を町のほうで取り入

れてというところまではできかねますので、申し訳ございませんが。ご案内については、
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厚生労働省が承認をしたがんのリスク検査があるということは、お知らせすることは可能

かと思いますけれども、本町でそれを取り入れるということにつきましては、まだ時期が

早いのではないかというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 僕は理解できないんですけど、救われる可能性が高まるとしても、しないということな

んですね。だって、言い方は悪いですけど、そういうことですよね。とどのつまり、言い

方は悪いですけど、現段階では。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい、現段階では、本町は国の進める指針に基づいて行ってまいりたいと思いますの

で、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

委員（三宅良矢議員） 

 分かりました。しないということで。では、委員長、続けて、すみません。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 まず、前も言うた浜霊園のことなんで、ページでいくと９８ページですね。前もお伝え

してるんですけど、この４月から各種管理料等の改正があったと思うんです。それに伴っ

て、前からも言うてるんですけど、やはり返還が増えてきて、返還の金額がうなぎ登りに

増えてると。かつ、預け入れが減ってるという現状、要は新規で借りてくる数が減ってる

中で、３億７，０００万でしたっけね、の要は実質的な負債があると。複式簿記化したら

負債があるという型ですよね。それをちょっとでも軽減していくためには、やはりほかの

市町村がやってるように、ほかの霊園もやってるように、一部差し引いて返還するような

仕組みに、新規で今後借りてきた人とかに関しては、そのような取組をしていくのか、も

しくは管理料をある程度上げて、そういったところから住民の税負担を減らすべきかなと

思うんですが、その辺に関してのこの４月以降の方向性としてはいかがでしょうか。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 管理料につきましては、公共料金の審議会のほうにかけさせていただきまして、その諮
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問判定の結果なんですけども、こちらのほうは墓地管理委員会のほうに委ねると回答がご

ざいました。今年の１月１７日に墓地管理委員会を開催し、ご意見を求めました。そのと

ころ、霊園全体の維持管理に要する程度の額にするのはもちろん賛成であるが、金額、改

正時期については、今後の委員会で検討を重ねていくという結論になっております。 

 あと、新規の方の一部返還ということなんですけども、こちらのほうも墓地管理委員会

のほうでご意見を頂きました。ただ、こちらのほうも、事務局としましては１から３期、

それぞれの１平米当たりの使用料に合わせた場合のシミュレーションを提案させていただ

いたんですけども、こちらのほうも最終的には近隣市町のバランスも考慮した上、今後の

委員会で検討を重ねていくという結論に至っております。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 平たく言えば、負債は残していくということですね、先送りしていくということですよ

ね。 

住民課（春日正人課長） 

 今の現状では、そういったことになります。 

委員（三宅良矢議員） 

 そういうことになりますね。じゃあ、すみません。分かりました。 

 次ですが、１０１ページの委託料の件なんですが、１つ、ごみ分別のアプリですね。今

後、何かそのアプリでやるというんですけど、それってどんなもんなんですか、ちなみ

に。どのようなものなのか、教えてください。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 これは生活環境課の新規事業ということで上げさせていただいてます。実際、ごみ分別

の相談というのが多数、本町のほうにも寄せられたりとか、相談の件数としては上がって

きております。その中で、簡単に手軽に検索できると。要は、このごみはどういう種類の

ごみかということをカレンダー表示で、ごめんなさい、例えばこのごみはどの分別の粗大

ごみであったり、可燃ごみであったり、そういった種別がちゃんと分かると。それと、カ

レンダー表記になってまして、自分の地区はいつ回収に来るとかといった細かいころまで

スマホで分かるというふうな形のものでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 初年度としては、大体どれぐらいのインストール数を見込んでるんですか。アプリの導

入数というか。結局それを作ったとしても、１０件ぐらいしか入れてなかったというたら

費用対効果で言うとすごい低いじゃないですか。言い方は悪いですけど、僕ら関係者が入

れても、それはどうなんかなと思うんですよ。知ってて当たり前やろという前提であるん

で。そういうことを全く、要は役場とはふだん関係のない一般の住民さんからして、入れ

てもらう何か仕掛けというのは必要やと思うんですけど、その辺についてはどのようにお

考えですかね。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 一応スタートが７月ぐらいをめどに考えております。その周知の方法としては、そうで

すね、広報で呼びかけたりとか、ホームページで呼びかけたりというところでお願いとい

うところになります。件数に関しては今のところちょっと読めてはないんですけど、初年

度はかなり低いのかなと思っております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 そして、何ぼインストールされたかとかは分かるんですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 カウントできるようにしております。 

委員（三宅良矢議員） 

 分かりました。また様子を見て。すみません、委員長、続けて。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 
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委員（三宅良矢議員） 

 その後の、先ほどのごみの委託料の件数なんですけど、事前に数字はある程度お渡しは

してるんで、前にお聞きしたのは、平成２５年を基準に世帯増減によってごみの委託料を

決めてるということでお聞きしてました。世帯数でいえば、平成２５年を基準、２６年に

現れてくると思うんですけど、２．８％アップしてるのかなと。平成２５年をベースに３

１年、２６年をベースに令和２年で言うても、消費税の５％を加味しても、残り３％から

７％ぐらい余分にアップしてるんですけど、その上げ幅に関しての、そのパーセンテージ

に関しては何でなんでしょうか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 世帯数の増加というのは、線路より上と下とは違うんですけど、２５年、上の世帯でい

きますと、上の世帯では１７６世帯増ということで上がっております。また、下の地区で

は、２５年度と比べると１２世帯減ってるというところで、内訳の中では基本金額にその

金額を掛けた分が世帯増の分というところで算定しております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それは基本で言えば、トータルで言えば世帯数で２．８％が世帯としては増えてると思

うんですけど、２５年度比、２６年度比としても１０％以上が上がっているという中で、

要はそれを加味してでもそんなに増えるものなんですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 そのように考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 分かりました。取りあえず。 

委員（北村 孝議員） 

 ちょっと１点。 
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委員長（河野隆子議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 すみません、今、三宅委員からごみの分別のアプリ、費用対効果云々の話、私も億をか

けるほどのものなのか、これ１億でしょう、違う、１，０００万か。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 ４０万です。 

委員（北村 孝議員） 

 あっ、ごめん。間違うた。その下を見とった。 

 それで、何人ぐらい問合せがあるの。多いと言うだけで、実際数字としてはつかんでな

いの。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 去年１カ月間だけなんですけど、２１日間カウントさせていただいたら、大体５０件近

くですね。 

委員（北村 孝議員） 

 まあ、時代が時代やから、そういうのでいいと思うんやけど、今まで紙媒体で、議会の

ほうもそうやけど、紙媒体からこういう電子化というか、こういうのでやっていこうとい

うことの動きはあるんやけど、４０万ぐらいやったらあれですか、結構でございます。あ

りがとうございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 先ほど１点忘れたとこなんですけど、先ほどと同じ９７ページの委託料の中で住民健診

委託料という形で載ってますけども、日曜健診もされているということで、日曜健診は

今、月に１回ですかね、たしか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 集団健診の日曜健診につきましては、春から夏にかけての前半の１回と、秋・冬の後半
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で１回の合計２回でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、年２回という形だということなんですけども、これに来られる方の人数と

いうのは分かりますか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 前半の分につきましては、各健診、いろんな健診がございます、特定健診も含めて。か

なり充足はしておるところでございます。ただ、後半につきましてはかなり空いてる状況

がございますので、現状このまま来年度におきましても２回で行っていきたい。今後、そ

の状態につきましても、常に確認しながら未受診者が出ないような形では考えいきたいな

というふうに思っております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 前半と後半でその健診の内容は、先ほども前半のほうは充実されてるということをおっ

しゃってたんですけども、これ、後半のほうも充実させることはできますでしょうか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 前半も後半も健診内容は同じでございます。前半がかなりいっぱいに近いような状態で

ございまして、後半がちょっとまだ空きがあるといいますか、というような状況になって

るところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 日頃なかなか仕事とかで平日に行けない方も多分いらっしゃると思うんで、日曜健診、

ちょっと予算的にもどれぐらい、１回することによってどれぐらいかかるものなんですか

ね。 
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健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 日曜開くことによって、休日の分として、集団健診なので車に来ていただく形になりま

す。その分での増加としましては３０万円。ただ、あと各健診をどれだけやっていくのか

によっても、その分の追加は発生してまいります。３０年度からですかね、土曜日になり

ますけども、個別で府中クリニックと個別契約をしております。そこは毎週土曜日もかな

りの検査項目がございますので、どうしても日曜日しか来れないという方はあるかと思い

ますけども、土曜日も府中クリニックのほうではやってますので、その辺もまたＰＲして

いきたいなと思ってます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 土曜日もそういうふうな形で対応していただいて、日曜も今のところ年２回なんですけ

ども、もうちょっと受診率を上げるために、できましたら日曜健診の回数、費用面もある

とは思うんですけども、やっぱり日曜健診の数を増やしていただいて、もっと定期健診、

特に健康に留意される方って、やっぱり中にはいろいろいらっしゃると思うんで、回数を

増やしていただいて、住民の福祉のためにしていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 住民サービスの向上になるという部分もございます。また、受診率の向上という部分も

ございますので、また検討のほうはしていきたいと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 続けて、二家本委員、どうぞ。 

委員（二家本英生議員） 

 別件ですけども、９８ページの環境衛生費の中の１０節の需用費の中で、こちらの一番

下に修繕料となってるんですけども、これ、昨年と同じ金額が上がってるんですけど、施

設備品等修繕料と書いてるんですが、どこの施設か分かりますか。 

住民課（春日正人課長） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 これは忠岡斎場の火葬炉になります。火葬炉の中のセラミックの耐火物というのがござ

いまして、それの修繕費に充てております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 火葬ということで、忠岡町内では火葬する場所が忠岡斎場１カ所しかないということ

で、当然、炉の傷みもあると思います。それに関連付けてですけども、同じその下の１２

節の委託料の中で、葬儀管理業務委託料ということで７０８万ほど上がってますけども、

これも火葬とは関連がございますか。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 こちらは火葬執行、実際の火葬をしていただく業務と、あと町営葬儀に入った場合に、

司会が必要な方の司会代と、司会まではいかないんですけども、何かしらのお手伝いで補

助していただきたいという補助員の金額も含めております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、ちょっとその１個上の葬儀執行等委託料というのは、どんなことをさ

れるんですか。 

住民課（春日正人課長） 

 これは執行ですので、実際、町営葬儀の祭壇を出していただいたり、実際、町営葬儀の

執行、花新さんという業者さんがあるんですけども、そちらのほうが町営葬儀に入ったと

きにしていただく委託料になります。用意ですね、祭壇を用意していただいたり組んだ

り、電気をつけたりいろいろお世話していただく予算になっております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、町営葬儀って、そんな年間多くはないとは思うんですけども、その多
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くなくて町営葬儀される場合に、この執行委託料が、年間何回か分かんないですけども、

されるということですよね。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 そのとおりでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、続きまして、その下の使用料及び賃借料ですけども、ここで借上料という

ことで、駐車場用地等借上料ということで、毎年７０万ちょっとの予算が上がってるんで

すけども、いろいろ話を伺いますと、浜霊園の駐車場ということで、１０台分ぐらいとめ

られる横のスペースがあると思うんですけども、これはこの３月の定例会の中でもちょっ

と話があったとは思うんですけども、実際の利用者というのがほぼゼロに近い形なんです

けども、これをずっと借りてる理由というのは何かございますか。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 私も浜霊園のほうは、勤務中なんですけども、点検とか清掃とか、そういった業務でち

ょこちょこ行きます。そんなには来られておられないです。やっぱり１台、２台程度の車

の量になっております。ただ、お彼岸時期とか、そういった場合には結構な人がとめては

るというのを見てますので、実際には必要なのかなというふうには考えております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 先ほどもおっしゃっていただいた、当然、春・秋のお彼岸の時期、あとは年末とかお盆

の時期とかですね。そういうときはちょっと利用者も増えるとは思うんですけども、そう

いった時期だけに限定して、年間で借りるんではなくて、例えばこの時期限定で借りるよ

うに、契約なり委託すれば、多分委託料を抑えられるとかいうことはございませんでしょ

うか。 

住民課（春日正人課長） 



156 

 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 実際的には、期間限定でお借りするというのはちょっと難しいのかなと正直思ってると

ころでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 多分何らかの契約があるとは思うんですけども、そういうできれば、無駄まではいかな

いですけども、要は使わないところにお金をかけても仕方ないところなので、ちょっとこ

ちらのほうはそういう形で、今後そういう新しい形で契約できるかどうかの検討もしてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 他にご質疑ありませんか。勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、特定健診のところでちょっと聞き忘れたんですけど、実際、国保の人が対

象になると思うんですけど、本来受けないといけないというか、受けてほしいのに受けて

ない方、成人の方で、どれぐらいいてるか、忠岡町に。もし分かるんやったら教えてほし

いんですけど。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 今のご質問なんですけれども、できましたら国保のところでお願いしたいんです。よろ

しいでしょうか。すみません。 

委員長（河野隆子議員） 

 よろしいですか。続けてどうぞ。 

委員（勝元由佳子議員） 

 いいですか。生活環境課のほうに行きます。まず、ごみのクリーン大作戦って今までや

ってたと思うんですけど、何か事務報告書を見ても、何回しましたとか特にないんですけ

ど、もうやめたんですか。やっていない。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 はい。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 クリーン作戦なんですけど、年２回ですね。６月と１１月と。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それは、じゃあ今までどおりやっているということですね。あのときにたしか何か袋を

配布してませんでしたっけ。ボランティア袋、あれは今も同じくでやってるということで

すよね。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 そうですね、各自治会のほうにボランティア袋を取りに来ていただいて、その袋を利用

して回収に当たっていただいているというところでございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 分かりました。はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 何でこれを聞いたかというと、クリーン作戦はしていただいたらいいと思うんですけ

ど、その袋をもらう、もらわんとか、何かそこら辺で不公平があるみたいなことをちらっ

と聞いたんです、住民さんから言われたんで、もしそんなんがあるんやったら、ないよう

に気を付けてもらいたいということです。何かもらってる人がいるんですかね、ちょっと

私もそこら辺、分からないんですけど。もしそんなんが実際あるんやったら気を付けてく

ださいということで。いいです、答弁は。 

 あと、委託料のとこですけど、ちょっと１個漏れてたというか、私がさっきごみ収集業

者さんで検討というか、今後委託料を減らすように一括で委託するとかしたらと言ってた

のは、清掃総務費の委託料のところだけを指して言うてたと思うんですけど、そこはクリ

ーンセンター費のほうの委託料も一緒です。どうせ業者さんは多分一緒やと思うんでね、

そこは町内の回収業務も、それこそクリーンセンターの中の業務も同じくで、ひとまとめ

にまとめてお支払いできるんやったら、ひとまとめでやってもらうと。あと、地区割も、

ちょっとさっき言い忘れましたけど、紀州街道境界線というの自体が何かちょっと、真ん

中じゃないでしょう。だから、地区割するとか、業者さんが云々ということがあるにして

も、もうちょっと何か境界線、例えば南海線を線にするとかはあると思います。そこら辺
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もまた検討をお願いしたいということ。どうですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 これは私が座るずうっと以前の話になってくるんですが、ごみの収集というのは直営で

昔やってたらしいです、忠岡町が。それを民間に出すに当たって、その当時は紀州街道か

ら下の地区のほうがたくさん家があって、紀州街道から上の部分については少なかった

と。その辺の事情があって、線引きがそこになってるように聞いてございます。今の時点

ではそれが完全に反対に変わっておりますが、その当時はそういうふうな形であったとい

うふうに聞いてございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 いいですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それはちょっと今後の課題ということでお願いしといて、あとちょっと確認させてもら

いたいのが、粗大ごみの収集の委託料になるんですかね。１，２６０万１，０００円と上

がってるんですけど、粗大ごみの回収って、何か私、前に担当課のほうで聞いたときに、

何か毎回出動するごとに、トラック出すごとに、何か出してませんでしたっけ、町から業

者さんに費用を。あれは違う別のごみでしたっけ。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 粗大ごみにつきましては、基本分ですね、基本分と収集件数という形で組ませていただ

いております。１件回収していただいたら、お幾ら支払うと。それプラス基本単価。基本

料ですね。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そうなんですね。で、１件出動するごとに、たしか１回お支払いしてましたよね。それ

が今おっしゃってるやつですか。ですよね。それを全部年契約で支払ってる額じゃなく

て、毎回出動回数掛ける金額をしたのが、ここに上がってる粗大ごみ収集委託料の１，２

６０万ということですか。 
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生活環境課（藤原直臣課長） 

 はい、そうです。 

委員（勝元由佳子議員） 

 分かりました。で、出動するたびに町からお支払いするのもいいんですけど、その回収

に行った先で、今度住民さんからも料金を取ってませんでしたか。たしか何かそう聞いた

ような気がするんですけど。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 それは粗大ごみの収集ではなく、引っ越しごみか何かですね。 

委員（勝元由佳子議員） 

 その引っ越しごみと粗大ごみって、言葉を忠岡町は使い分けてるでしょう。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 はい。 

委員（勝元由佳子議員） 

 でも、住民には、ごみ分別のチラシを見てもそうですけど、粗大ごみと言うてますやん

か、一応。粗大ごみ、粗大ごみと言うてるでしょう。役場の中では、業者さんと契約する

上で言葉を使い分けてるかもしれないんですけど、住民は引っ越しごみと思ってないわけ

ですよ。いわゆる粗大ごみと思ってるからね。で、その辺でちょっと何かごちゃごちゃと

なってるから今聞いてるんですけど、私の認識が間違えてるんやったら教えてほしいんで

すけど、要は毎回収集に出るたびに、今おっしゃったように、１回ごとに業者さんに町か

らお金を支払ってる。なおかつ、行った先で収集したその先で住民さんからも業者がお金

を取ってる、そうじゃなかったですか。それはまた別ですか。別のごみということ、どう

いうシステムになってるか、ちょっと聞きたいんですけど。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 我々の制度の中では、お金を取ってるという制度のところ、住民さんからお金を取って

るというのはないんですけど、規定外の仕事をされる場合に業者のほうで取られてるとい

うことはあるかもしれません。 

住民部（軒野成司部長） 
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 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 ただ、我々の収集というのは、家の外へ出して置いといていただくというような形をと

ってるんですが、中には家の中まであるやつを下ろしてくれというような形の部分が仮に

あったとしたら、それは許可業者との話になると思いますので、出てくると。 

 先ほど言いました引っ越しごみというのは、軽トラックと２トン車というようなくくり

で、多量に出る場合、そちらのほうがお安くなる可能性がありますんで、５０キロ５００

円かというような形よりも、そこで２トン車というような形でくくったほうが安くなる場

合もありますんで、大きい引っ越しなんかのときの部分については、そういうくくりを使

わせていただいてるというふうに認識してございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 ちょっとその引っ越しごみがよう分かれへんかったんですが、結局この粗大ごみの中に

引っ越しごみも入ってるということですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 それも入ってます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 入っている。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 入ってます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 で、私が気になってたのが、結局、今言ったみたいに、出動するたんびに町からも一応

委託料という形で料金を払ってる。かつ、行ったら行った先で、住民さんからも作業賃と

いうんですか、取ってるって、何か前に聞いたことがあって、それやったら二重取りやん

という話になったからね、そこがどうなんかなと思って聞かしてもらったんです。現実、

それはないですか。分かりました。じゃ、もし住民さんからそうやって支払うもんやと思

ってたみたいに、支払ってたわということがもしあったら、それは返金してもらうという

ことはオーケーということですか。 
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生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 あくまで家の前まで出していただいて、品目もちゃんと分かれてるという場合であれば

引っ越しごみになるんですが、ただ、ごみの分別がちゃんとできないと。分けてほしいで

あったりとか、家から運べないという場合には、別途料金はかかるということで、そこら

がちょっとごっちゃになってる部分かなというふうに思っております。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 何にせよね、やっぱりちょっと忠岡町のそのごみの呼び名もしかりやし、分別の仕方と

いうか、この回収のシステム、実はややこしいんですよね。よくよく聞いたら、ああそう

かという感じですけど、末端の住民からすると分からないんで、もうちょっと分かりやす

く告知というか、そこら辺、料金でもめることがないようには今後してもらったらと思い

ます。広報も含めて、お願いしますということで。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 そのように努めます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、この間もちょっと一般質問で言わせてもらった狂犬病の業務のことなんで

す。ちょうど今ね、４月からもう入ってくるんですけど、忠岡町、獣医師会に委託でした

っけ、たしか。ですよね。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 はい、そのとおりです。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 
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委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 多くはね、獣医師会に委託してはるんですけど、忠岡町の場合は町内の開業医さんって

アウトサイダーの方でしょう。だから、いつも大津から来られてるじゃないですか。別に

ね、ほかの大阪市とかもそうですけども、獣医師会にこだわらずに、アウトサイダーの獣

医も含めて委託というか契約してたりするんですよね。要は、地域内の獣医やったらオー

ケーですよということで。だから、利便性とか、その辺ね、委託料にどのぐらいその距

離、来ていただく部分が反映されてるんか、私はちょっとそこら辺分かりませんけど、も

し、協議になるんかもしれませんけど、同じ町内とか、地域内、より近いところで受けて

もらえるとか、そういう方がおられるんやったら入れてもいいんと違うんかなと思うんで

すけど、そこら辺どうなんですか。わざわざ泉大津から、遠いところから来てもらうのも

気の毒で。 

委員長（河野隆子議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 すみません、うろ覚えなんですが、町内業者さんについても、町内の動物病院さんにつ

いても以前はやっていただいてたんではないかなと。ただ、そちらからの脱退というんで

すか、抜けさせてもらうというようなお話があったような、なかったような、これは曖昧

な答えで申し訳ないんですが、当然町内の業者さんがあれば、お声がけはすると思います

ので、相手さんの意向でというような形やと記憶してございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 多分、今、軒野部長おっしゃったのは、前の先生のときやと思うんです。昔でしょう。

だからやと思うんですけど、多分お願いすれば、全然アウトというか駄目ではないと思う

んで、そこら辺は検討していただけたらと思います。 

 で、一般質問のときも言うたのと同じで、できたら啓発も併せてしてもらいたいという

ことです。多分忠岡町の登録率とか注射率、低いと思うんですよ。やっぱり７割以上は打

ってもらわんと、新型コロナでも言われてますけど、やっぱり免疫、抗体が広まってもら

わないと感染拡大って止められないんで、そこら辺は市町村のほうでも啓発というか、受

けてくださいということは言ってもらいたい。でないと、前の一般質問でも言いましたけ

ど、ほんとに狂犬病が入ってきたら、これ対象外というか、鑑札も付けてないし、登録も

してないという犬は、もう漏れなく捕獲して殺処分になりますから、それはやっぱり飼い

主さんも望んでないと思いますし、だからそういうリスクがありますよということを言っ
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た上でね、そうならないようにちゃんとしてくださいねというところは啓発をお願いした

いところです。 

委員長（河野隆子議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 当然、我々も今、登録している件数に対して文書で通知を出させていただいて、その通

知を出させていただいてる中で来ていただいている部分が、件数が少ないというような認

識は持っておりますので、これからいろいろな形で啓発してまいりたいと考えてございま

すので、よろしくお願いいたします。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。オブザーバーで、議長、どうぞ。 

議長（杉原健士議員） 

 オブザーバーで、あまり言いたくないんですけども、今日じゃなくてもええんやけど、

衛生費の清掃総務費とクリーンセンター費、この合算が、これ今、下に出てる１０億何が

しの数字が、これ合計やな、藤原君。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 クリーンセンター費でいきますと、８億。 

議長（杉原健士議員） 

 ８億で、この下に一番最後の１０３ページに載ってる１０億何ぼというのは、これは合

計金額と違うんけ。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 これは衛生費全体の分です。 

議長（杉原健士議員） 

 全体か。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 はい。 

議長（杉原健士議員） 

 清掃総務費と。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 清掃総務費の１億５，４００万円とクリーンセンター費。 

議長（杉原健士議員） 
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 そうやろ、クリーンセンターの８億足したやつが１０億何ぼやろ。そういうことと違う

の。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 そうです、はい。 

議長（杉原健士議員） 

 そういうことやろ。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 はい。 

議長（杉原健士議員） 

 それの泉北環境の泉大津の合計金額と、それで高石の合計金額を１回最終日で教えて

よ。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 すみません、向こうの予算の組み方が、果たして忠岡と同じような組み方なのかどうか

というのがまず１つ。 

議長（杉原健士議員） 

 僕も調べるけどね。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 だから、まるっきり一緒かというところも分からないんですが、費目がまた違う可能性

もありますし。 

議長（杉原健士議員） 

 まあそれだけ。僕も頑張って調べますけど。 

委員長（河野隆子議員） 

 そしたら、調べていただくということで。 

 和田副委員長、いいですか。二家本委員、どうぞ。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、１０２ページの負担金補助及び交付金ですけども、その中で補助金として

古紙等集団回収助成金というのが上がっております。これは各自治体が毎月ですね、月１

回決めて、新聞紙とか段ボールとか、それぞれ自治会で集めていただいて、その分を業者

が引取りに来てという形で、その分の重さに比例して、各自治会、特に多分子ども会にな

るんですかね、それに助成金を出していただいてるんですけども、その中で、最近、回収

の単価が結構値下がりしてまして、それを当てにしてる自治会があるというのは、ちょっ



165 

 

と大げさな言い方かもしれませんけども、そういう紙の値段がかなり下がってるみたいな

んですね。これでそういったことで、多分助成金として、紙でしたら１キロ当たり４円で

すかね、助成を渡していただいてると思うんですけども、この助成金、忠岡のごみ減量化

に向けて手伝っていただいてるということなので、この単価を上げていただくことという

のはできますでしょうか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 令和２年度におきましては、このまま据置きというところでご承認いただきたいんです

けど。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 令和２年度はこのままということなんですけど、今後また紙の値段とか、回収の価格、

いろいろそういう経費とかかかってくるので、単価が下がる一方かなとか思いますので、

もしこれ以上下がってきた場合に、令和３年度以降、忠岡町のごみの減量化も、推進して

いっている業務の１つだと思うんで、その分ちょっと補助金のほうを多く出していただけ

たらと思いますので、その分ちょっと検討のほうをお願いいたします。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 ちょっと二家本委員がおっしゃられてるのは、紙の引取り量が減る云々とかではなく、

量ですよね。量が減れば、その分、助成金も減るというところなんで、紙の値段が上がる

下がるでは、これは関係ないです。 

委員長（河野隆子議員） 

 いいですか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 紙の値段が下がってしまうんですけど、当然ごみの減量をして、その値段は云々もある

んですけども、ごみが減っていくのに対して、各自治会が協力していただいてるというこ

とで、協力金じゃないですけども、補助金としての単価を少しでも上げていただいたら、

もっと回収の努力がちょっと強まるんじゃないかと思いまして、そういうことで。 
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委員長（河野隆子議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 回収の努力、また住民さんに対しての啓発を込めてやっている事業でございます。ご存

じのように、紙の単価というのは左右される部分がありますので、値段のいいときもあれ

ば値段の悪いときもございます。その中で、各地区で努力していただいて、今やってる事

業でございますので、近隣の市町村においてもいろいろなやり方をされておりますんで、

その辺、予算がありますんで、予算の許す限り、いろいろな施策をとっているのを調査、

研究させていただいて、検討させていただくということでご理解いただきたいと思いま

す。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田副委員長。 

委員（和田善臣議員） 

 これは勝元議員から質問があったんですが、粗大ごみの収集委託料ですね。これはちょ

っと質問されてあって、僕かて分かれへんとこがあったんですけどね。例えば洗面化粧台

というんかな、上に鏡があって、このここに洗面器があって、それは例えばガラスとか木

とかプラスチック、あるいは陶器、そんなものでできてますよね。それを外して玄関まで

出しておくとなれば、その場合どうなるんですか、持っていってくれるんですかね。 

委員長（河野隆子議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 ケースバイケースであると思うんです。業者さんを入れられてするんであれば、当然産

業廃棄物として処理してくださいというような形の部分もあると思います。今、個人でや

られてる部分もあると思いますので、うちの条件に沿えば、取れるんではないかなという

ふうに思います。 

 失礼いたしました。訂正させていただきます。洗面化粧台については、忠岡町では禁止

ごみという扱いになってるということでございます。すみません。 

委員（北村 孝議員） 

 けど、洗面となったら、次に洗面を入れらなあかんので、業者に持って帰ってもらっ

て。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝手にしゃべらないように。 

委員（和田善臣議員） 

 例えば、洗面器を割る場合があるんですよね。その場合、取って代わるその陶器がない

んです。だから、全体を捨てらなしようがない。その場合、どうしたらいいかということ
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を聞いてるんです。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 ごみの分別というのはかなり細かくありますんで、そこは個別個別で後ほどということ

で、よろしくお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（和田善臣議員） 

 まだ分かれへんのが。 

委員長（河野隆子議員） 

 和田委員。 

委員（和田善臣議員） 

 そうしたらね、その場合、例えばガラスの部分、陶器の部分、木の部分、プラスチック

の部分、分けて出したらいいんですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 例えばガラスだけ出されたら、ガラスで出せると思います。 

委員（和田善臣議員） 

 うん、なるほど。それ以外は産廃になるわけ。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 一応禁止ごみなんで、産廃扱いです。 

委員（和田善臣議員） 

 産廃になるわけ。だからその場合、業者を呼んで、持っていってくれと言ったら持って

いってくれるわけ。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 



168 

 

 産廃は産廃で、その処理をしていただけると思います。 

委員（和田善臣議員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 すみません、予算書の１０１ページの一番下の粗大ごみの電話申込みの受け付けの委託

料、４４０万の分なんですけどね、これ前、決算のときもどなたか聞いてたと思うんです

けど、たしか何か１日の件数がそんななかったと思うんです。要るかという話なんですけ

どね。 

議長（杉原健士議員） 

 それをしたい。町会議員をやめたら、そっちのほうが絶対もうかる。 

委員（勝元由佳子議員） 

 議長がですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 どうぞ続けてください。 

委員（勝元由佳子議員） 

 まず、もう１回件数を教えていただきたいのと。 

議長（杉原健士議員） 

 ３件ぐらいしかない、１日。 

委員長（河野隆子議員） 

 課長、出ますか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 まだ３０年度の件数なんですが、相談件数を入れまして１，９３７件でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 やっぱり少ないですよね。５件ちょっとでしょう。で、土・日あると思ってやったとし

ても１０件未満ですよね、１日にね。やっぱりそんなん、多分やりとりもほぼマニュアル

化できる内容でしょう。変な話、ややこしい野良猫どうのとかいう苦情に比べたら、答え

のパターンが決まってるじゃないですか。答えやすい対応できる電話やと思うんですけ
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ど、職員さんでは無理なんですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 今の人数でなかなかこの業務を引き継ぐというのはしんどいかなと。そういったことも

ありまして、外のほうに出していったという経過がございます。 

委員（勝元由佳子議員） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 今、生環に非常勤さんですかね、１名か、いてはりますよね。あの方は何の業務をされ

てるんですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 もちろん窓口業務ですね。あと、受付業務、電話応対もされてます。差引き等々もして

いただいてます。 

 以上です。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 それこそ、その非常勤の方にやってもろたらええやんと思うんです。というのは、申し

訳ないですけど、私、しょっちゅう生環に行くでしょう、生活環境課に。あの方、手が空

いてるんですよ、結構。だから、別にこんな電話ぐらいやってもらっても、全然キャパオ

ーバーじゃないと思いますけど。全然件数的にも少ないですし、そんな答えにくい質問と

いうか、問合せ内容でもないし、多分答え、やりとりはマニュアルで決まってる内容でし

ょう。それは今後ですけど、できればこんな４４０万も支払うもんじゃないと思いますけ

どね、業務内容的に。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 その辺りは、この近隣も含めて、また調査させていただいて、高いかどうかというのを

判断させていただきます。 

委員長（河野隆子議員） 

 勝元委員。 

委員（勝元由佳子議員） 

 そこはお願いというところで、委託するんやったら、もうちょっと妥当な価格とか、住

民の納得のできる価格で抑えてほしい。できれば職員で対応できるやろうというところ

で、職員で対応するように検討はお願いします。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 クリーンセンターの契約費用についてちょっとお伺いしたいんですけども、まず確認な

んですけども、昨年、３１年度でクリーンセンターの運転管理、整備も含めてなんですけ

ども、予算で３億１，０００万上がっております。これの再度確認するとは思うんですけ

ど、運転管理の部分と修繕費の部分の費用を教えていただきたいと思います。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 そうですね、平成３１年度でいきますと、点検補修費、要は工事の部分ですね、これが

１億１，５８７万９，０００円。それと、運転管理費のところが、運転管理費、測定費、

用役費というのがあるんですけど、細かくのほうがよろしいですか。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 運転管理費で１億４，４７１万１，０００円、測定のところが３３０万円、用役のとこ

ろが１，１１１万円。全て税抜きでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 これを全部計算しますと、税抜きになるんですけども、２億６，０００万ぐらいですか
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ね。昨年１年間、こちらのほうで運転管理、補修も含めてしていただいたと思います。 

 で、今年度ですが、４年間の包括ということで上がってきて、契約書もそうですし、予

算の中にも入ってるんですけども、クリーンセンターの整備運営管理費ということで、２

億２，３００万、これは予算の段階なんで、契約書では２億２，２０７万５，０００円と

いう金額で上がっていました。これ計算すると、運転管理の部分だけでもかなり金額が上

がってると思うんですけども、それはどのような理由ですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 まず、契約の金額のほうなんですが、運転管理でいきますと、これ平たく４年間です

ね、平らくしているんですが、２億２５０万円、税抜き価格でという形になっておりま

す。それぞれの個別のところを見ていきますと、運転管理費のところは確かに大体３００

万円ぐらいは上がっております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、この運転管理の部分の２億２５０万ですかね、これの先ほどみたいな内訳

は出ますか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 後ほどそしたらお渡しさせていただきます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 それで見て、運転管理だけでも、運転管理が昨年であれば単年度で１億４，９００万円

に関して、今年度でいけば２億超という形でなって、約５，０００万ですか１年間で上が

っております。で、同じ契約をしてるのに、一気に５，０００万も上がる理由というのは

どういうことですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 
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委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 平成３１年度のところでは、点検補修費というところで、今回も点検補修費のほうは入

れてるんですが、起債の関係がありまして、３１年度ではそこらを全部ひっくるめた金額

なんです。ただ、令和２年度におきましては、起債部分は起債部分で抜いてまして、軽微

な点検補修費を残してると、そういった違いがございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、軽微な点検補修費というのは、先ほども後ほどという話はあったんで

すけども、それを抜きにしても、値段が上がってるということで、ただ、やっぱりイメー

ジでは、単年度よりかは４年度のほうが本来安いであろうと、普通の考えであればそうな

んですけども、それでもちょっと上がってるというのが納得がいかないんですけども、そ

の点はどうなんですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 もちろん運転管理の中には人件費、２１人分ということで含めさせていただいてます。

ただ、今回あくまで入札にかけてまして、落とされた金額はこの金額ということでありま

して、もう少し低い金額であれば低くなったんでしょう。そういうことやと思います。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 これが入札したことによっての結果だとは思うんですね。で、確かに業者が４年間でな

かなか受け手がいない、競争原理も働かないということで、こういう金額になってしまっ

たかもしれませんけども、やっぱりちょっとこの金額に関しては、大事な町民の税金を使

ってやってるので、ちょっとこの金額に対しては問題かなと思います。 

 あと、その中で、ちょっと別件なんですけども、クリーンセンターの各機器等工事とい

うことで、これ５億５，０００万上がっております。で、この５億５，０００万というの

は、当然またこれも入札前の結果なんであれなんですけど、これは契約書で見たら、単年
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度、令和２年度と令和３年度を合わせた金額で、来年度で載せてるということでよろしい

でしょうか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 これは、うちが予算要求したときの金額でございまして、ただ、今回は入札で下がった

というところでございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 なので、２年分なんですね。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 １年分です。 

委員長（河野隆子議員） 

 これ、１年分。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 はい。 

委員長（河野隆子議員） 

 ごめんなさい、二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、契約書の中では、工事の請負分として総額５億９，４００万となってるん

ですね。それで、令和２年度が３億７，４００万、令和３年度が２億２，０００万で上が

っております。これであれば、この総額であればちょっと話は分かるんですけども、先ほ

ど単年度とおっしゃってたんで、単年度にしたらえらい高いなとか思ったんですけど、も

う一度確認でお願いします。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 ここに上げさせていただいてる金額は入札前の金額で、元々がだから１７億３，０００

万の内訳でございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 
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 じゃあ、そうしましたら、ここの金額というのは、今、上がっている５億５，０００万

ではなくて、変更して、契約の内容とかも含めて３億７，０００万になるということでよ

ろしいんですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 はい。残りは不用額として上がってきます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、これについて地方債を使われるということなんですけども、それは単

年度ごとで地方債で埋められるということですか。 

財政課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 村田課長。 

財政課（村田健次課長） 

 はい、単年度で実質３億７，４００万ということで起債申請に持っていかせていただき

たいというふうに考えております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうです。確かに予算書のほうが契約する前に作られてるんで、ちょっと私もそういう

質問になってしまったんですけども、それにしてもやはりちょっと金額の問題がありまし

て、今回もこの令和２年度と令和３年度の工事によって、さきの全員協議会とかの中で

も、令和９年度まで維持可能な修繕という形でするということになっています。やっぱり

この令和９年度まで実際にもたす必要はないんですけども、実際にコンサルが上げたとい

うのが、これだけの修理でやらないと、もしかしたら２年とか３年とかに壊れてしまうと

いうことでよろしいんですか。 

委員長（河野隆子議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 例えば、あるところの部品を更新するということは変えるということですね。その耐用
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年数が４年の機械を、４年しかもたへんような形の部分を製作するような会社もないでし

ょうから、要はもつ場合は当然１０年もつなり８年もつなりというのは、これは致し方な

いというか、４年しかもたへんようなものを入れるというような考え方は考えてございま

せんので、たまたまそれがそういうふうな形で年数もつような形の分が入るというふうに

考えてございます。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 これが長期包括の契約方法だとは思うんですけども、やっぱり令和６年で広域に行くと

いうことをおっしゃってるんであれば、逆に壊れそうなところ、コンサルの方でも、例え

ばここは相当傷んでるとかいうのがあると思います。で、それが令和６年でもつもたない

というのを判断した上で、その部分、部分で、本当は補修なり工事なりという、その都度

予算を上げていただくとか、そういう形であればもっと経費が浮いたかなという、結局そ

ういう印象だったものですから、私たち定例会の中でもちょっと反対させていただいた分

があります。 

 今後につきまして、運転管理等々ありますので、ちょっともう一度いろいろ調べてみた

いと思うんですけども、もうちょっとその運転管理費を抑えることができなかったのかな

というのは疑問に思いましたので。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 今回、入札で我々もこの金額が出てきたことに関しては、これでいかな仕方ないのかな

と。随契でもうちょっと金額を減らせということであれば、業者さんのほうも、もしかし

たら減らせる可能性があったのかなという判断に至っております。 

委員長（河野隆子議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうですね、やっぱりさすがにこういう契約、なかなか随契というのも難しい案件だと

思うんですけども、やっぱり最初の根本を言えば、入札もちょっと競争原理も働かなかっ

たというのが問題やと思います。それは定例会のところでも指摘させていただいておりま

すので、これ以上はあまり言わないでおきますので。 

委員長（河野隆子議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。勝元委員。 
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委員（勝元由佳子議員） 

 １個だけごめんなさい。ちょっと聞いたんで、すみません。私が分かってないんですけ

ど、これ、クリーンセンター費ね、前にもう既に債務負担で予算措置してたじゃないです

か。私、すみません、予算措置ね、債務負担で予算措置して議会に上げたら、ここの一般

会計というんですか、毎年の前年度の予算措置のところに上げてこないものやと思ってた

んですけど、というのがあったから、さっきこれは４年分の金額を上げてるんですかとい

う質問をしたんですけど、それは毎回上げてくるということですか、債務負担を取って

も。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（河野隆子議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 一応４年間の債務負担という金額は押さえてるんですけど、それぞれの年度の予算書に

は上げていくということです。 

委員長（河野隆子議員） 

 いいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委員長（河野隆子議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により本日の委員会はこれまでとし、延会いたしたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（河野隆子議員） 

 異議なしと認め、延会することに決定いたしました。 

 なお、明日１０時より再開いたします。明日は労働費から始めますので、よろしくお願

いします。委員、また理事者の皆さん、大変お疲れさまでございました。本日はこれで延

会いたします。 

（「午後７時１０分」延会） 


